
総務文教常任委員会審査日程 
 

日 時  令和５年１２月４日（月） 

    午前９時 

場 所  第１委員会室       

 

～審査内容～ 
 

 

１ 議案第７５号 山陽小野田市組織条例の一部を改正する条例の制定につい

て                              （人事） 

 

２ 議案第７６号 山陽小野田市職員給与条例等の一部を改正する条例の制定

について                           （人事） 

 

３ 議案第７７号 山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市病

院事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

（人事）                                              

 

４ 議案第７８号 山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当

支給条例の一部を改正する条例の制定について          （人事） 

 

５ 議案第７９号 山陽小野田市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定に

ついて                            （人事） 

 

６ 議案第９１号 公立大学法人山陽小野田市市立山口東京理科大学中期目標

（第２期）の変更について                   （大学） 

 

７ 議案第８５号 山陽小野田市民活動センターの指定管理者の指定について 

（市活） 

 



８ 議案第８３号 物品の購入について            （文スポ） 

             

９ 議案第８６号 山陽小野田市きららガラス未来館の指定管理者の指定につ 

いて                            （文スポ） 

 

１０ 議案第８７号 山陽小野田市体育施設の指定管理者の指定について 

（文スポ）  

 

                       



議案第 76号・77号・78号 参考資料 

 

人事院勧告に基づく条例改正について 

 

 

◎山陽小野田市職員給与条例の一部を改正する条例の制定について 

 ① 給料表を 1,000円から 12,000円引上げ 

1級：5.2％、2級：2.8％、3級：1.0％、4級：0.4％、5級以上：0.3％ 引上げ 

（平均改定率 1.1％） 

 

② 期末・勤勉手当の支給月数を 0.10月引き上げ（期末：0.05月、勤勉 0.05月） 

  ※再任用職員 0.05月引き上げ 

 

  改正前 令和５年度改正 令和６年度改正 

6月期 期末 1.200月 

（0.675月） 

1.200月 

（0.675月） 

1.225月 

（0.6875月） 

勤勉 1.000月 

（0.475月） 

1.000月 

（0.475月） 

1.025月 

（0.4875月） 

12月期 期末 1.200月 

（0.675月） 

1.250月 

（0.700月） 

1.225月 

（0.6875月） 

勤勉 1.000月 

（0.475月） 

1.050月 

（0.500月） 

1.025月 

（0.4875月） 

年 間 4.400月 

（2.30月） 

4.500月 

（2.35月） 

4.500月 

（2.35月） 

※カッコ内は再任用職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◎山陽小野田市長等の給与に関する条例及び山陽小野田市病院事業管理者の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 期末手当の支給月数を0.10月引き上げ 

 改正前 令和５年度改正 令和６年度改正 

6月期 2.200月(2.200月) 2.200月(2.200月) 2.250月(2.250月) 

12月期 2.200月(2.200月) 2.300月(2.300月) 2.250月(2.250月) 

年 間 4.400月(4.400月) 4.500月(4.500月) 4.500月(4.500月) 

※カッコ内は職員 

 

◎山陽小野田市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給条例の一部を改正する条例

の制定について 

 期末手当の支給月数を0.10月引き上げ 

 改正前 令和５年度改正 令和６年度改正 

6月期 1.650月(1.650月) 1.650月(1.650月) 1.700月(1.700月) 

12月期 1.650月(1.650月) 1.750月(1.750月) 1.700月(1.700月) 

年 間 3.300月(3.300月) 3.400月(3.400月) 3.400月(3.400月) 

※カッコ内は国 



議案第 79号 参考資料 

○山陽小野田市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について（新設条例） 

 

 

（自己啓発等休業とは） 

大学等課程の履修又は国際貢献活動への参加のため一定の期間休業が行える

制度。任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、か

つ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは休業を承認す

ることができる。 

※大学等課程の履修：資格取得等のための履修（リスキリング） 

 ※国際貢献活動：JICA法に規定される奉仕活動 

 

（制定理由） 

地方公務員法第２６条の５ 自己啓発等休業の規定（平成１９年制定） 

⇒本市では、ニーズがなかったため、これまで条例化をしていなかった。 

⇒現在、本市では人材育成に力を入れており、その一環として資格取得を目指す

職員や自己成長のため多様な経験をしたいなど、高い志をもって自己啓発に

取り組む職員に対して一定期間休業を認める制度を条例化するもの。 

 

（対象職員） 

・正規職員 

 

（期間） 

・３年を超えない期間 

 

（給料等） 

・無給 

・復職時に昇給調整あり 

・賞与や退職手当の期間計算について除算あり 

 

（報告） 

 自己啓発等休業の期間が満了し職務に復帰した職員は、任命権者に対して自

己啓発等休業期間の活動内容やその成果について報告するものとする。 

 

 



令和５年１２月 総務文教常任委員会 

資料一式 

 

山陽小野田市民活動センターの指定管理者の指定について 

 

【目次】 

① 選定委員会審査集計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料１ 

 

② 選定員会審査基準表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料２ 

 

③ 指定管理者募集要項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 

④ 指定管理業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料４ 

 

⑤ 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料５ 

 

⑥ 指定管理料試算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料６ 

 

 

協創部 市民活動推進課 



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

審査員
G

合　　計 平均点
補正後
平均点

１　安定的な運営が可能となる基盤
について（６点満点）

6 6 6 6 6 6 6 6

２　利用者対応、サービス向上策等
について（９点満点）

9 9 7 9 9 8 9 8.6

３　施設の効果的な運営について（１
０点満点）

10 8 6 8 8 8 8 8

４　市民活動促進業務の効果的な取
組について（５０点満点）

46 40 30 34 28 34 34 35.1

５　施設の管理運営に係る経費の内
容について（６点満点）

3 3 3 3 3 3 3 3

６　自主企画運営業務に係る効果的
な取組について（５点満点）

5 5 3 5 3 3 3

７　施設の管理運営に係る組織体制
ついて（１４点満点）

13 14 12 12 12 13 13 12.7

合　　計
（100点満点）

92 85 67 77 69 75 76 541 77.3 77.3

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均
点を算出することとする。

山陽小野田市民活動センター指定管理者選定委員会　審査集計表 令和5年11月21日

申し込み団体　　アクティオ株式会社

資料１



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

審査員
G

合　　計 平均点
補正後
平均点

１　安定的な運営が可能となる基盤
について（６点満点）

5 5 5 5 5 5 5 5

２　利用者対応、サービス向上策等
について（９点満点）

5 5 5 5 5 5 5 5

３　施設の効果的な運営について（１
０点満点）

6 6 8 6 4 6 5 5.9

４　市民活動促進業務の効果的な取
組について（５０点満点）

22 28 26 22 12 26 32 24

５　施設の管理運営に係る経費の内
容について（６点満点）

3 3 3 3 3 3 3 3

６　自主企画運営業務に係る効果的
な取組について（５点満点）

3 5 5 3 3 3 3

７　施設の管理運営に係る組織体制
ついて（１４点満点）

5 7 6 6 7 7 7 6.4

合　　計
（100点満点）

49 59 58 50 39 55 60 370 52.9 52.9

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均
点を算出することとする。

山陽小野田市民活動センター指定管理者選定委員会　審査集計表 令和5年11月21日

申し込み団体　　A社



配点
アクティオ

（株）
A社

A：直近2年間、適正な財務処理がされ、債務超過がなく、リスクに耐えうる良好な財務状況にある。 3

B：直近2年間、適正な財務処理がされ、債務超過がなく、リスクに耐えうる財務状況にある。

　　または、過去の実績からは判別できないが、概ね適切な財務状況と推定される。
2

C：財務状況に重大な懸念がある、又は債務超過であるなど安定経営に疑問がある。 1

A：類似施設の管理運営の実績及び市民活動促進を目的とした事業の実績がある。 3

B：類似施設の管理運営の実績又は市民活動促進を目的とした事業の実績がある。 2

C：類似施設の管理運営の実績及び市民活動促進を目的とした事業の実績がない。 1

A：利用者の意見や要望を把握する方法や、その結果の運営への反映について効果的で実現性のある優れた提

案がある。
3

B：利用者の意見や要望を把握する方法や、その結果の運営への反映について実現性のある提案がある。 2

C：利用者の意見や要望を把握する方法や、その結果の運営への反映について提案はあるが実現性にかける。 1

A：セルフモニタリング等の方法が整備され、課題解決のために効果的で実現性のある優れた提案がある。 3

B：セルフモニタリング等の方法が整備され、課題解決のための実現性のある提案がある。 2

C：セルフモニタリング等の方法が整備され、課題解決のための提案があるが実現性に欠ける。 1

A：苦情やトラブルに対する対応策、未然防止策及び情報保護について、市が示した仕様以上の提案がある。 3

B：苦情やトラブルに対する対応策、未然防止策及び情報保護について、市が示した仕様を満たしている。 2

C：苦情やトラブルに対する対応策、未然防止策及び情報保護について、市が示した仕様を満たしていない部分

がある。
1

A：市民等がセンターを利用する際の利便性向上に向けた効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

B：市民等がセンターを利用する際の利便性向上に向けた実現性のある提案がある。 3

C：市民等がセンターを利用する際の利便性向上に向けた提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：センターの利用促進に向けた取組について効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

B：センターの利用促進に向けた取組について実現性のある提案がある。 3

C：センターの利用促進に向けた取組についての提案はあるが実現性に欠ける。 1

実績

〇募集要項　P7

（5）過去に指定管理者の指定を受けたことがある

団体等は、その実績がわかる書類

1-②類似施設の指定管理による運営実績又は市民活動促進を目的とした事業の実績について

（3点満点）

●審査基準の要点：提案内容の実現性を図る指標として、類似施設の運営実績及び市民活動促進事業の実績を確認す

る。実績がある場合は、内容、成果が本業務にふさわしいものかを提出書類から総合的に判断する。

※共同事業体として申請された場合は、構成するすべての団体について、審査を行い、判断が別れる場合は、その代表企業の

ものを採用するものとする。

２．利用者対応、サービス向上策等について（9点満点）

山陽小野田市民活動センター指定管理者審査基準表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選定委員（　　　　　　　　　　　　　　）

審査項目 選定基準

１．安定的な運営が可能となる基盤について（6点満点）

団体の財務状況

〇募集要項 P7

（3）応募の資格及び要件に関する書類

（4）団体等の定款、寄附行為、規約、設置要綱そ

の他これらに類する書類

1-①団体の財政状況（安定した運営について）（3点満点）

●審査基準の要点：決算書の記載内容、登記事項証明書、国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類等の添付

書類から団体の財務状況（経理状況が健全かなど）を判断する。

※共同事業体として申請された場合は、構成するすべての団体について、審査を行い、判断が別れる場合は、その代表企業の

ものを採用するものとする。

利用者対応・情報保護

〇業務仕様書

　P9（2）⑤　要望、苦情等への対応

P13　12　情報の取扱いに関する留意事項

　(1)　個人情報の取り扱い（2）情報の公開、

（3）文書の管理、（4）守秘義務

P18　20　その他（4）

2-③苦情やトラブルに対する対応策、未然防止策及び情報保護について（3点満点）

●審査基準の要点：苦情やトラブルに対する対応策、未然防止策及び情報保護に関する提案が、仕様書に示した基準に照

らして適正であるかを提出書類から総合的に判断する。

３．施設の効果的な運営について（10点満点）

利用者意見・平等性

〇業務仕様書　P10

（3）②　利用者ニーズの把握

2-①利用者の意見や要望への対応について（3点満点）

●審査基準の要点：アンケート等、利用者の意見や要望を把握する方法及びその結果の運営への反映方法に関する提案の

効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

モニタリング

〇業務仕様書　P15

　15　事業実施状況の確認及び評価

　　（1）モニタリング

　　　　　④　セルフモニタリング

2-②セルフモニタリング等の方法及び課題解決について（3点満点）

●審査基準の要点：自らの運営業務及び維持管理業務のサービス状況を維持・改善するためのセルフモニタリングの実施方

法及び課題解決方法に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

●審査基準の要点：センターの利用促進につながる、効果的で実現性のある優れた宣伝広報業務（HPの開設、SNSの運

用、チラシ・ポスター等の作成、マスメディア・市広報への情報提供 等）に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プ

レゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

施設の運営に

ついて

〇業務仕様書

　P8、P9

　 9　業務概要

　(2)　施設利用業務

　①　利用調整業務

　②　案内業務

  ③　有料施設及び備品等の貸出し

業務

　④　施設巡視業務

3-①市民等がセンターを利用する際の利便性向上について（5点満点）

●審査基準の要点：市民等がセンターを利用する際（利用調整業務、案内業務、有料施設及び備品等の貸出し業務

等）の利便性向上に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書　P9

　(3)　利用促進業務

　　①　宣伝広報業務

3-②センターの利用促進について（5点満点）

資料２



配点
アクティオ

（株）
A社審査項目 選定基準

A：市民活動の関係の情報の収集に関する取組について効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

Ｂ：市民活動の関係の情報の収集に関する取組について実現性のある提案がある。 3

Ｃ：市民活動の関係の情報の収集に関する取組について提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：市民活動の関係の情報の提供に関する取組について効果的で実現性のある優れた提案がある 。 5

Ｂ：市民活動の関係の情報の提供に関する取組について実現性のある提案がある 。 3

Ｃ：市民活動の関係の情報の提供に関する取組について提案はあるが実現性に欠ける 。 1

A：市民活動に関する人材の発掘及び市民活動への誘導の取組について効果的で実現性のある優れた提案が

ある。
5

Ｂ：市民活動に関する人材の発掘及び市民活動への誘導の取組について実現性のある提案がある。 3

Ｃ：市民活動に関する人材の発掘及び市民活動への誘導の取組について提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：市民活動に関する学習機会の提供の取組について効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

Ｂ：市民活動に関する学習機会の提供の取組について実現性のある提案がある。 3

Ｃ：市民活動に関する学習機会の提供の取組について提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：市民活動団体数の増加に向けた取組について効果的で実現性のある優れた提案がある 。 5

Ｂ：市民活動団体数の増加に向けた取組について実現性のある提案がある 。 3

Ｃ：市民活動団体数の増加に向けた取組について提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：市民からの市民活動に関わる相談や、市民活動団体からの運営に関する相談など市民が安心して活動でき

る相談業務に関して、効果的で実現性のある優れた提案がある。
5

Ｂ：市民からの市民活動に関わる相談や、市民活動団体からの運営に関する相談など市民が安心して活動でき

る相談業務に関して、実現性のある提案がある。
3

Ｃ：市民からの市民活動に関わる相談や、市民活動団体からの運営に関する相談など市民が安心して活動でき

る相談業務に関して、提案はあるが実現性に欠ける。
1

4．市民活動促進業務の効果的な取組について（50点満点）

市民活動に関

する情報収集

及び提供業

務

〇業務仕様書　P5 (1)

①  市民活動に関する情報の収集・

提供

②　新たな市民活動団体の調査・発

掘

④  市民活動支援情報（助成制度

など）の収集・提供

4-①市民活動に関係する情報の収集について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動に関する情報（新たな市民活動団体の調査・発掘、市民活動支援情報（助成制度など）

等）の収集に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書　P5 (1)

① 市民活動に関する情報の収集・提供

③市民活動団体のデータベースの作成・管理

及び活用

④市民活動支援情報（助成制度など）の

収集・提供

⑤  市民活動センター広報紙の発行

⑥　専用ホームページの開設・運営

⑦  市民活動関連の書籍・雑誌等の配架

4-②市民活動に関係する情報の提供について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動に関する情報の提供（市民活動団体のデータベースの作成・管理及び活用、市民活動セン

ター広報紙の発行、専用ホームページの開設・運営、市民活動関連の書籍・雑誌等の配架　等）に関する提案の効果及び

実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

市民活動に関

する人材育成

及び研修業

務

〇業務仕様書　P5(2)

②　市民活動に取り組む人材の発掘

及び市民活動への誘導

4-③市民活動に関する人材の発掘及び市民活動への誘導について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動に関する人材の発掘及び市民活動への誘導(市民活動を行うためのきっかけづくり)に関する

提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書　P5(2)

①　市民活動に関心のある人を対象

とした学習機会の提供

③　市民活動団体運営に関する学

習機会の提供

④　各種機関が運営する市民活動に

関わる学習機会の情報収集及び提

供

4-④市民活動に関する学習機会の提供の取組について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動に関する学習機会（市民活動の担い手のレベルアップのための研修　等）の提供に関する提

案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

市民活動に関

する活動の支

援・相談業務

〇業務仕様書　P6(3)

①市民活動を始めたい市民と市民、及び市

民と市民活動団体とのマッチング

②地域課題に合わせた各分野の市民活動

団体の立ち上げの促進

③市民活動団体数の増加

⑤　市民活動団体の立ち上げに係る相談対

応

⑥  新たな市民活動団体立ち上げに向けた

支援

4-⑤市民活動団体数の増加に向けた取組について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動団体数の増加に向けた取組（市民活動を始めたい市民と市民、及び市民と市民活動団体

とのマッチング、地域課題に合わせた各分野の市民活動団体の立ち上げの促進　等）に関する提案の効果及び実現性につい

て提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書　P6(3)

④　市民活動団体の運営等の相談対応

⑦　市民活動団体の法人格取得に係る相

談対応

⑧　企業等の社会貢献活動に係る相談対

応

⑨  市民活動団体に係る補助・助成事業金

の手続の支援

4-⑥市民活動に関する活動の支援・相談について（5点満点）

●審査基準の要点：市民からの市民活動団体などへの参加に関する相談や市民活動団体における日常の運営相談、分野

を超えて市民活動に関する相談等への支援に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総

合的に判断する。



配点
アクティオ

（株）
A社審査項目 選定基準

A：市民活動団体の相互の連携・協働に関する取組に関して、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

Ｂ：市民活動団体の相互の連携・協働に関する取組に関して、実現性のある提案がある。 3

Ｃ：市民活動団体の相互の連携・協働に関する取組に関して、提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：市民活動団体と企業及び行政機関等の相互の連携・協働に関する取組に関して、効果的で実現性のある

優れた提案がある。
5

Ｂ：市民活動団体と企業及び行政機関等の相互の連携・協働に関する取組に関して、実現性のある提案があ

る。
3

Ｃ：市民活動団体と企業及び行政機関等の相互の連携・協働に関する取組に関して、提案はあるが実現性に

欠ける。
1

A：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体とをつなぐ取組に関して、効果的で実

現性のある優れた提案がある。
5

Ｂ：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体とをつなぐ取組に関して、実現性のある

提案がある。
3

Ｃ：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体とをつなぐ取組に関して、提案はあるが

実現に欠ける。
1

A：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田LABVプロジェクト合同会社等との連携・

協働した取組に関して、効果的で実現性のある優れた提案がある。
5

Ｂ：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田LABVプロジェクト合同会社等との連携・

協働した取組に関して、実現性のある提案がある。
3

Ｃ：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田LABVプロジェクト合同会社等との連携・

協働した取組に関して、提案はあるが実現性に欠ける。
1

A：具体的な根拠をもって、事業計画に基づき綿密に収支を分析し、積算している。 3

B：事業計画に基づき収支を分析し、積算をしており、安定的な運営に期待が持てる。 2

C：過大な収入を見込むことなく概ね適正な収支計画となっているが、収支の分析・積算に具体性を欠いている。 1

A：指定管理料の提示額（5年間合計）が 159,372,000円未満 3

B：指定管理料の提示額（5年間合計）が 159,372,000円以上177,080,000円未満 2

C：指定管理料の提示額（５年間合計）が 177,080,000円（市が示した参考額） 1

A：市民活動センターの賑わいの創出に向けた取組に関して、効果的で実現性のある優れた自主企画運営業務

の提案がある。
5

Ｂ：市民活動センターの賑わいの創出に向けた取組に関して、実現性のある自主企画運営業務が提案がある。 3

Ｃ：市民活動センターの賑わいの創出に向けた取組に関して、提案はあるが実現性に欠ける。 1

市民、市民活

動団体、公共

的団体、事業

者、市等多様

な団体等の相

互の連携及び

協創の促進

業務

〇業務仕様書　P6 (4)

①市民活動団体相互の連携促進

②志縁型コミュニティと地縁型コミュニ

ティの連携促進

③ＮＰＯ法人間の情報交換の機会

と場づくり

4-⑦市民活動団体の相互の連携・協働について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動団体の相互の連携・協働（市民活動団体相互の連携促進、志縁型コミュニティと地縁型コ

ミュニティの連携促進、ＮＰＯ法人間の情報交換の機会と場づくり　等）に関する提案の効果及び実現性について提出書

類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書　P6 (4)

④ 市民活動団体と企業等の社会貢

献活動の連携促進

⑤センターの利用、事業の企画及び

実施等について協議を行う「山陽小

野田市民活動センター運営協議会」

の設置及び運営

⑥市が行う施策や行事等への協力

4-⑧市民活動団体と企業及び行政機関等の相互の連携・協働について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動団体と企業及び行政機関等の相互の連携・協働（市民活動団体と企業等の社会貢献活

動の連携促進、「山陽小野田市民活動センター運営協議会」の設置及び運営、市が行う施策や行事等への協力　等）に関

する提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

●審査基準の要点：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田LABVプロジェクト合同会社等との

連携・協働した取組に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

５．施設の管理運営に係る経費の内容について（6点満点）

収支計画の妥当性

〇募集要項　P7

⑨　指定期間の収支計画書（年度ごと、全体）

⑩　指定期間の業務計画書（年度ごと、全体）

5-①収支計画の妥当性について（3点満点）

●審査基準の要点：収支計画が適正な算出に基づいて立てられており、事業計画書との整合性があるかを提出書類から判

断する。

ＬＡＢＶ事

業による新施

設に入居する

関係団体等と

連携・協働業

務

〇業務仕様書　P6 (5)

 ①  ＬＡＢＶ事業による新施設に

入居する関係団体等と市民活動団

体との中間支援

4-⑨ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体とをつなぐ取組について

（5点満点）

●審査基準の要点：ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体とをつなぐ取組に関する提案の効

果及び実現性について提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書　P6 (5)

　 ②　ＬＡＢＶ事業による新施設に

入居する関係団体等との連携促進

及び協働した事業の実施

4-⑩ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田LABVプロジェクト合同会社

等との連携・協働した取組について（5点満点）

自主企画運営業務

〇業務仕様書　P11

　(6) 自主企画運営業務

6-①市民活動センターの賑わいの創出に向けた自主企画運営業務について（5点満点）

●審査基準の要点：市民活動センターの賑わいの創出に向けた自主企画運営業務に関する提案の効果及び実現性につい

て提出書類、プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

指定管理料

〇募集要項　P8

（２）指定管理料

5-②指定管理料（税抜き）の提示額について（3点満点）

●審査基準の要点：指定管理料の提示額（5年間合計）で区別する。

６ ．自主企画運営業務に係る効果的な取組について（5点満点）



配点
アクティオ

（株）
A社審査項目 選定基準

A：総括責任者や市民活動にかかるコミュニケーター、事務従事者及び維持管理従事者の配置が適正で、円滑

な運営を実現するための具体的な配置や勤務時間の提案がある。
3

B：総括責任者や市民活動にかかるコミュニケーター、事務従事者及び維持管理従事者の適正な配置の提案が

ある。
2

C：総括責任者や市民活動にかかるコミュニケーター、事務従事者及び維持管理従事者の配置の提案はあるが

配置があいまいで具体的な配置や勤務時間も記載されていない。
1

A：知識と経験を有した施設従事者の配置や研修計画等の内容について、効果的で実現性がある優れた提案

がある。
3

B：知識と経験を有した施設従事者の配置や研修計画等の内容について、実現性がある提案がある。 2

C：知識と経験を有した施設従事者の配置や研修計画等の内容について、提案はあるが実現性に欠ける。 1

A：緊急時の危機管理体制や事故に対する保険加入などの対応策について、市が示した仕様以上の提案があ

る。
3

B：緊急時の危機管理体制や事故に対する保険加入などの対応策について、市が示した仕様を満たしている。 2

C：緊急時の危機管理体制や事故に対する保険加入などの対応策について、市が示した仕様を満たしていない

部分がある。
1

A：備品等の維持管理の計画や方法が、市の示した仕様以上の管理体制である。 2

C：備品等の維持管理の計画や方法が、市の示した仕様を概ね満たしている。 1

A：地元市民の雇用及び発注時の市内業者の活用について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 3

B：地元市民の雇用及び発注時の市内業者の活用について実現性のある提案がある。 2

C：地元市民の雇用及び発注時の市内業者の活用について提案があるが実現性に欠ける。 1

７．施設の管理運営に係る組織体制について（14点満点）

●審査基準の要点：市民活動センター管理運営業務に関する知識と経験を有した施設従事者（市民の自発的又は自主

的に行う公益的な活動に関する知識を有し市民活動に関する相談に対応できる者、庶務・経理（ＮＰＯ法人の庶務・経

理・労務を含む。）の知識と経験を持つ者、パソコン等を活用したデータ編集やウェブサイトの開設、ＩＣＴの活用に関する技

術的な相談に応じられる者　等）の配置及び研修体制・研修計画等に関する提案の効果及び実現性について提出書類、プ

レゼン及びヒアリングから総合的に判断する。

〇業務仕様書

  P7、P8 (5) その他

  P11 (5) 危機管理に関する業務

7-③緊急時の危機管理体制について（3点満点）

●審査基準の要点：災害・事故又は事件等の不測の事態が起こった場合など、緊急時の危機管理体制や対応について及び

事故に対応できる保険加入などの対応策に関する提案が、仕様書に示した基準に照らして適正であるかを提出書類から総合

的に判断する。

管理運営体

制・人材育成

〇業務仕様書　P7、P８

(1) 総括責任者（施設長）につい

て

(2) 市民活動にかかるコミュニケー

ター・事務従事者について

7-①総括責任者や市民活動にかかるコミュニケーター、事務従事者及び維持管理従事者など人員配

置について（3点満点）

●審査基準の要点：総括責任者や市民活動にかかるコミュニケーター、事務従事者及び維持管理従事者が業務に支障なく

対応できる人員配置となっているか提出書類から判断する。

〇業務仕様書　P7、P8

　(2) 市民活動にかかるコミュニケー

ター・事務従事者について

　(3) 従事者の心得

　(4) 従事者についての留意事項

　(5）その他

7-②知識と経験を有した施設従事者の配置、研修体制、研修計画等について（3点満点）

合

計

維持管理

〇業務仕様書　P12

　　　(7) 維持管理業務、別表第２

7-④備品等の維持管理について（2点満点）

●審査基準の要点：備品等の管理の計画や方法が、仕様書に示した基準に照らして適正であるか提出書類から判断する。

地域活用

〇業務仕様書

　P2（12）地元市民の雇用や市内業者の利用に

努めること。

　P7　8（2）

④事務従事者は地元市民からの雇用を優先するこ

と。

7-⑤地元市民の雇用及び発注時の市内業者の活用について（3点満点）

　

●審査基準の要点：地元市民の雇用及び発注時の市内業者の活用に関する提案の効果及び実現性について提出書類、

プレゼン及びヒアリングから総合的に判断する。
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【参考資料】  

・別紙１「山陽小野田市民活動センター条例」  

・別紙２「山陽小野田市民活動センター条例施行規則」  

・別紙３「配置図」  

・別紙４「山陽小野田市市民活動登録団体一覧」（R5.8 月末時点）  

・別紙５「選定基準」  

 

【様式】  

・様式第１号「指定管理者指定申請書」  

・様式第２号「事業計画書」  

・様式第３号「応募資格に関する調査に同意する書類」  

・様式第４号「共同事業体協定書兼委任状」  

・様式第５号「共同事業体体制一覧」  

・様式第６号「質問票」  

・様式第７号「事前説明会参加申込書」  
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１ 対象施設の概要  

(1) 名称 

   山陽小野田市民活動センター  

 (2) 所在地  

   山陽小野田市中央二丁目３番１号  

 (3) 施設の設置目的  

   心豊かで住みよい持続可能な地域社会の実現を目指し、市民が主体

的に地域課題を解決する活動を支援又は促進することを目的とした

施設です。 

 (4) 施設規模及び施設の主な内容  

   ①建築年度   令和６年３月竣工予定  

   ②建築構造   ＲＣ造５Ｆ棟、Ｓ造３Ｆ棟の２棟建て  

   ③市民活動センター施設面積   ６４７ .４６㎡  

     （建物総面積  １，８２７．１８㎡）  

   ④施設の内容  

１Ｆ  事務室          ５５．２４㎡  

         休憩室          １３．６８㎡ 

         交流ホール         １００．４０㎡  

会議室２         ６２．７１㎡  

         会議室３         ６１．７１㎡  

会議室４        ３３．６１㎡  

会議室５        ３５．７０㎡  

     ２Ｆ  会議室１Ａ、１Ｂ   ２５４．６８㎡  

         会議室用備品倉庫    ３０．８３㎡  

 

２ 応募資格 

  次の要件を満たす法人その他の団体又は複数の法人等が共同する共

同体（以下「団体等」という。法人格は不要。ただし個人は除く。）で
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指定期間中、安全かつ円滑に施設の管理運営を行うことができるもの。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

(2) 市から指名停止措置を受けていないこと。  

(3) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続、民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手続又は会社法（平成１

７年法律第８６号）に基づく特別清算の開始の申立てを受けていない

こと、若しくは自ら申立てを行っていないこと、又はこれらの手続を

行っていないこと。  

(4) 国税及び地方税を滞納していないこと。  

(5) 山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８

号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当してい

ないこと。  

(6) 共同体においては、その構成員のいずれもが、この公募において他

の共同体の構成員又は他の申請者でないこと。  

 

３ 指定管理者が行う管理の基準  

(1) 関係法令及び例規の規定を順守すること。  

(2) 備品等の維持管理を適切に行うこと。  

(3) 施設管理に係る情報は市に準じた開示を行うこと。  

(4) 業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り

扱うこと。  

 ※管理の基準に関する詳細事項は、協議の上、協定で定めます。  

 

４ 指定管理者の業務等  

①市民活動に関する情報収集及び提供に関すること。  

②市民活動に関する人材育成及び研修に関すること。  

③市民活動に関する活動の支援及び相談に関すること。  
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④市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な主体の相互

の連携及び協創の促進に関すること。   

⑤市民活動センターの施設及び附属設備等の提供に関すること。（使

用許可に関する業務を含む。）  

⑥市民活動センターの維持管理に関すること。  

⑦前各号に掲げるもののほか、市民活動の支援及びセンターの運営に

必要な事業に関すること。  

※詳細については、別に定める「山陽小野田市民活動センター指定管理

業務仕様書」に従い、実施するものとします。  

 

５ 開館準備の業務等  

  指定管理の決定を受けた者は、「山陽小野田市民活動センター指

定管理業務仕様書」に基づき、開館までに次の①～③に掲げる業務

を実施します。なお、申請者にて追加的に必要と考える業務がある

場合、業務内容の追加提案ができます。その場合、指定管理の決定

を受けた者との協議の上、仕様書に必要事項の追記等を行います。 

  指 定 管 理 の 決 定 を 受 け た 者 が 行 う 業 務 に 要 す る 人 件 費 や 事 務 費

等は開業準備委託費として市が支払います。委託料については、指

定管理の決定を受けた者の提案事項とします。（指定管理料とは別

途協議します。）  

  契約手続きは、市の契約に関する諸規定に基づき、指定管理業務

とは別に行います。  

  ①  先行予約の受付業務  

  ②  広報業務  

  ③  パンフレット案作成業務  
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６ 事業の期間 

 (1) 指定管理者の指定期間  

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日までの５年間とします。 

  ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取

り消すことがあります。  

 (2) 開館準備業務の期間  

  開館準備業務の契約期間は、センターの開館日前日以前の概ね２か月

間としますが、申請者の中から追加的に業務が提案された場合、提案内

容に応じて契約期間を２か月以上とする場合もあります。ただし、施設

内での準備が可能となるのは令和６年３月中旬以降となる見込みです。 

 

７ 提出書類 

  申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。共同体

においては、(3)～(6)の書類は、すべての構成員分を提出してください。

なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがありま

す。 

(1) 指定管理者指定申請書（様式第１号）  

(2) 事業計画書（様式第２号）  

   仕様書及び利用料金並びに指定管理料に基づいて事業計画を策定

してください。  

  ① 基本的事項  

  ② 利用者対応・サービス向上について  

③ 施設の効果的な運営について  

④ 市民活動促進業務の効果的な取組について  

⑤ 自主企画運営業務にかかる効果的な取組について  

⑥ 施設の管理運営に係る組織体制について  

⑦ 応募理由、自己ＰＲ  

⑧ 指定管理料  
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  ⑨ 指定期間の収支計画書（年度ごと、全体）  

⑩ 指定期間の業務計画書（年度ごと、全体）  

  ⑪ その他必要事項  

(3) 応募の資格及び要件に関する書類  

  ① 法人等概要書（登記事項証明書、直近２か年度の事業及び決算報

告書、役員名簿等）  

  ② 団体等の構成員名簿等、状況がわかるもの（非法人の場合）  

  ③ 国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類  

④ 応募資格に関する調査に同意する書類（様式第３号）  

(4) 団体等の定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書

類 

(5) 過去に指定管理者の指定を受けたことがある団体等は、その実績が

わかる書類  

(6) 共同事業体協定書兼委任状（様式第４号）  

※共同事業体で参加する場合のみ提出  

(7) 共同事業体体制一覧（様式第５号）  

※共同事業体で参加する場合のみ提出  

 

 ※申請に当たって提出していただく書類は、原則として山陽小野田市情

報公開条例による情報公開の対象となります。（ただし、山陽小野田

市情報公開条例第９条各号に定める非公開情報に該当するものを除

く。）  

 

８ 利用料金及び指定管理料 

(1) 利用料金  

  ① この施設は利用料金制度を採用します。指定管理者は、利用料金

等を自らの収入として収受し、施設の管理運営に要する経費に充て

るものとします。  



- 8 - 

 

  ② 利用料金の額及び減額又は免除については、山陽小野田市民活動

センター条例によるものとします。  

 

(2) 指定管理料  

  ① 利用料金収入のほかに、施設の管理運営に要する経費に充てるた

め、市は指定管理者に対し、指定期間中に次の金額を限度として指

定管理料を支払います。  

指定管理料の上限額は次の金額とします。応募において指定管理  

料が上限額を上回ることのないようにしてください。  

各年度（単年度）分  

３５，４１６，０００円（税抜）  

別に消費税及び地方消費税の額を加算

します。  

５ヵ年合計  

１７７，０８０，０００円（税抜）  

別に消費税及び地方消費税の額を加算

します。  

② 指定管理料の額は、指定管理者の業務にかかる経費の支出見込み

額から利用料金等の収入見込み額を差し引いた額とし、公募の際に

指定管理者から提案のあった金額を基に、市と指定管理者の二者で

締結する協定において定めます。  

③ 指定管理料は、災害の発生など特別な場合を除き、原則として変

更はしません。  

    また、指定管理者の経営努力により、生じた利益については、原

則として指定管理者の利益とします。  

    なお、この指定管理料には人件費、維持管理費、事務費等は含ま

れていますが、自主企画事業に係る経費等は含まれていません。  
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(3) 公租公課の取扱い  

   指定管理者については、法人市民税、事業所税等の納税義務を

負う場合があります。市税については市税務課、県税については

県税事務所、国税においては税務署にお問合せください。  

 

９ 質問事項の受付  

  募集要項及び仕様書等に関する質問を次のとおり受け付けます。  

(1) 受付期間  令和５年１０月２日（月）から１０月１７日（火）まで  

(2) 受付方法 質問票（様式第６号）に記入の上、市民活動推進課にフ

ァックス又は電子メールで提出してください。必ず、着信

確認を行ってください。  

(3) 回答方法  受け付けした質問に対する回答については、令和５

年１０月２０日（金）までに、市ホームページにて公

開します。  

 

１０ 事前説明会の実施  

  事前説明会を、次により開催します。参加を希望される場合は、事前

説明会申込書（様式第７号）を令和５年１０月１０日（火）１７時まで

に提出してください。  

(1) 開催日時  令和５年１０月１２日 (木 ) １４時から１時間３０分程度  

(2) 開催場所  山陽小野田市須恵地域交流センター  交流室  

(3) 留意事項  

  ・事前説明会への参加は希望者のみであり、応募要件ではありま

せん。  

  ・募集要項等の配付は行いませんので、各自持参してください。 

 

１１ 申請書の提出先、提出方法及び提出期間  

(1) 提出先  山陽小野田市市民活動推進課（市役所本庁舎２階）  
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  〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目１番１号  

   電話 0836-82-1134（直通）   ファックス  0836-84-6937 

(2) 提出方法   

   書留郵便又は持参  

※電子メール、ファックスでの提出は認めません。  

(3) 提出期間 令和５年１０月２日（月）から１１月１５日（水）まで

の日（市の休日を除く。）の８時３０分から１７時１５分

までとします。  

※郵送の場合、最終日の１７時１５分までに必着とし、提出期限を

過ぎた書類は受理しません。ただし、遅延が申請者の瑕疵による

ものでなく、またそれを証明でき、かつ市がその理由を認めた場

合のみ受理します。  

(4) 提出部数  正本１部及び副本８部  

(5) 留意事項  

・受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

・申請書類にページを付記してください。  

・提出書類の作成に用いる言語は日本語、単位は計量法（平成４

年５月２０日号外法律第５１号）に定めるものとし、通貨は日

本円としてください。  

 

１２ 選定方法  

  指定管理者選定委員会において、各委員が選定基準に沿って、それぞ

れ審査した評点の合計（１００点満点）が最も高い申請者を指定管理者

候補者として選定します。  

 ※選定委員会で審査した結果、施設の管理運営を行うに適当と認められ

る者がいないと判断された場合は、改めて指定管理者の募集を行いま

す。  
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 【選定基準】※詳細は、別紙５「選定基準」参照  

①  安定的な運営が可能となる基盤について（配点６点）  

②  利用者対応・サービス向上策等について（配点９点）  

③  施設の効果的な運営について（配点１０点）  

④  市民活動促進業務の効果的な取組について（配点５０点）  

⑤  施設の管理運営に係る経費の内容について（配点６点）  

⑥  自主企画運営業務に係る効果的な取組について（配点５点）  

⑦  施設の管理運営に係る組織体制について（配点１４点）  

 

１３ 申請に要する経費  

 申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。  

 

１４ 無効又は失効  

 以下の事項に該当する場合は、無効又は失効となることがあります。  

(1) 申請書の提出先、提出方法、提出期限が守られなかったとき  

(2) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの  

(3) 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの  

(4) 虚偽の内容が記載されているもの  

(5) 申請者による指定管理料提案金額が、本募集要項にて提示した上限

額を超えているとき 

(6) その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不適当と

認められるもの  

 

１５ 選定委員会  

  令和５年１１月２１日（火曜日）（予定） 

  当日は申請者によるプレゼンテーションを行っていただきます。  

  時間、場所、プレゼンテーション方法等については、申請書類の提出

後、事前に連絡します。※都合により日程を変更する場合があります。  



- 12 - 

 

１６ 選定結果 

  結果については、各申請者に書面で通知します。  

 

１７ 指定管理者の決定及び指定管理料  

(1) 指定管理者は、令和５年１２月山陽小野田市議会の議決を経て決定

（指定）されます。なお、議決が得られなかったときは、市は指定管

理者の指定を行いません。この場合において、市及び指定管理者候補

者は、互いの相手方に損害賠償の請求等を行わないものとします。  

(2) 議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の

指定管理料は令和６年度予算額以内となりますので、申請時に提出の

あった指定管理料の提案価格を下回る場合があります。  

(3) 協定等の解釈に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合

については、市と指定管理者とが誠意をもって協議するものとします。 

(4) 指定管理者の決定後に辞退する場合は、辞退により生じた市が受け

る損害の全部又は一部について、指定管理者が賠償するものとします。 

 

１８ その他 

(1) 募集要項等に変更、追加等があった場合は、速やかに市ホームペー

ジにて公開します。  

(2) 規定の様式は別添のとおりです。  

(3) 提出書類は返却しません。  

(4) 提出された書類は、選定協議の目的で使用する場合に限り複写しま

す。 

(5) 指定管理者候補者に選定された場合、申請者固有のノウハウなど外

部への報告に適さない情報を除いた「提案概要書」を、選定後速やか

に提出していただき、本資料を使用して議会等への報告を行うことで、

著作権及び知的財産等の取扱いに留意します。また、提案概要書の内

容は、指定管理者選定委員会、山陽小野田市議会、報道機関への情報
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提供及び市の広報媒体での掲載のために無償で使用することができる

ものとします。なお、申請者が、提出書類の内容に固有のノウハウな

ど外部への報告に適さない情報が含まれていないと判断する場合、提

案概要書の提出を省略することができます。  

 (6) 市から提供された募集要項、関連資料等は、本募集に係る書類作成

のために利用する以外は利用を認めません。  

(7) 市は、天変地異、政策変更等、やむを得ない事情がある場合は、本

募集を凍結し、又は中止する場合があります。  
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１ 趣旨 

この仕様書は、山陽小野田市民活動センター条例（令和５年条例第１６号）

及び山陽小野田市民活動センター条例施行規則（令和５年規則第３８号）に定

めるほか、指定管理者が行う業務の詳細について定める。 

 

２ 事業目的 

山陽小野田市民活動センター（以下「センター」という。）は、心豊かで住

みよい持続可能な地域社会の実現を目指し、市民が主体的に地域課題を解決

する活動を支援又は促進することを設置目的としている。 

このセンターに、指定管理者制度による民間活力を導入し、民間事業者の

ノウハウ等を運営に反映させることにより、多様な主体が、それぞれが持つ

ノウハウ、資源、ネットワークを持ち寄り、地域の課題解決に向け、対等な

立場で協力して共に働くことで「未来の山陽小野田市」のための新しい価値

を創出する協創によるまちづくり（別添資料「協創によるまちづくり」推進

指針（令和３年３月））を推進する。 

 

３ 管理運営に関する基本的な考え方 

次の考え方に基づき、センターを運営すること。 

(1) センターの事業目的に則した魅力ある事業を実施し、「協創の場」づくり

（別添資料「協創によるまちづくり」推進指針参照）の促進に向け最大限努

力すること。 

(2) ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と連携し、ＬＡＢＶ事業

の目的である賑わいの創出に努めること。 

(3) 利用者の平等な利用を確保し、正当な理由がない限りセンターの利用を拒

まないこと。 

(4) 利用者の安全な利用を確保し、災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底す

ること。 

(5) センターの利用促進を積極的に図るとともに、サービスの向上に努め、円

滑かつ適切な管理運営を行うこと。 

(6) 利用者の意見や要望等を管理運営に反映させる努力をすること。 

(7) 効率的な運営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に努め、運営

費の縮減に努めること。 
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(8) センター管理運営に係る情報は、山陽小野田市（以下「市」という。）に

準じた開示を行うこと。 

(9) 個人情報の保護を徹底すること。 

(10) 障がい者への合理的配慮に留意すること。 

(11) 指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただ

し、一部の業務を第三者に委託する場合は市の承認を得ること。 

（12）地元市民の雇用や市内業者の利用に努めること。 

 

４ 法令の遵守 

  センターの管理運営に当たっては、本仕様書のほか、条例等関係法令及び別

に定める協定書等を遵守し、センターの事業目的に沿って管理運営を行うこ

と。 

※主要な関係法令等 

(1) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

(2) 山陽小野田市民活動センター条例（令和５年条例第１６号） 

(3) 山陽小野田市民活動センター条例施行規則（令和５年規則第３８号） 

(4) 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

(5) 山陽小野田市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第２３号） 

(6) 山陽小野田市情報公開条例（平成１７年条例第８号） 

(7) 山陽小野田市財務規則（平成１７年規則第５２号） 

(8) 山陽小野田市指定管理者指定手続条例（平成１７年条例第２２６号） 

(9) 山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号） 

(10) 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律第 

１３７号）及びその他労働関係法令 

 なお、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

５ 施設概要 

(1) 所 在 地  山陽小野田市中央二丁目３番１号 

(2) 設 置 日  令和６年４月１日 

(3) 施設面積  市民活動センター施設面積 ６４７.４６㎡ 

        （建物総面積 １，８２７．１８㎡） 

(4) 施設内容  別表第１「指定管理者が管理する施設内容」のとおり 
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６ 施設管理に関する基準 

(1) 使用期間及び使用時間 

   山陽小野田市民活動センター条例施行規則第２条のとおり、使用期間は１

月４日から１２月２８日までとし、使用時間は午前９時から午後９時までと

する。 

※指定管理者が特に必要があると認めるときは、市の承認を得て変更する

ことができる。 

※災害等により臨時休館する場合は、事前に市と協議し告知すること。 

(2) 利用料金 

① 山陽小野田市民活動センター条例別表（第７条関係）の範囲内で、あら

かじめ市長の承認を得て利用料金を定め、徴収すること。利用料金を変更

しようとするときも同様とする。 

② 施設及び設備の利用料金の減額又は免除の決定は、山陽小野田市民活動

センター条例施行規則第９条の規定に基づいて行うこと。 

③ 新たに減免の基準を設ける場合は、事前に市と協議し承認を得なければ

ならない。 

(3) 利用料金の徴収事務 

  取扱時間：上記(1)使用期間及び使用時間に記載のとおり 

① 指定管理者が定める利用料金を徴収すること。 

 ② 使用許可書を交付すること。 

 ③ 利用料金の取扱いについては、指定管理者の定めるところによる。 

(4) 使用の制限 

  ① 指定管理者は、市長が必要と認める場合を除き、センターをその事業目

的以外に使用しないこと。 

  ② 市長の承認なしに、施設の備品等を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借

権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定しないこと。 

  ③ 次に該当する場合は、センターの使用を許可しないこと。 

 ア 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

   例示：暴力団の構成員等他人に不快感を与えるおそれがある者 

      騒音の発生、暴力行為等他人に迷惑な行動をする者 

   イ 施設又は備品等を損傷し、若しくは滅失するおそれがあると認めると

き。 

 ウ センターの管理上支障があると認められるとき。 
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    例示：感染性疾患にり患している者 

       指定管理者の許可なく物品の販売又は宣伝広告を行う者 

 エ その他利用上不適当と認めるとき。 

(5) 施設の使用許可 

   指定管理者は、施設の使用の許可権を有する者として、使用内容がセンタ

ーの事業目的に沿ったものであることを確認するとともに、使用の公正公平

を確保すること。 

① 利用者等の受付を行うこと。 

② 施設の使用許可及び利用料金の徴収をすること。 

③ 施設の使用方法を説明すること。 

 

７ 市民活動促進に関する基準 

センターは、心豊かで住みよい持続可能な地域社会の実現を目指し、市民が

主体的に地域課題を解決する活動を支援又は促進していくため、次に掲げる業

務をそれぞれに示す基準に基づき、収益を伴わない業務で自らの提案により事

業目的、各種法令、例規等を満たす範囲において実施するものであって、指定

管理料の範囲内で行うものとする。なお、「市民活動に関する情報収集及び提

供業務」、「市民活動に関する人材育成及び研修業務」、「市民活動に関する活動

の支援・相談業務」、「市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な

団体等の相互の連携及び協創の促進業務」の４つの業務と「ＬＡＢＶ事業によ

る新施設に入居する関係団体等と連携・協働業務」及び「施設利用業務」は、

相互に密接に関連することから、各業務が繋がりをもった事業を展開し、好循

環を生み出していくよう努めること。（当業務における対象はスマイルプラン

ナー（山陽小野田市スマイルプランナーの設置及び運用に関する要綱）を含む

ものとする。） 
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(1) 市民活動に関する情報収集及び提供業務 

市民活動に関する啓発をするとともに市民活動の情報を収集し、広く市民に

提供する。また、市民活動支援に関わる各種情報など行政機関、企業などから

情報を収集し、これらの情報を市民活動団体など多くの主体に提供する。 

①  市民活動に関する情報の収集・提供 

② 新たな市民活動団体の調査・発掘 

③ 市民活動団体のデータベースの作成・管理及び活用 

④  市民活動支援情報（助成制度など）の収集・提供 

⑤  市民活動センター広報紙の発行 

⑥ 専用ホームページの開設・運営 

⑦  市民活動関連の書籍・雑誌等の配架 

(2) 市民活動に関する人材育成及び研修業務 

市民活動を行うためのきっかけづくりや市民活動の担い手のレベルアップ

のための研修を実施する。 

① 市民活動に関心のある人を対象とした学習機会の提供 

② 市民活動に取り組む人材の発掘及び市民活動への誘導 

③ 市民活動団体運営に関する学習機会の提供 

④ 各種機関が運営する市民活動に関わる学習機会の情報収集及び提供 
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(3) 市民活動に関する活動の支援・相談業務 

市民からの市民活動団体などへの参加に関する相談から、市民活動団体に

おける日常の運営やその立上げに関する相談など、分野を超えて市民活動に

関する相談に応じる。 

①  市民活動を始めたい市民と市民及び市民と市民活動団体とのマッチング 

② 地域課題に合わせた各分野の市民活動団体の立ち上げの促進 

③ 市民活動団体数の増加 

④ 市民活動団体の運営等の相談対応 

⑤ 市民活動団体の立ち上げに係る相談対応 

⑥  新たな市民活動団体立ち上げに向けた支援 

⑦ 市民活動団体の法人格取得に係る相談対応 

⑧ 企業等の社会貢献活動に係る相談対応 

⑨  市民活動団体に係る補助・助成事業金の手続の支援 

(4) 市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な団体等の相互の連

携及び協創の促進業務 

市民活動団体同士、市民活動団体と企業及び行政等の相互の交流の機会を

構築し、新しい価値を創出する「協創の場」づくりを促進する。 

①  市民活動団体相互の連携促進 

② 志縁型コミュニティと地縁型コミュニティの連携促進 

③ ＮＰＯ法人間の情報交換の機会と場づくり 

④  市民活動団体と企業等の社会貢献活動の連携促進 

⑤ センターの利用、事業の企画及び実施等について協議を行う「山陽小野

田市民活動センター運営協議会」の設置及び運営 

⑥ 市が行う施策や行事等への協力 

⑦ 福祉ボランティア推進関係機関との連携 

(5) ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等との連携・協働業務 

ＬＡＢＶ事業による新施設による賑わいの創出に向け、産業、金融、大

学、公共的団体などと市民及び市民活動団体等との連携・協働にかかる支援

をすること。 

①  ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体との中

間支援 

② ＬＡＢＶ事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田ＬＡＢＶ

プロジェクト合同会社等との連携促進及び協働した事業の実施 
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８ 管理運営に必要な体制づくり 

指定管理者は、センターの管理運営業務を実施するに当たり、利用者へのサー

ビスの向上及び安全確保を図り、業務に支障なく対応できる人員を配置すると

ともに、センターの管理又は運営に必要な技能を有する従事者を適正数確保す

ること。また、市担当職員との連絡を密にし、速やかに事務処理を行うこと。 

(1) 総括責任者（施設長）について 

管理運営業務全般の責任者として、総括責任者（施設長）を置くこと。 

(2) 市民活動にかかるコミュニケーター・事務従事者について 

① 市民の自発的又は自主的に行う公益的な活動に関する知識を有し、市民

活動に関する相談に対応できる者を置くこと。 

② 庶務・経理（ＮＰＯ法人の庶務・経理・労務を含む。）の知識と経験を持

つ者を置くこと。 

③ 市民活動団体等に対し、パソコン等を活用したデータ編集やウェブサイト

の開設、ＩＣＴの活用に関する技術的な相談に応じられる者を置くこと。 

④ 事務従事者は地元市民からの雇用を優先すること。 

(3) 従事者の心得 

① 穏やかな物腰、言葉遣いで利用者に印象良く対応すること。 

② 利用者の安全に配慮し、事故が起こったときは迅速に対応すること。 

③ センターに対する問い合わせに適切に対応できる知識の習得等自己研鑽

に努めること。 

(4) 従事者についての留意事項 

① 従事者の名簿を市に提出すること。従事者に異動があった場合も同様と

する。 

② 従事者の勤務体制は、センターの管理運営に支障が生じないよう配慮

し、従事者が負傷、疾病その他の理由によりセンターの管理運営に支障が

生じる場合は、速やかに交代要員を確保すること。 

③ 従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し、適

切に行うこと。 

④ 従事者の資質を高めるため、センターの管理運営に必要な知識及び技術

を習得させる研修等の実施に努めること。 

⑤ 服務規律について、従事者に十分に教育を行うこと。 

(5）その他 

センターは、多数の利用者が想定され、緊急事態が発生した際には速やかに
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適切な処置をしていくことが重要であることから、次の認定要件を満たす体制

を速やかに整えること。 

① 普通救命講習又はその他の応急救護講習の修了者を、全従業員の５０％ 

以上確保していること。 

  ② 年１回以上、救急訓練を実施していること。 

 

９ 業務概要 

 (1) 市民活動促進業務  

※詳細は「７ 市民活動促進に関する基準」を参照のこと。 

①  市民活動に関する情報収集及び提供に関すること。 

② 市民活動に関する人材育成及び研修に関すること。 

③ 市民活動に関する活動の支援及び相談に関すること。 

④ 市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な団体等の相互の

連携及び協創の促進に関すること。 

⑤ ＬＡＢＶ事業の目的である賑わいの創出に向けた、ＬＡＢＶ事業による

新施設に入居する関係団体等との連携に関すること。 

 (2) 施設利用業務 

  ① 利用調整業務 

ア 大規模な行事について、利用年度の前年度にあらかじめ利用者から利

用希望計画表を提出させた上で利用者調整会議を開催し、年間利用調整

を行うこと。 

イ 窓口、メール、ファックス等による予約の受付を行うこと。 

ウ 大会、イベント等による占用使用の場合は、主催者と事前に使用する

施設及びその範囲、使用備品、使用時間、留意事項について打合せを行

うこと。 

② 案内業務 

ア センター全体に関する利用者からの問い合わせに対する案内を行うこ

と。 

イ 問い合わせの内容については、各業務担当者間で確実に共有するこ 

と。 

ウ 指定管理者は、利用者の目につきやすい場所に、デジタルサイネージ 

等を活用し、施設の利用状況及びイベント等の開催状況の情報をわかり 

やすく表示すること。 
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   エ 指定管理者は、イベント等の中止や一部施設の利用中止及び休館等の 

情報の告知について、利用者の目につきやすい場所及びホームページ等 

において時期や期間を含め適切に行い、トラブル等が起こらないように 

すること。 

   オ 指定管理者は、イベント開催等、混雑時において、混乱を招かないよ 

う適切な人員配置及び対応を行うこと。 

③ 有料施設及び備品等の貸出し業務 

  センターの運営方法等を考慮した上で、利用者が利用しやすい受付方法に

より行うこと。また、ホームページにおいて、貸会議室の申込方法、空き情

報、イベント等の情報、参加申し込み案内などを提供することにより、利用

者の利便性を高めること。 

ア 利用者からの申込みに対する受付、使用の許可、利用料金の徴収・減

免・返還 

イ 使用の不許可、許可の取消し、利用方法の制限、利用の停止等 

ウ 利用方法の説明・指導 

エ 許可又は不許可に疑義が生じた場合は市と協議すること。 

④ 施設巡視業務 

施設内を巡視し利用者の利用状況を確認するとともに、安全管理上問題

がある場合は、利用者に指導又は協力の要請を行うこと。 

⑤ 要望、苦情等への対応 

  センターに関する要望又は苦情に対しては、誠意をもって対応し、その

内容及び講じた措置を記録し、必要に応じて市へ報告すること。 

(3) 利用促進業務 

① 宣伝広報業務 

ア 専用ホームページの開設、管理、更新及び公式ＳＮＳの運用 

  サーバーは指定管理者において確保すること。また、指定管理者は、情 

報システムのメンテナンスを適切に行い、セキュリティの確保及び情報 

漏洩の防止を徹底すること。 

 ※センターのホームページは、市のホームページとリンクさせること。 

イ 提案事業の開催に係るポスターやチラシ等の作成 

ウ マスメディア及び市広報への積極的な情報提供 

エ その他指定管理者が必要と認める宣伝広報業務 
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② 利用者ニーズの把握 

利用者の意見や要望などを適切に把握するため、利用者アンケート等を適

宜実施し、管理運営に反映させること。 

(4) 施設運営業務 

① 事業に関する報告業務 

  事業計画書、業務報告書、その他市が提出を求める書類等は、それぞれの

期限までに作成し、提出すること。 

ア 自主企画事業を含める年間事業予定書を事業年度開始１か月前までに

市に提出すること。 

イ 業務報告は、月次業務報告とし、毎月終了後 10 日以内に市に提出する

こと。また、業務の記録は常時閲覧が可能なように保管すること。なお、

市は必要があると認めるときは、業務の記録又はそれに関連する事項につ

いて、指定管理者に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。 

ウ 各事業年度の報告書は、事業年度終了後２か月以内に市に提出すること。

また、市は必要があると認めるときは、各事業年度の業務報告の内容又は

それに関連する事項について、指定管理者に対して報告又は口頭による説

明を求めることができる。 

エ 各事業年度の業務報告書に記載すべき事項 

 ㋐ 管理運営業務の実施状況に関する事項 

 ㋑ センターの利用状況に関する事項 

 ㋒ 施設の使用料又は利用料金の状況 

 ㋓ 管理運営経費等の収支状況 

 ㋔ セルフモニタリングの結果 

 ㋕ その他市が必要と認める事項 

オ その他 

  市は必要に応じて求める報告、実地調査、指示への的確な対応を行うこ

と。 

② 環境衛生に関する業務 

  常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び定期清掃など

施設及び備品の維持管理を適切に行うこと。 

③ 経理に関する業務 

指定管理に係る業務の収入及び支出は、指定管理者が行っている他の事業

と区別し、明確にすること。 
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公共料金、物品購入、役務の対価の支払等、センターの管理運営に要する

経費の支払いは適切に行うこと。 

 ア 収入・支出に関する業務 

 イ 経理業務 

④ 決算報告 

指定管理者は、毎事業年度終了後２か月以内に、団体の決算書及び関係書

類を市に提出すること。 

⑤ その他 

この仕様書に定めていない事項であって、管理が必要とされる場合に実施

する業務 

(5) 危機管理に関する業務 

① 自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者や発生源になった場合等のあ

らゆる緊急事態、非常事態、不測の事態があった場合は、遅滞なく適切な措

置を講じた上、市をはじめ関係機関に通報すること。 

ア 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機関

（警察署、消防署等）への通報を行うこと。 

イ 停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

ウ その他利用者に対する対応に万全を期すること。 

エ 状況及び対応内容等を速やかに市へ報告すること。 

② 災害に備え、事前に予防対策を講じること。 

ア 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の対応

について随時訓練を行うこと。 

イ 監督官庁から指摘があった場合は、直ちに改善すること。 

③ センター内を随時巡回し、事故等の未然防止や施設の不備の発見に努める 

こと。 

④ 自主企画事業における万一の事故に備えて、適切な保険等に加入するなど 

の措置を講じること。 

⑤ 指定管理者は、事故発生時に備え、応急処置の方法や医療機関への連絡が 

円滑に行うことができる体制を堅持すること。 

(6) 自主企画運営業務 

① 指定管理者は、センターの賑わいの創出に向け、積極的に自主企画事業を

企画及び実施するものとする。 

② 自主企画事業の実施により得た収益は指定管理者の収入とするが、自主企
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画事業に要する経費に市が支払う指定管理料を充てることはできない。 

③ 自主企画事業の実施に伴う一切の責任を指定管理者が負うものとする。 

④ 自主企画事業の実施に当たっては、市と協議の上、必要な許可手続等を経

て実施し、報告すること。 

⑤ 経理区分については、指定管理業務に係る経費と自主企画事業に係る経理

を区分して整理すること。 

(7) 維持管理業務  

※詳細は別表第２「維持管理業務の基準」を参照のこと。 

  ① 清掃業務 

    センター内の清掃 

  ② 日常点検業務 

    目視点検等による備品等の日常点検 

  ③ 警備業務（機械） 

    不法侵入・火災等による緊急連絡対応 

    ※センター内（事務室、休憩室、交流ホール）は以下の仕様にて機械警備 

     を実施予定であるため、指定管理期間中は継続すること。 

   警備委託会社：セコム株式会社 

   システム名 ：ＡＺ 

   提供サービス：防犯サービス、非常通報サービス、設備防御サービス 

   警備時間  ：２４時間対応 

④ 警備業務（人的） 

    施設の安全確認（施錠・火気）、緊急用務対応、センター内の巡回等によ

る危険箇所、不審者及び不審物の確認とその対応 

  ⑤ 小修繕業務 

    備品等の破損、損壊、経年劣化等について、修繕方法の検討、修繕の実

施、修繕内容のデータ保存 

  ⑥ 備品管理業務 

    備品等の貸出、センター内の備品の適切な状態での保持・管理 

  ⑦ 施設管理業務 

    施設の貸出、施設のマスターキーの厳重管理、施設の開錠及び施錠、空調

システムの管理 

  ⑧ その他 

    この仕様書に定めていない事項であって、管理が必要とされる場合にお 
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いて実施する業務 

 (8) 遺失物の管理に関する業務 

   指定管理者は、拾得物、遺失物については、記録簿作成の上、関係法令等に 

  基づき適切に対応すること。 

 

１０ 指定管理者の収入と支出 

 (1) 収入 

  ① 指定管理料 

  ② 利用料金 

  ③ 自主事業による収入 

 (2) 支出 

  ① 人件費（従業員の給料、交通費等） 

  ② 業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費、従業員の福利厚生費、消 

耗品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、リース料、手数料、 

機械警備負担金等） 

  ③ 事業費（広告、自主事業に係る経費） 

  ④ 保険料 

  ⑤ 修繕料 

  ⑥ 公租公課（事業所税等） 

  市民活動センターの入居に伴う家賃は、市が負担（支出）する。 

 

１１ 業務実施に関する留意事項 

指定管理者がセンターの管理運営に関し、規定、要領等を別に定める場合

は、あらかじめ市と協議して行うこと。なお、各種規定を定めない場合は、市

の諸規定に準じて業務を実施すること。 

 

１２ 情報の取扱いに関する留意事項 

(1) 個人情報の取扱い 

① 業務上知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び山陽小野

田市個人情報保護法施行条例により適正に取り扱うこと。指定管理者でな

くなった後も同様とする。 

② 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関す

る事項については、協定に定めるところにより遵守すること。 
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(2) 情報の公開 

公の施設の管理運営であることを十分に認識し、その管理運営の透明性を

高めるよう努めること。 

(3) 文書の管理 

① 管理運営に当たり作成し又は取得した文書等を適正に管理、保存するこ

と。 

② 管理運営に関する帳票及び経理関係書類を整備し、指定期間満了の日か

ら５年間保存すること。 

(4) 守秘義務 

   管理運営に際し、知り得た情報を第三者に漏らし、又は自己の利益のため

に使用してはならない。従事者及び指定管理期間満了後も同様とする。 

 

１３ 備品の帰属 

市が所有する備品を、指定管理者に無償で貸与する。指定管理期間中に指定

管理者が指定管理料で購入した備品は、市の所有とする。ただし、これにより

難い場合は、市の承認を得て指定管理者の所有物とすることができる。なお、

指定管理者が自らの費用で調達した備品は指定管理者の所有とする。 

 

１４ 指定管理者に対する監督 

(1) 監督 

市は、指定管理者による管理運営の適正を期するため、指定管理者に対

し、報告を求め、実地に調査し、又は指示することができる。 

(2) 指定の取消等 

① 指定管理者が倒産した場合、指定管理者の財務状況が著しく悪化した場

合又は指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった

場合は、市は指定を取り消すことができる。指定管理者は、これにより生

じた損害を市に賠償するものとする。 

② 指定管理者が市の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期

間を定めて管理運営業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。 

③ 天災その他の不可抗力により業務の継続が困難になった場合には、市と

協議すること。 

④ 前記③のほか、事業の継続が困難になった場合の対応については、双方

が誠意を持って協議し、決定する。 
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(3) 監査 

市の監査委員等が市の事務を監査する上で必要があると認めるときは、市

は帳簿書類その他の記録を提出させ、並びに監査委員会への出席を求め、及

び実地に調査することができる。 

 

１５ 事業実施状況の確認及び評価  

(1) モニタリング 

市は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービ

ス水準を確保するため、以下のとおりモニタリングを実施する。 

  ① 業務計画モニタリング 

    指定管理者から提出される次年度の業務計画書の内容について、仕様書 

等に記載された事項が満たされているかを確認します。計画の内容によっ 

ては、状況確認等を行います。 

  ② 業務報告モニタリング 

    年１回、自己評価を含む報告書を提出していただき、市は当該報告に基 

づき状況確認等を行います。 

  ③ 随時モニタリング 

    市は、指定管理者から毎月提出される月次報告書等を確認し、管理運営 

状況の把握を行うとともに、仕様書等に記載された事項の達成状況や収支 

状況によっては、必要に応じ、臨時に状況確認等を行います。   

④ セルフモニタリング 

    指定管理者は、自らの運営業務及び維持管理業務のサービス状況を維 

持・改善するようセルフモニタリングを実施すること。 

 セルフモニタリングの実施に当たっては、仕様書等に示す業務につい 

て、具体的な項目や指標の達成目標を設定し、業務が確実に遂行されてい

るか確認し、市に報告すること、セルフモニタリングの結果を踏まえ、課

題を確認した場合は、速やかな解決に努めること。 

(2) 是正措置等 

モニタリングの結果、指定管理者の業務が仕様書等を満たしていないと判

断したときは是正を求め、改善がみられないときは、市は、指定管理料の支

払いを停止し、若しくは支払額の減額をし、又は指定管理者の業務の停止や

指定を取り消すことがある。 
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１６ 管理運営業務に要する費用及び危険負担の範囲 

(1) 市が負担する範囲 

① 備品等の修繕・更新に要する経費のうち年間１０万円（消費税及び地方

消費税を含まない）を超える部分の経費 

② 業務内容の変更に要する経費 

(2) 指定管理者が負担する範囲 

① 管理運営業務に関し、当初の予算以上の費用 

② 備品等の修繕・更新に要する経費（年間１０万円（消費税及び地方消費

税を含まない。）までとする。） 

③ 備品等の維持管理に必要となる消耗品、作業費等一切の費用 

④ 利用者及び第三者に損害を与えた場合の別表第３「リスク分担表」に基

づく賠償額。ただし、市が加入する「全国市長会市民総合賠償補償保険」

から保険金の給付を受けられる場合がある。 

⑤ 指定管理者がセンター内で独自の事業を実施したことにより生じた賠償

責任は、「全国市長会市民総合賠償補償保険」の給付対象外となるために、

別に適切な保険に加入するために要する保険料 

(3) その他、上記(1)及び(2)に定める以外のセンターの管理運営に伴うリスク

分担については、別表第３「リスク分担表」の定めるところによる。 

 

１７ 業務の引継ぎ 

業務の引継ぎは、業務引継者、業務引受者及び市が立会の上で行わなければ

ならない。 

(1) 業務開始について 

指定管理者は、市の指示により、業務開始前までに業務の引継ぎ及び各業

務の習得を行うこと。ただし、業務の引継ぎ等に要する費用は、指定管理者

が負担すること。 

(2) 業務終了について 

指定管理者は、業務終了（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第１１項の規定による指定を取り消された場合を含む。）に際し、本

業務の終了の日までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成し、市又

は市が指定するものとの間で、円滑かつ支障なくセンターの管理業務を実施

できるよう、適正な業務の引継ぎを行わなければならない。 

  ① 指定管理期間終了後は、指定管理者が指定管理料を使用せず、自らの経 
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費で調達した備品等の撤去を速やかに行い、市へ引き渡すこと。 

  ② 撤去に要した費用は、全て指定管理者が負担すること。 

(3) 業務引継書について 

① 業務引継書は、業務の引継ぎ年月日を記載し、業務引継者と業務引受者

が連署押印しなければならない。 

② 業務引継書３通を作成し、そのうち２通は業務引継者と業務引受者が各

１通を所持し、１通は市に提出しなければならない。 

 (4) 引継ぎに関する事項について 

 その他引継ぎに関する詳細については、市が別に定める事項によるものと 

する。 

 

１８ 協定の締結 

議会が指定管理者を指定した後、市と指定管理者は、申請の際に提出された

書類等を基に、業務を実施するために必要となる詳細事項を確認し、協定を締

結する。 

(1) 協定に定める事項 

① 事業計画に関する事項 

② 市が支払う管理運営費用に関する事項 

③ 管理運営業務により取得した個人情報の保護に関する事項 

④ 事業報告に関する事項 

⑤ その他必要と認められる事項 

 

１９ 開業準備の業務 

(1) 先行予約の受付業務 

① センター開館前２か月前からの予約受付（予約開始日時は、市との協議

によって決定する。） 

② センターの予約状況のホームページの掲示 

③ 予約の重複等がないような利用状況の適切な管理 

④ 利用者の利便性を考慮した利用受付時間の設定 

 

(2) 広報業務 

① センター開業に係るＰＲチラシの作成及び県内外の関係機関への周知 

② センターのホームページの作成 
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③ サーバーの管理 

④ センター開業に向けた様々な媒体での周知 

(3) パンフレット案作成業務 

  

２０ その他 

(1) 指定管理業務以外の目的でセンターを使用する場合の取り扱い 

自動販売機や物品販売コーナー等を設置する場合は、市の「行政財産の目

的外使用許可に係る自動販売機の設置及び使用料等の取扱基準」等に準じ

て、年度ごとに市の許可を受けること。ただし、この場合において、既存施

設の増改築は認めない。 

 (2) センター内に広告掲示を行う場合の取り扱い 

   センター内に広告掲示を行う場合は、市が契約するため、指定管理者が企 

業等の広告を掲載することは不可とする。指定管理者に広告の掲載依頼があ 

った場合は、市に取り次ぐこと。 

 (3) ＬＡＢＶ事業による新施設内の他のテナントや近隣への配慮 

   指定管理者は、業務の実施に伴い発生する騒音等、ＬＡＢＶ事業による新

施設内の他のテナント及び近隣の生活環境に影響が及ぶ事項について軽減す

るよう努めること。 

 (4) 指定管理者は、利用者からの苦情や要望に対し、事実関係を確認の上、速 

  やかに対応し、改善等の処置を講ずること。あわせて、センターに関する重 

要な要望、重大な苦情等は速やかに市に報告すること。また、指定管理者に 

より判断が困難な場合は市と協議すること。内容、事象の大小を問わず、市 

と協議すること。 

(5) この仕様書に定めのない事項並びに指定管理者の業務の内容及び処理に関

し疑義が生じた場合は、市と指定管理者が誠意を持って協議し、決定するも

のとする。 

 (6) 指定管理者がセンターの管理運営に関し、規定・要領等を別に定める場合

は、あらかじめ市と協議して行うこと。なお、規定等を定めない場合は、市

の諸規定に準じて業務を実施すること。 

 



別表第１  
指定管理者が管理する施設内容 

 
 
  

施 設 名 面 積 施 設 内 容 備 考 

事務室 55.24㎡ 

オフィスチェア７脚、会議イス３脚、デス
ク５台、収納庫トレーユニット２台、収納
庫オープン６台、スライドボード１面、収
納庫両開き扉４台、中軽量ラック４台 
※貸出用 

プロジェクター、スクリーン、プロジェク
タースタンド、液晶テレビ、テレビスタン
ド、webカメラ、マイクスピーカー、ワイヤ
レスアンプ、ワイヤレスアンプチューナー
、ワイヤレスマイク、マイクスタンド（床
上型）、マイクスタンド（卓上型）  

 

休憩室 13.68㎡ 
会議テーブル、会議椅子４脚、ロッカー５
人用、傘立て、 

 

交流ホール 100.40㎡ 

センターテーブル１台、テーブル４台、 
ミーティングチェア２０脚、ハイチェア５
脚、雑誌架１台、書架１台、収納棚１セッ

ト、作業用テーブル１台、スツール１脚、 
クロスパネル５枚、ロッカー２台、トレー
ユニット２台、ホワイトボードスクリーン 
３面、パンフレットスタンド２台 

 

会議室１Ａ・Ｂ 254.68㎡ 
演台１台、司会台１台、花台１台、幕板付
き会議テーブル８台、会議テーブル６４台
、会議イス２０８脚  

スライディ
ングウォー
ル有 

会議室２ 62.71㎡ 幕板付会議テーブル６台、会議テーブル 
１８台、会議イス７２脚、演台１台、コミ
ュニケーションボード２９枚、コミュニケ
ーションボード専用台車４台 

スライディ
ングウォー
ル有 会議室３ 61.71㎡ 

会議室４ 33.61㎡ 
幕板付会議テーブル４台、会議テーブル 
１２台、会議イス４８脚 

スライディ
ングウォー
ル有 会議室５ 35.70㎡ 

会議室用備品倉庫 30.83㎡ 
チェアポーター７台、案内板５台、ホワイ
トボード１台、アルミ傘立て２台、傘袋ス
タンド２台、折りたたみ式傘立２台 

 

 

 

 

 

資料４



別表第２ 

維持管理業務の基準 

 

維持管理業務 管理項目 頻度 備考 

清掃業務 センター内の定期清掃 

週２回 

以上 

交流ホール、会議室

１～５、会議室用備

品倉庫 

日常点検業務 
目視点検等による備品等の日

常点検 
随 時  

警備業務（機械） 
不法侵入・火災等による緊急

連絡対応 

随 時 

緊急連

絡時 

 

警備業務（人的） 

施設の安全確認（施錠・火

気）、緊急用務対応、センター

内の巡回等による危険箇所、

不審者及び不審物の確認とそ

の対応 

随 時  

小修繕業務 

備品等の破損、損壊、経年劣

化等について、修繕方法の検

討、修繕の実施、修繕内容の

データ保存 

随 時  

備品管理業務 

備品等の貸出、センター内の

備品の適切な状態での保持・

管理 

随 時  

施設管理業務     

施設の貸出、施設のマスター

キーの厳重管理、施設の開錠

及び施錠、空調システムの管

理 

随 時  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 別表第３  

リスク分担表 

種 類 内 容 
負担者 

市 指定管理者 

物価変動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住

民及び施設利

用者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設

利用者からの反対、訴訟、要望への対応 
 ○ 

上記以外 ○  

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

事業中止・ 

変更 

市の指示、議会の不承認等による事業の中止・

延期など（予算案の不承認、政策変更等） 
○  

上記以外の事由による事業の中止・延期など  ○ 

業務内容変更 
市の指示による業務内容の変更によるもの ○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

運営リスク 
大幅な利用者数の減少に伴う収入の減少 

（※1不可抗力を含む） 

両者の協議により経費

及び損害額を算定し、負

担割合を決める。 

書類の誤り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤り

によるもの 
 ○ 

資金調達 

市の指定管理者に対する経費の支払い遅延によ

って生じた事由 
○  

指定管理者の業者に対する経費の支払い遅延に

よって生じた事由 
 ○ 



※１ 不可抗力・・・暴風、豪雨、洪水、地震、地盤沈下、暴動、感染症の蔓延その他 

            市又は指定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自然的 

又は人為的な現象 

  ※２ 指定管理者所有の備品等の損傷に要する経費に市が支払う指定管理料を充てる 

備品等の損傷 

経年劣化によるもので、小規模のもの 

（年間１０万円以内）  
 ○ 

経年劣化によるもので、上記以外のもの 両者の協議による 

指定管理者所有の備品等の損傷 ※２  ○ 

維持管理費 

市の指示による維持管理費の増大 ○  

市の指示以外の要因による維持管理費の増大  ○ 

損害賠償 

第三者に対

しての損害 

管理者として注意義務を怠ったこ

とにより損害を与えた場合 
 ○ 

上記以外の事由により損害を与え

た場合 
○  

第三者から

の施設・備

品等の損害 

管理者として注意義務を怠ったこ

とによるもの 

※ただし、市が加入する「市民総

合賠償補償保険」の保険給付の対

象となる場合があります。 

 ○ 

上記以外の事由により損害を受け

た場合（１件１０万円以内） 
両者の協議による 

上記以外の場合 〇  

第三者からの指定管理者所有の備品等の損害 

※３ 
 ○ 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

利用者数の 

変動 

利用者数の変動による収入の変動（不可抗力を

含む大幅な利用者数の減少に伴う収入の減少以

外のとき） 

 ○ 

事業評価 業務内容が市の要求する水準に達しない  ○ 

事業終了後の

費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は期間途

中における業務を廃止した場合における事業者

の撤収費用 

 ○ 



ことはできない。 

  ※３ 第三者からの指定管理者所有の備品等の損害に要する経費に市が支払う指定管 

理料を充てることはできない。 
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（様式第 2 号） 

事業計画書  

１ 基本的事項 

施設名 山陽小野田市民活動センター 

団体名 アクティオ株式会社 代表者 代表取締役 淡野 文孝 

団体所在地 東京都目黒区東山一丁目5番4号 KDX中目黒ビル6F 

設立年月日 1987年2月27日 従業員数 

社員100名、契約社員1,285

名、アルバイト982名 

（2022年12月31日現在） 

電話番号 03－6894－1350 Fax番号 03-6894-1343 

E メール 
inui_s@actio.email 

（担当者：西日本営業部 福岡営業課 乾 智） 

主たる 

業務内容 

1．指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託 

2．美術館・博物館等文化施設、公共施設、社会福祉施設等の経営及び管理受託並

びに案内、受付、誘導等運営に関する業務 

3．商業施設、レジャー施設等の経営及び管理受託並びに案内、受付、誘導等運営

に関する業務 

4．博覧会、展覧会、展示会、見本市、各種会議、行催事、イベント等の調査、企画

立案、実施運営、事務局に関する業務 

5．都市計画、都市再開発、緑化工事の設計監理の受託業務 

6．文化、スポーツ等の催事の企画、制作並びにその運営と実施 

7．商品開発及びその販売促進に関する企画と実施 

8．労働者派遣業務 

9．職業紹介事業 

10．社員教育及び訓練の企画と実施 

11．印刷物、書籍、出版物の企画サービス並びに販売 

12．広告代理店業務 

13．洋品雑貨、服装雑貨、装身具及び日用雑貨の販売 

14．食品、清涼飲料水、酒類の販売 

15．飲食店の経営 

16．旅行業 

17．旅行業者代理業 

18． 総合警備保障業務 

19．ビルメンテナンス業 

20．賃貸別荘、貸ビル、旅館、ホテル、その他宿泊施設の経営 

21．建築物、工作物（看板、煙突及び照明塔）の設計・施工監理の受託業務  

22．各種コンサルティング及びアドバイザリー業務 

23．上記各号に附帯関連する一切の業務 

資料５

（概要）
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団体の 

運営方針 

弊社は、お客様に「歓び」と「感動」を提供

することを企業理念に、人と人の心をつなぐ

様々な事業を展開しています。 

 

 

その中心となるPPP（官公民連携）事業、指定管理事業、施設運営事業、 

イベント事業、研修・教育／人材派遣事業、5つの事業分野を軸に積極的な事

業展開を推進していきます。 

経理状況 直近 2 ヵ年度の決算報告書別添のとおり 

類似施設 
※１ 

運営の実績 

施設の名称 施設の概要 

長井市 
旧長井小学校第一校舎 

 

 

 

 

市民の寄付もあり改修を行った登録有形文化

財である校舎を、にぎわいの創出と学び・交

流のための拠点として活用。多世代が集まる

コミュニティの中核となっている。 

所在地：山形県長井市ままの上 5-3 

川崎市有馬・野川 
生涯学習支援施設 

 

生涯学習の拠点と地域コミュニティ交流の場

として市民・区民の活動を支援。自主運営に

よるグループ室、作業室、フリースペースを

有する。 

所在地：神奈川県川崎市宮前区東有馬 4-6-1 

柏市民交流センター 

 

 

世代間・団体間で交流しやすい活動の場を提

供し、国際交流センターや男女共同参画セン

ターなど多様な入居施設と一体となって地域

連携を行う。まち(match)づくりステーショ

ン、作業室、コワーキングスペース、ロッカ

ーなどが利用できる。 

所在地：千葉県柏市 1-7-1-301 

DayOne タワー3 階 

大田区 
新蒲田区民活動施設 

 

 

 

 

保育園や地域包括支援センター、シニアステ

ーション等、複合施設ならではの連携で幅広

い世代の交流を促し、学びを応援、地域力の

向上を図る。 

所在地：東京都大田区新蒲田 1-18-16 
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類似施設 
※１ 

運営の実績 

施設の名称 施設の概要 

成田市公津の杜 
コミュニティセンター 

新旧住民の交流による地域コミュニティの形

成を目指し、市民のコミュニティ活動をサポ

ートする。こどもが実行委員となって運営す

るこどものまちや、全世代参画型の大型フェ

スティバルを開催している。 

所在地：千葉県成田市公津の杜 4-8 

成田市三里塚 
コミュニティセンター 

住民の自治意識の強い地域でコミュニティ活

性化や、空港を取り巻く地域課題の解決に取

り組む。空港に勤務する外国人との国際交流

イベントやにほんご教室、こども食堂などを

開催。 

所在地：千葉県成田市三里塚 2 

千葉県立 
手賀の丘青少年自然の家 手賀沼の自然を利用した自然体験、創作体

験、スポーツ体験を中心に、青少年の教育を

行う体験・宿泊型施設。 

所在地：千葉県柏市泉 1240-1 

守口市南部エリア 

コミュニティセンター 市民の相互交流を促進し、主体的な学習活動

の場と機会を提供する。市民活動支援室（相

談・指導コーナー、ミーティングスペース）

が利用できる。 

所在地：大阪府守口市大宮通 1-13-7 

守谷市 
北守谷児童センター 

大型児童センターとしての児童館事業、自主

事業の実施。音楽スタジオがあることから高

校生バンドが盛んで、もりやミュージックフ

ェスタで音楽を通じたボランティア活動を促

進し、毎年参加者を増やしている。 

所在地：茨城県守谷市御所ケ丘 5-25-1 
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狭山市立博物館 市民に郷土狭山を理解してもらうための展

示・社会教育施設。地域を愛するガイドボラ

ンティア・さやまナビーズを組織し、研修を

通じて育成、ガイドツアーを行う。 

所在地：埼玉県狭山市稲荷山 1-23-1 

 

市民活動を目的

と し た 事 業 の 

実績 

長井市旧長井小学校第一校舎『なつやすみおうえんプロジェクト』 

柏市民交流センター『市民活動アップデート講座 運営者向け Zoom 活用術』 

柏市民交流センター『健康福祉フォーラム』 

大田区新蒲田区民活動施設『「新蒲田ラボ」区立小学校との協働』 

成田市三里塚コミュニティセンター『三里塚あったかおにぎり隊』 

千葉県立手賀の丘青少年自然の家『自然の家まつり』 

守口市南部エリアコミュニティセンター『市民協働事業 SDGs じゃんぼかる

た絵』 

守谷市北守谷児童センター『インクルーシブアート「不思議なビー玉」』 

 

ボ ラ ン テ ィ ア 

養成の実績 

狭山市立博物館『博物館ボランティアさやまナビーズ』 

公津の杜コミュニティセンター『こどものまち キッズタウ NARITA2023』 

千葉市子ども交流館『ボランティアの育成』 

大阪市立住まいのミュージアム大阪くらしの今昔館『ボランティア「町屋

衆」』 

※１ 類似施設＝市民活動センターなどの公の施設 
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山陽小野田市民活動センターの管理運営全体コンセプト 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

笑いのあるところに人が集まるように、 

「好き」が集まるところに、人は寄ってきます。 

 

このまちが好きだから、このまちの人が好きだから、ここでの暮らしが好きだから、 

市民活動センターは、そんな「好き」がいっぱい詰まった場所にしていきたい。 

 

人が集まって、「好き」な場所の未来を語るとき、  

まちの温度は、ほんの少し上がるはず。 

思い切って隣の見知らぬ人に話しかけるとき、化学反応が起こるはず。 

 

市民活動センターは、そんな「きっかけ」がいっぱい詰まった場所にしていきたい。 

 

人の想いは、他の人の想いと重なると、困難を克服する強さを持ちます。 

ひとりではできないことも、一緒なら、勇気が湧いてきます。 

ぼんやり思っていることも、人と話すと、輪郭が浮かび上がってきます。 

市民活動センターは、そんな「つながり」がいっぱい生まれる場所にしていきたい。 

 

 

 

つ な が り 

連 の 拠点 

まちの体温を 高める 
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ここからはじまる、ここからつながる 

２ 利用者対応・サービス向上について 

① 利用者意見・平等性（利用者の意見や要望への対応について） 

利用者意見の把握とその対応 

利用者や地域住民の意見を様々な方法で収集、把握、分析、検討し、業務へと反映していく

仕組みを確立、より良好な利用者サービスに結びつけています。 

取組１  利用者意見の把握と収集 

新規利用者には継続的な施設利用のきっかけとなり、既存利用者にとってはさらなる満足感

が高まる備品導入や使いやすい利用方法等を提案します。 

▶プラス１コミュニケーションを通じた「生の声」の収集 

▶Meetup イベント等交流会の開催 

▶鍵付き「ご意見箱」の設置 

▶アンケートの実施 

▶施設利用を促進する会議での意見・要望の収集 

取組２  利用者意見の情報共有と分析・検討 

朝終礼・引継ぎ時やミーティングなどにおいて共有・分析・検討します。また、利用者意見

とその対応については、館内掲示板への貼付等により可能な限り、公表します。  

取組３  利用者意見の業務への反映 

利用者の意見を分析・検討し、必要に応じて業務に反映します。 

利用者の平等利用について 

地方自治法第 244 条や障害者差別解消法、関連する法令等を遵守。民間企業としてのノウハ

ウを活かし、平等な利用を確保する施設運営管理を行います。 

取組１  平等な仕組みと運用 

▶有料施設及び備品等の貸出し業務   

▶施設の予約方法 

▶施設貸出や利用方法に関する公正・公平な情報提供 

▶業務マニュアル及び障害者差別解消法施設管理者対応マニュアルの整備 

▶デジタルアンバサダー配置によるデジタル・ディバイドの解消 

取組２  ユニバーサルデザインへの対応 

当施設を多様な市民活動団体が主体的に利用できるように管理運営するうえで必要な視点と

して、年齢・性別・国籍・障害の有無にかかわらず、誰もが分かりやすく、利用しやすいユ

ニバーサルデザインの考え方を取り入れます。 

▶情報のバリアフリーの推進 ～見やすい案内、誰もが利用しやすい配慮～ 
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▶ 多様な来館者への対応 

取組３  公平な接遇のための充実した研修 

▶ 心のバリアフリーの推進 ～相互理解を深めるコミュニケーション手法を学ぶ～ 

② モニタリング（セルフモニタリング等の方法及び課題解決について） 

セルフモニタリングについて 

日常の業務で不足していること・やり残していることなど、現状を客観的に把握し、業務改

善につなげる絶好の機会と捉え、セルフモニタリングを実施しています。 

取組１  行政モニタリングへの協力 

指定管理者として、貴市モニタリング実施の際には、必要書類を揃え、総括責任者、施設担

当の他、必要に応じて人事担当、経理担当も同席する等、適正に対応します。 

取組２  PDCA サイクルとセルフモニタリングによる継続的な業務改善 

▶指定管理期間の５年間の PDCA サイクルを設定 

▶１年間の PDCA サイクルを設定（短期） 

▶業務の停滞防止と改善を図るセルフモニタリング実施 

取組３  定期的な財務監査の実施 

▶財務部が独自に実施 

③ 利用者対応・情報保護 

利用者からの苦情やトラブル対応について 

利用者からの苦情・トラブルにおける「未然防止」を徹底し、迅速で誠意ある対応と再発防

止・業務改善に努めます。 

取組１  利用者トラブルの未然防止の徹底 

▶利用者の意見・要望の把握 

▶対応力を高める研修 

▶セルフモニタリングによる未然防止 

取組２  苦情発生時の迅速・誠意ある的確な対応 

▶迅速、丁寧、誠意ある対応 

取組３  再発防止のための情報共有と業務改善 

▶苦情対応報告書の記載と全施設での情報共有  

▶苦情対応事例を活用した再発防止と業務改善  
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情報保護について 

関連法令を遵守し、私どもが定める情報セキュリティ基本方針及び個人情報保護方針に

基づいた適切な情報管理を行います 

取組１  個人情報保護のための組織的安全体制 

個人情報保護を含む万全な情報セキュリティを推進するための安全管理体制を構築します。 

 

 

 

取組２  規程を定めた各種情報の適切な取扱い 

関連法令や私どもが定める方針および個人情報保護マニュアルの規定に基づき、安全対策を

講じ適切に取り扱います。なお、個人情報取得の際は、取扱い範囲、利用目的を明確に示

し、本人の同意を得て取得するものとし、目的外利用を行いません。 

取組３  従事者の意識を向上させる継続的な教育・監査 

▶個人情報保護研修（本社職員、施設従事者共通） 

▶情報セキュリティ研修（本社職員、施設従事者共通）  

▶所管課主催の研修への参加  

取組４  誠意ある対応で臨む情報公開 

私どもは、国の定めた「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」および「山陽小野田

市情報公開条例を遵守し、各種条例の規定に定められた措置の実施を基本方針とします。 

「情報公開方針」を定め、これに基づき情報公開について適正に対応します。当施設に関わる

情報の開示請求があった場合には、貴市情報公開条例に基づき、当施設を預かる立場として、

速やかに情報公開に対応します。ただし、法令あるいは条例によって不開示と定められた情報

は、開示しません。この場合でも誠意ある対応に努めます。 

 

 

 

  

プライバシーマーク（Pマーク）の取得 

2008年から継続してプライバシーマーク（Pマーク）認定を 

取得（7回更新）。一般財団法人日本情報経済社会推進協会から

感謝状も授与されています。 
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３ 施設の効果的な運営について 

① 施設の運営について（市民等がセンターを利用する際の利便性向上及びセンター

の利用促進について） 

施設の管理運営について 

施策理解と地域把握を踏まえ、私ども民間の力・強みを最大限に活かし、施設の新しい価値

を創造します。 

▶アクティオの指定管理における考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この施策理解と地域把握と私どものノウハウ・強みを活用することで、新しい価値の創造

に取り組み、設置目的を達成することが指定管理者としての考えです。 

▶管理運営の考え方 

アクティオの指定管理における考え方より、施策理解と地域把握にもとづき課題を 

抽出、実施すべき取組を実行することで、当施設の設置目的達成を目指します。 

▶設置目的と市の施策の理解 

設置目的  

山陽小野田市民活動センターは、心豊かで住みよい持続可能な地域社会の実現を目指し、

市民が主体的に地域課題を解決する活動を支援又は促進することを設置目的としている。 

第二次山陽小野田市総合計画（平成30年度（2018 年度）～令和11 年度（2029 年度））  

まちづくりの基本理念 『住みよい暮らしの創造』 

将来都市像：活力と笑顔あふれるまち→キャッチフレーズ：スマイルシティ山陽小野田 

将来都市像の実現のための「協創によるまちづくり」 

【基本目標】・市民生活・地域づくり・環境・防災～人と自然が調和する安心のまち～ 

【分野別計画】・市民生活・地域づくり・環境・防災～人と自然が調和する安心のまち～ 

基本施策 11 地域づくりの推進 【現状と課題】 

 〇持続的に地域の生活や暮らしを守るため「融合型コミュニティ」の 

仕組みづくりを進めることが必要 

 〇公共的なサービスを提供するＮＰＯ法人や市民活動団体の団体間の連携

と裾野の拡大が必要 

 〇多様な地域課題の解決に市民が主体的かつ総合的に取り組むため、多機

× 地域把握 

私どものさらなる民間活力による 

新しい価値の創造 

課題 1 

課題 1 

課題 2 

施策理解 
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能化した活動の拠点が必要 

【今後の目標】 

協創によるまちづくりの構築 / 地域運営組織（RMO）の形成の推進 / 市民活動支援セ

ンターの機能充実 / 単機能型施設から多機能型施設への進化 / 地域おこし協力隊、集

落支援員※の活用 / 交流人口の増加に向けた仕掛けづくり / 地域産業の活性 

【目標の指標】 

地域活動や地域イベントに参加している市民の割合64.5％（令和3年度）

から65％（令和7年度）まで引き上げる 

【基本事業】 

（１）持続可能な地域づくりの推進 

（２）市民活動の支援 

【目標の指標】 

 

 

 

 

 

「協創によるまちづくり」推進指針について(令和３年(2021 年)３月)  

■「協創によるまちづくり」 の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 ■「協創によるまちづくり」推進指針の策定の意義 

   ①「協創」とは、「異種、異質の組織がビジョンや課題を共有し、解決のために協力して

働き、『新しい価値』を創出する」こと 

   ②“アフターコロナ”の時代は、今まで当たり前と考えていたことから脱却し、「新しい価

値」の創出が求められることが想定される 

   ③「新しい価値」を創出する「協創」は、“アフターコロナ”の時代に合致する考え方 

   ④「つながりの融合」による「協創」を、未来に向けての山陽小野田市のまちづくりの

推進力としていく必要がある 

■実践の場「協創の場」 志縁型と地縁型の融合へ 

〇異なる性格を持つ多様な人（団体）がパートナーとして、

お互いの資源を持ち寄り、対等な立場で協力し合いなが

ら、「未来の山陽小野田市」のための新しい価値を創出 

〇A、Bだけでなく、C、Dと異なる性格を持つ人、団体が数多

く「協創の場」に参加することで、持ち寄るノウハウ、 

「協創」の理念、基本的考えを「協創によるま

ちづくり推進指針」にまとめる 

現在、山陽小野田市に暮らす市民、未来の山陽

小野田市民とともに共有し、一人でも多くの皆

様とシビックプライドを育みながら「未来の山

陽小野田市の住みよさ」を創造していきたい 

課題 2 課題 1 

課題 1 

課題 3 課題 2 

課題 2 

課題 3 
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資源、ネットワークも多様化し、“場”の持続性にもつながる 

〇「市だけ」「民間だけ」「地域だけ」では困難であった地域課題の解決に向けてチャレン

ジできる 

■実践の場「協創の場」 志縁型と地縁型の融合へ 

「協創の場」の形成から醸成へ  

→「協創」に関心を持ってもらう “きっかけづくり” 

   →  市民、団体、行政だけでなく、民間(企業)の参加を募る 

山陽小野田市LABVプロジェクト  

■山陽小野田市LABVプロジェクト 

地元の産学官金及び事業パートナーがプラットフォームを形成し、複数の事業地におい

て施設整備や利活用を連鎖的に進め、居住・交流人口の増加や活気を生み出すための官

民連携によるまちづくりを目指すプロジェクト 

【現状と課題】  

2 地域の賑わいを再創出するため、民間事業者の技術・ノウハウを活用したい。 

3 時期を同じくして、山口銀行も店舗の老朽化や地域との連携強化に課題を感じていた。 

■山陽小野田市ＬＡＢＶプロジェクトによる効果 

エリアマネジメント（＝面での視点に立ったまちづくり） 

    ○単なる複合施設の整備ではなく、賑わいの創出に寄与する拠点開発を行う。 

    ○エリア内に波及させていく。（概ね半径 1km 圏内）     

付加価値２ 地域づくりの協創プラットフォーム 

LABV 合同会社 × 地域 × 理大 ×市（市民活動センター） 

▶山陽小野田地域の把握 

山陽小野田市総合計画策定にかかるアンケート調査結果報告書(令和３年７月)  

▷問 12 今後も山陽小野田市に 

住み続けたいですか？【回答数 682】 

 

 

 

 

 

 

▷問 23 地域の活動や地域イベントにどのくらいの頻度で参加していますか？【回答数 924 名】 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 2 

▷問 13 山陽小野田市に住み続けたいと思う 
理由は何ですか？【回答数 682】 

課題 3 

市内全域 課題 3 
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▷問 24 地域活動や地域イベントに参加していない理由は何ですか？【回答数 326】 
 
 
 
 
 
 
 

 

山陽小野田市総合計画策定にかかるアンケート調査結果報告書 (令和３年７月)   

■登録者数  個人：236 名 （前年度から+7）/ 団体：60 団体 (前年度から+4)  

 計：296 名 （前年度から+11） 

■報告書提出数  /  個人：55 名 （提出率 23.4％）  /   団体：23 団体 （提出率 37.7％） 

■アンケート提出数   /  個人・団体：62 （提出率 20.9％） 

■活動内容 

  イベントや講座の開催・参加 / ＳＮＳ / スポーツ応援 / ラジオ出演 / 環境美化 / 特産品

購入 / 見守り / 観光 / 社会福祉 / 子育て支援 / オレンジ / ふるさと納税 / その他 

   ■活動における不足点 

・山陽小野田市の知名度が低い。PR 不足を痛感した。 

・スマイルプランナーとして山陽小野田市から活用してもらった記憶がないので、もう

少し活用してほしい。 

   ■活動における感想 

  ・（各団体が）高齢化で活動が困難 

  ・たくさんの方に手話を知ってもらうために山陽小野田市のイベントでもお披露目できる

機会があったら嬉しい。 

  ・友人に山陽小野田市の観光地を紹介すると喜んでくれた。 

  ・市 SNS の登録者がもっと増えてほしい。  

    ■活動における感想 

    イベントに参加する機会を増やしたい/レノファや各観光名所を紹介する/ごみ投棄をなく

せる広報活動をスマイルプランナーの方々と行いたい/SNS 等で魅力を発信したい/ 東京

で交流会をしたい。あるいは山口と東京をつないだリモート交流会をやりたい/インスタ

を活用してスマイルプランナーをアピールする/若い方向けの企画を増やしたい/ 大学の

コンテンツ等を活用した街の活性化に取り組んでいきたい/少子高齢化対策、地域での子

育て、RMO の形成など、身近で自分のできることから活動をしていく/スマイルシティの

アピールをしていく/施設や子どもたちにめだかの講演や寄付をする/子どもたちの学びや

成長支える仕組みづくりを考えていきたい。 

 

▶指定管理者として向き合う課題と対策 

以上に示した市の施策や地域のアンケート、募集要項に記載されている「施設に求められ

ていること」を踏まえ、以下の３点を指定管理者の課題として捉え、管理運営コンセプト

を定め、各重点施策に取り組みます。 

課題 3 

課題 3 課題 1 課題 2 
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▶管理運営コンセプト  

上記に示した課題と対策を実行していくための、指定管理者としての管理運営コンセプトを

次のように設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター利用における利便性向上について 

サービス品質向上の基本方針に基づき、アンケートや施設特性、地域住民ニーズを踏まえ、

利用促進につながるサービス向上策を提案し、利用者満足度を高めます。 

取組１  新たな利便性の提供 

新規利用者には継続的な施設利用のきっかけとなり、既存利用者にとってはさらなる満足感

が高まる備品導入や使いやすい利用方法等を提案します。 

▶大判印刷対応複合機導入で印刷サービス支援 

▶団体用ロッカーの管理 

▶交流スペースの利用時間の交代制 

▶交流スペースに Free Wi-Fi を設置 

▶Web 会議用備品の導入 

対策 1 
協創を促す自由な 

出会いと交流の場・ 
機会の提供 

 

対策 2 
自主的に活動できる 

各種支援体制や 
相談体制の構築 

対策３ 
市民活動が身近で 

愛着を感じるきっかけ 

作りや情報発信の強化 

つ な が り 

連 の 拠点 

まちの体温を 高める 

課題３ 
多様な主体が 

自由に参加できる 
機会を創出 

課題 2 
市民や団体が 

主体的に活動できる 
環境づくりが必要 

課題１ 
協創のまちづくりに 

向けた“融合型” 
コミュニティ形成を支援 
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▶荷物集荷 Box の設置を検討 

 

取組２  魅力ある有益な情報提供 

有益で新鮮な情報提供も重要なサービス向上策です。情報過多にならないよう配慮し、利用

者が欲しい情報を適時、適量、適切に提供していきます。 

▶魅力ある有益な情報提供について 

⚫ 施設パンフレットの作成 

⚫ 施設独自のホームページの運用 

⚫ 定期的な施設情報紙の発行 

⚫ Instagram 等による情報発信 

⚫ チラシやポスターの掲示や配布 

⚫ デジタルサイネージの設置 

⚫ 「広報さんようおのだ」の活用民間情報媒体等の活用 

取組３  おもてなしの心あふれる接遇 

「来て良かったね。また来たいね研修」を受けた施設職員・スタッフが、「おもてなしの 

思い」で利用者を迎えます。利用者が施設を快適に利用できる取組を提供していきます。 

▶窓口サービスの充実 

▶利用者の作業補助 

▶細かな温度調節と日常清掃業務の徹底  

利用促進について 

産官学金の連携拠点として、出会いを演出し、新しいことが始まる、新しいもの生まれる 

場所として利用者が主体的に活動したいと思えるような利用促進を図ります。 

取組１  積極的な PR 活動 

ターゲット別に効果が見込める広報戦略に基づく広報活動、市民へ直接訴求できる営業活動

を積極的に行い、新規利用者の獲得やリピーター化など利用者拡大に努めます。 

▶効果的な広報活動による情報発信 

▶施設から地域への利用促進活動 

▶利用者からの発信による利用促進活動 

取組２  連携による利用機会の創出 

当該エリアで活動している地域団体発のプロジェクトに参画・連携することで当施設の PR

に努めます。ネットワークを増やすことにより、多くの住民や関連団体に施設利用や事業参

加の機会を創出、新規利用獲得へとつなげていきます。 

取組３  市民活動を支援する自主事業の実施 



15 

地域住民のニーズに合致し有益性が高く魅力的な事業は、新たな利用者を獲得できるととも

に、さらなる繰り返しの利用が見込めます。また、これらの広報活動も積極的に行うことで

情報が拡散し、興味を持った人が来館するきっかけになります。 

 

４ 市民活動促進業務の効果的な取組について 

① 市民活動に関する情報収集及び提供業務（市民活動に関する情報収集及び

情報の提供について） 

市民活動に関する情報収集及び提供業務について  

市民のキモチや活動の拠り所になるよう、地域との信頼関係を築き、活動となる前の小さな

萌芽の段階を見逃さず、育てていけるよう、地域活性化の HUB となります。 

取組１  市民活動に関する情報の収集・提供 

▶全国の先進的市民活動センターとの連携の推進 

▶多様な「興味」「意欲」に寄り添う参加しやすい窓口づくり 

▶「未来を描く場」として若者・女性・シニア等多様な情報アプローチ方法 

取組２  新たな市民活動団体の調査・発掘 

▶多様な連携を創るプラットフォームを形成 

▶「小さなきっかけ」を実現するチャレンジブースの出展者と市民をつなぐ 

取組３  市民活動団体のデータベースの作成・管理及び活用 

▶市民活動団体を「参加したい意欲」からカテゴライズしたデータベース化 

▶データベースの管理運営 

取組４  市民活動支援情報（助成制度など）の収集・提供 

▶全国の市民活動センターとの連携による、各種助成制度の紹介と情報の更新 
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② 市民活動に関する人材育成及び研修業務（市民活動に関する人材の発掘及

び市民活動への誘導について、市民活動に関する学習機会の提供について） 

市民活動に関する人材育成及び研修業務について  
市民活動にとにかく1歩踏み入れるきっかけづくりと、それを推進する担い手のレベルアップ

のため、各地の活動の視察や交流などにより研修を実施します。 

取組１  市民活動に関心のある人を対象とした学習機会の提供 

▶市内の市民活動団体のヒアリング・同年代の方が多いグループの活動への見学に誘う 

▶興味のある活動団体への紹介 

取組２  市民活動に取り組む人材の発掘及び市民活動への誘導 

▶市民活動スマイルフェスタやイベントの参加者への参加促進活動 

▶市内のボランティア団体、NPO等市民活動団体との友好的コネクションづくり 

▶市内企業の経営者に向け、「プロボノ活動」への理解促進活動 

取組３  市民活動団体運営に関する学習機会の提供 

▶私どもの関連施設での研修 

▶全国の市民活動センターとのネットワークから、相互研修等による学習機会の提供 

取組４  各種機関が運営する市民活動に係る学習機会の情報収集及び提供 

▶市民活動の全国組織とネットワークを結び学習機会を提供 

③ 市民活動に関する活動の支援・相談業務（市民活動団体数の増加に向けた

取組について、市民活動に関する活動の支援・相談について） 

市民活動に関する活動の支援相談業務について  

市民が自主的に市民活動に参加し、「山陽小野田市のにぎわいづくり」に向けて、市民活動

の活性化に必要な支援・相談ができる環境を整備していきます。 

取組１  市民活動団体数の増加に向けた取組について 

▶市民活動を始めたい市民と市民及び市民と市民活動団体とのマッチング 

▶地域課題に合わせた各分野の市民活動団体の立ち上げの促進 

▶市民活動団体数の増加に向けた取組 

取組２  市民活動に関する活動の支援・相談について 

▶市民活動団体の立ち上げや運営における相談・支援 

▶市民活動団体の法人格取得に関わる相談対応 
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▶企業等の社会貢献活動に係る相談対応 

▶市民活動団体に係る補助・助成事業金の手続の支援 

④ 市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な団体等の相

互の連携及び協創の促進業務（市民活動団体の相互の連携・協働について、市

民活動団体と企業及び行政機関等の相互の連携・協働について） 

市民、各種団体等の相互の連携及び協創の促進業務について  

市民や市民活動団体を含む団体と多様なネットワークを築き、「地域資源（ヒト・モノ・コ

ト）を知り、掘り起こす」ことで、施設価値の最大化、地域のにぎわい・活性化を目指し 

ます。 

市民、各種団体等の相互の連携及び協創の促進業務 

私どもは、市民、市民活動団体、公共的団体、事業者、市等多様な団体･諸施設等との連携

は、当施設にとって非常に重要な使命と受け止め、地域と積極的に関わり、多様なネットワ

ークを築きます。 

取組１  地域を知り尽くし、掘り起こす 

地域住民・団体・機関・施設等との連携は、施設価値や地域全体の総合力を高め、結果とし

て地域振興へ寄与できる非常に重要な機会です。 

取組２  連携・協創先との多様なネットワークを築く 

私どもはこれまで取組１の視点で、一過性で終わらない継続的かつ発展性の高い関係を維持

できる連携・協力先を拡充し、次ページのような多様なネットワークを構築してきました。 

このノウハウを当施設においても活用し、市民活動を支援し、施設のにぎわいづくりにつな

がる同様の地域ネットワークを構築していきます。 

▶弊社が指定管理者として運営している他の施設との連携 

▶しものせき市民活動センター等との定期的な情報共有会議を開催 

▶ネットワークを作って行くため市民活動団体との連携できる想定事業案 

▶市民活動団体相互の連携を促進 
団体の相互交流を促進することで“志縁型（テーマ型）×地縁型（地域型）＝融合型コミュ

ニティ”による活動を促進できる環境を目指します。 

▶市民活動団体と企業等の社会貢献活動の連携促進 

▶センターの利用、事業の企画及び実施等について協議を行う「山陽小野田市民活動セン

ター運営協議会」の設置及び運営及び市が行う施策や行事等への協力 

▶福祉ボランティア推進関係機関との連携 

▶山陽小野田市スマイルプランナーとの連携 

取組３  レノファ山口 FC との市民活動への強化と交流、連携の促進 
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▶レノファ山口 FC との連携 

横の連携・つながり施策として、私どもが運営を担っている「山陽小野田市立サッカー交流

公園」ともイベントを計画し、共同開催します。 

⑤ LABV 事業による新施設に入居する関係団体等と市民活動団体とを

つなぐ取組について 

市街地の学生の拠点として、学生・地域・産業・金融をつなぎます 

いつでも気軽に相談できる関係づくりのため、定期的な連携会議と開かれたスタディ懇親会

を開催します。 

取組１   入居団体の定期的な連携会議を実施 

入居する団体の、山口銀行、商工会議所、山口東京理科大学、地域交流センターの団体、 

チャレンジショップ等が一堂に会する連携会議を定期的に開催します。 

▶市民と入居団体との連携 

取組２  「みんなのまちづくりプロジェクト」を実施 

ざっくばらんに、飲み物付きで、放課後の部活動のような雰囲気の中で、毎回テーマに沿っ

て、まちづくりを考える「みんなのまちづくりプロジェクト」を実施。 

取組 3  理科大の学生の参加性を高める工夫 

▶大学生と市民をつなぐ相互理解の場づくり 

取組 4   「市民活動スマイルフェスタ」を実施 

当施設全体の「市民活動スマイルフェスタ」を開催 

⑥ LABV 事業による新施設に入居する関係団体及び山陽小野田 LABV 

プロジェクト合同会社等との連携・協働した取組について 

LABVプロジェクトがめざすまちの賑わい（活性化）に連携して取り組みます  

先進的なLABV事業に取り組んでいる貴市、合同会社の各社様の想いをよく理解し、市民の

理解と応援、市内外企業の興味を得られるよう広報と橋渡し事業を推進します。 

取組１  「櫂より始めよ プロジェクト・クリーンウォーク」の実施 

▶「櫂より始めよ プロジェクト・クリーンウォーク」の実施 

取組２  スタートアップ支援のための“１,２,さんようおのだ会議”の実施 

▶山陽小野田版百人会議「１，２，さんようおのだ会議」の実施 

取組３  企業者向けアドバイザーボードの募集とセミナーの実施 

▶全国のプロボノワーカーをアドバイザーボードに 
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５ 自主企画運営業務に関わる効果的な取組について 

① 市民活動センターの賑わいの創出に向けた自主企画業務について 

市民活動センターの賑わいの創出に向けた自主企画業務について  

山陽小野田の体温を高め、地域の活性化・にぎわいを創出するために、市民と多様な団体が

つながるきっかけ作りの拠点となる自主企画を実施します。 

▶自主企画に関する基本方針 

私どもは当施設の管理運営コンセプトに設定した「体温を高める 連【つながり】拠点」に

基づき、市民活動が身近に感じるきっかけ作りや出会いと交流の機会を提供する各種事業

を実施していくことを基本と考えています。 

▶自主企画事業における提案事業の具体的な提案 

市民活動を促進するための「市民活動に関する情報収集及び提供業務」「市民活動に関する

人材育成及び研修業務」「市民活動に関する活動の支援・相談業務」「市民、市民活動団

体、公共的団体、事業者、市等多様な団体等の相互の連携及び協創の促進業務」及び 

「LABV事業による新施設に入居する関係団体等と連携・協働業務」を支援することを目的

とした事業を提案事業とします。 

▷市民活動を促進するための提案事業案 

⚫ 市民活動スマイルフェスタ 

⚫ おのさん市民活動キャンパス 

⚫ 市民活動養成講座 

⚫ ボランティアガイダンス  

⚫ 専門講師のトークショー  等 

▶自主企画事業における自主事業の具体的な提案 

提案事業における業務とは違い、指定管理者が市民活動のさらなる促進と施設のにぎわい

作りにあたって必要と考える事業を自主事業とします。 

▷独自に実施する自主事業案 

⚫ レノファ展 

⚫ ファシリテート講座 

⚫ シニア向けパソコン・スマホ教室 
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６ 施設の管理運営に関わる組織体制について 

① 統括責任者や市民活動にかかるコミュニケーター、事務従事者及び

維持管理従事者など人員配置について 

管理運営に関わる組織体制について  

多数の施設を管理運営してきた経験を活かして組織体制とネットワークも活用した情報共

有・地域連携を図り、効率的で効果的な管理運営を行います。 

取組１  必要に応じた適切な職員を配置 

▶業務実施体制について 

➊効果・効率的な組織体制 ❷手厚いバックアップ体制 

❸指定管理施設 136 施設のネットワークを活用した情報提供 ❹無駄のない効果的な人員

体制 

▶配置予定職員 

▷職員配置案 

職  種 業務分掌 能力・資格等 
雇用 

形態 
勤務形態 

総括責任者 

（施設長） 

施設管理運営責任者 
・労務管理 
・維持管理 
・サービス管理 
・危機管理 
・金銭及び業績･財務管理 
・個人情報管理  
・外部との折衝 他 

・マネジメント経験者 
・甲種防火・防災管理者 
・市民の公益的な活動に関する

知識を有するもの 
・市民活動に関する相談に対応

できる者 
・救急救命（AED)講習終了 

常勤 

5 勤 2 休 

2 交代制 

(早番･遅番） 

施設責任者 

総括責任者不在時の管理
責任代行 
・総括責任者の補佐 
・経理業務 
・各種事業の計画・実施 
（掘起し、実現業務）他 

・市民の公益的な活動に関する
知識を有するもの 

・市民活動に関する相談に対応
できる者 

・救急救命（AED)講習終了 

常勤 

コミュニケーター 

及び 

事務従事者 

総括責任者及び施設責任
者不在時の代行 
・市民活動対応業務 
・経理業務 
・システム対応業務 
・各種事業の計画・実施 
（掘起し、実現業務） 
・各種事業の実施補助 

・利用の手続き 

・受付業務 他 

・市民の公益的な活動に関する
知識を有するもの 

・市民活動に関する相談に対応
できる者 

・庶務・経理の知識と経験を持
つ者 

・ICTの活用に関する技術的な
相談対応できる者 

・事業の計画、実施経験者また
は相応の能力を認めるもの 

・公共施設の業務経験者または
興味を持っている者 

・救急救命（AED)講習終了 

常勤 

パ
ー
ト 

14～18/月 
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② 知識と経験を有した施設従事者の配置、研修体制、研修計画等について 

人材育成及び研修業務について 

私どもは、利用者に「来て良かったね」「また来たいね」と思ってもらうことを歓びとし、

施設の付加価値を生み出す運営を目指すために研修を実施します。 

▶人材育成・研修業務の考え方 

私どもが目指す施設の付加価値を生み出す運営とは、｢安定した運営｣をベースに｢感動を与え

る運営｣を加えることです。 

取組１  安定運営と感動運営の実現 

公の施設の指定管理者として、安全で期待どおりのサービスを提供できる「安定運営」の実

行、かつ利用者から「来て良かったね、また来たいね」と思ってもらえる「感動運営」を実

現します。 

取組２  様々な手段を整備し、従事者に対して最適な研修を実施 

私どもは、様々な研修手段を用意し、従事者に対して最適な研修を実施します。 

③ 緊急時の危機管理体制について 

緊急時の危機管理体制について 

指定管理者として、最も優先されるのは利用者の安全確保です。市民が当施設を安心して利

用できるように、適切な防災・防犯等の取組を実施します。 

取組１  リスク回避・低減策の実施 

重大な事故を防ぐため、日頃からリスク回避・低減策を確実に実施します。 

▶ヒヤリハット活動の実施 

▶ハザードマップで避難経路を確認 

▶未然防止策の日常業務への反映 

▶指定管理者賠償責任保険への加入 

▶地域社会との連携づくり 

取組２  緊急時体制の確立 

▶危機管理マニュアルの策定と見直し・追加 

▶緊急時体制の確立 

▶防災教育と防災訓練の実施 

▶緊急時対応の整備と施設勤務スタッフの備蓄 

取組３  緊急時における明確で迅速な対応 

▶緊急時連絡網 

▶事故・事件発生時の対応 



22 

▶ 災害発生時の対応 

▶感染症等発生時の対応 

取組４  市と連携した速やかな復旧・復興 

▶リスクの拡大防止処置 

▶二次災害の防止 

▶原状復旧 

④ 備品等の維持管理について 

備品等の維持管理について 

「総合的なマネジメント力」を発揮し、備品の維持管理・保守点検・清掃・衛生管理などの

業務を的確・スムーズに行い、安全・安心の確保と、快適な空間を提供します。 

取組１  長寿命化を目指した計画の策定と実施の徹底 

▶備品管理業務計画 

▶保守点検業務計画 

▶施設特性に応じた効果的な清掃計画 

取組２  管理・修繕における経費縮減 

▶設備の長寿命化による経費縮減 

▶DIYによる修繕で経費縮減 

▶施設管理業務 

▶遺失物の管理に関する業務 

⑤ 地域活用（地元市民の雇用及び発注時の市内業者の活用について） 

地域活用について 

雇用提供の場として、市内からの採用を最優先し、市内事業者の活性化を図るために優先的

に市内事業者を活用します。 

雇用の考え方 

取組１  地元市民の雇用の創出 

▶地元市民の雇用で期待できる効果 

取組 2  指定管理施設経験者の社内異動 

▶異動で期待できる効果  

取組 3  多様な人材の活用 

▶高年齢者（※1）のパワー活用 （※1）高年齢者等とは 55 歳、中高年齢者とは 45 歳 
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▶女性が活躍できる職場の実現 

▶障害者の積極採用 

取組４  労働環境の整備と多様な働き方への対応 

▶採用・雇用に関する各種法令の遵守と働きやすい労働環境の整備 

▶女性活躍推進法に基づく「えるぼし」最高位を認定 

▶次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」を取得 

取組 5  求める人材の確保 

▶公共施設の職員として適性かつ施設価値を向上できる人員を採用 

発注時の市内事業者の活用 

取組１  委託先選定のポイント 

▶地元事業者を優先して選定 

▶複数社から見積もりを取り、コスト、利便性、サービスなど多面的に比較 

▶専門会社等に委託することで効果的・効率的かつ確実に業務を履行 

７ 応募理由、自己 PR 

応募理由と自己 PR 

指定管理者としての経験とノウハウを活用し、山陽小野田市というまちの体温を高め、市民

や多様な団体がつながる拠点として、まちの賑わいにつなげたいと思い応募しました 

 

 

 

８ 指定管理料 

（税抜） 

年度 金額 

令和６年度 35,416,000 円 

令和７年度 35,416,000 円 

令和８年度 35,416,000 円 

令和９年度 35,416,000 円 

令和 10 年度 35,416,000 円 

山陽小野田を知れば知るほど好きになっています。 動機 1 

私どもなら、市民の活動をつなげることができます。 動機２ 

おせっかいに徹して、多様なきっかけとつながりをつくりたい。 動機３ 



24 

９ 収支計画 

（税抜） 

区分 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 10 年度 計 

項目 内訳       

収

入 

利用 

料金 

会議室/ 

ロッカー 
2,993,581 3,143,254 3,300,409 3,465,427 3,638,690 16,541,361 

指定 

管理料 
 35,416,000 35,416,000 35,416,000 35,416,000 35,416,000 177,080,000 

合計  38,409,581 38,559,254 38,716,409 38,881,427 39,054,690 193,621,361 

支

出 

事業費 

人件費/広告

宣伝費/事業

事務費/講師

謝礼等 

25,313,232 25,557,366 25,695,480 25,819,728 25,953,696 128,339,502 

維持管

理費 

光熱水費/ 

機械警備/特

別清掃 

4,496,000 4,496,000 4,496,000 4,496,000 4,496,000 22,480,000 

事務費 

通信費/保険

料/研修企画

/消耗品/募

集費等/PC/

複合機/コピ

ー使用代等 

2,919,470 2,803,261 2,799,468 2,816,261 2,830,381 14,168,841 

修繕費 修繕費 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 

負担費

その他 

本社/支店営

業管理人件

費・交通費

等 

5,580,879 5,602,627 5,625,461 5,649,438 5,674,613 28,133,018 

合計  38,409,581 38,559,254 38,716,409 38,881,427 39,054,690 193,621,361 
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１０ 事業計画 

指定管理者としての管理運営期間の５年間で想定される事業は下記の様に予定しております。 

▶初年度（令和 6 年度） 

市民活動促進のためのコーディネート・人材育成業務を進め、地域とのつながり作りや施設

の広報活動に力を入れます。 

▶2 年目（令和 7 年度）～4 年目（令和 9 年度） 

1 年目の業務は引き続き行い、様々な市民活動促進に向けた取組・事業を行います。 

▶5 年目（令和 10 年度） 

山陽小野田地域の多様な主体の協創を通じて、当施設が市民活動の「連の拠点」として活用

され、持続的なにぎわいが生まれる施設となるよう管理運営し、さらにその 5 年先、10 年先

の市民活動の促進を支援することを見据えていきます。 

ただし、当施設の管理運営においては、LABV プロジェクトとの連携も想定されることも考え、

運営開始後に関係各所と調整し、明確な事業計画を策定します。 
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１１ その他必要事項 

開館準備業務について 

開館準備を滞りなく行うための計画策定と準備業務の実施及び関係機関との綿密なコミュニ

ケーションにより、スムーズな施設の立上げを行います。 

▶開館準備業務の実施計画 
▷実施スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶開館準備業務について 
指定管理者決定後に、開館準備業務委託契約を締結すると理解しておりますが、業務委託

契約を締結するまでに一定の時間を要することが想定されます。ですが、私どもは、指定

管理者選定直後から開館準備業務を即座に行える人員体制を整え、開館に影響を及ぼさな

いよう遂行します。 

▶オープニングイベントも対応可能 

 



資料６

単位：円（税抜き）

項目

人件費

委託料

事業費

負担金

その他

合 計

項目

2,000,000

会議室使用料

50,000

合計

歳出合計（37,465,864円）-歳入合計（2,050,000円）

=35,415,864円

=35,416,000円（指定管理料）

コピー代等

636,000

３　指定管理料の算出

警備委託料（機械警備）

設備保守委託料（電気設備保守・消防設備点検）

労務管理費

ホームページ　ドメイン管理・サーバ使用・更新

業務管理用パソコン（リース）

交流ホール利用者用パソコン（リース）

その他収入

2,050,000

指定管理料試算分

利用料金収入

デジタルサイネージ

コピー使用料

事業費

2　収入

0

37,465,864

使用料及

び賃借料

1,303,000

2,250,000

業務用複合機（プリンタ・コピー/リース想定）

利用者用複合機（プリンタ・コピー/リース想定）

市民用印刷機

行事参加保険

役務費（通信運搬費、保険料ほか）

市民活動センター指定管理料試算表（単年度）

1　支出

指定管理料試算分

28,147,187

施設長（社員）常勤1名

副施設長（社員）常勤1名

運営事務従事者　非常勤3名

需用費（消耗品費、光熱水費、修繕費ほか）
需用費

役務費

5,129,677

地域コミュニケーター（社員）常勤２名



令和５年１２月議会 総務文教常任委員会

協創部文化スポーツ推進課

物品の購入について

市民体育館照明器具購入



市民体育館照明器具購入

市民体育館の概要

竣 工 昭和62年3月竣工（築36年）

施 設 アリーナ、トレーニング室、会議室ほか

利用状況 アリーナ 2,253件、37,476人 （令和4年実績）

※主な利用 バスケット、バレー、卓球、バドミントンほか

器具購入の概要

アリーナ内水銀灯照明をLED照明に更新する

・LED照明器具 108台

（高天井電源内蔵型）

・照明制御機器 親機1台

子機6台

リモコン1台

納期 令和6年3月15日まで



 令和５年１２月 総務文教常任委員会 

資料一式 
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①選定委員会審査集計表 



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

合　　計 平均点
補正後
平均点

１　公の施設の設置目的及び市が示
した管理運営方針の理解と整合性に
ついて（１０点満点）

6 8 6 6 6 6 6.3

２　安定的な運営が可能となる基盤
について（５点満点）

3 3 3 3 3 3 3

３　利用者対応・サービス向上策等
について（５０点満点） 32 26 34 26 28 28 29

４　施設の維持管理・保守点検管理
の適正について（５点満点） 3 3 3 3 3 3 3

５　施設の管理運営に係る経費の内
容について（１５点満点） 5 5 5 5 3 3 4.3

６　施設の管理運営に係る組織体制
について（１５点満点）

9 7 7 7 7 7 7.3

合　　計
（１００点満点）

58 52 58 50 50 50 318 53.0 53.0

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除外して平均
点を算出することとする。

【山陽小野田市きららガラス未来館】指定管理者選定委員会　審査集計表 令和5年11月20日

申し込み団体　　小野田ガラス株式会社



                    資料２ 

 

 

 

 

 

②選定委員会審査基準表 



施設の設置目的及び市が示した管理運営方針を理解しており、業務全体を通じて提案の内容が優
れており、整合性がとれている。

5

施設の設置目的及び市が示した管理運営方針を理解しており、業務全体を通じて提案の内容も整
合性がとれている。

3

施設の設置目的及び市が示した管理運営方針を理解しているが、提案の内容に整合性が感じられ
ない。

1

市が推進するガラス文化を理解しており、業務全体を通じて提案の内容が優れており、整合性がと
れている。

5

市が推進するガラス文化を理解しており、業務全体を通じて提案の内容も整合性がとれている。 3

市が推進するガラス文化を理解しているが、提案の内容に整合性が感じられない。 1

２　安定的な運営が可能となる基盤について（５点満点）

活動実態や定款、収支報告書等から、円滑な業務遂行が期待でき、かつ、直近２年間、適正な財務
処理がされ、債務超過がない法人・団体で良好な財力を有している。

5

活動実態や定款、収支報告書等から、標準的な業務遂行が可能であり、かつ、直近２年間、適正な
財務処理がされている法人・団体で、リスクに耐えうる財力は備えている。

3

活動実態や定款、収支報告書等から、円滑な業務遂行が期待できず、かつ、財務状況が明らかで
はなく、過去の実績からは判別できないが、適切な財務状況と推定される。

1

平等な利用を図るための方策について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

平等な利用を図るための方策について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

利用者の要望や意見の把握と、その後の運営へ反映させる方法について、効果的で実現性のある
優れた提案がある。

5

利用者の要望や意見の把握と、その後の運営へ反映させる方法について、実現性のある提案があ
る。

3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

トラブルに対応する体制や対処、未然防止策等について、効果的で実現性のある優れた提案があ
る。

5

トラブルに対応する体制や対処、未然防止策等について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

＊審査基準の要点　　利用者の要望や意見をどのような手段で把握し、運営に反映していくのかを、提出書類の記載内容、
プレゼン及びヒアリングから判断します。　仕様書P.9（８）【利用者アンケート等の実施】

③トラブル未然防止（５点満点）

＊審査基準の要点　　苦情やトラブルへの対処、未然防止策に対する応募者の認識の程度を、提出書類の記載内容、プレ
ゼン及びヒアリングから判断します。　仕様書P.９（6）【接客に関する業務】、（9）【危機管理に関する業務】

３　利用者対応・サービス向上策等について（５０点満点）

①利用の平等性（５点満点）

＊審査基準の要点　　提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから、公の施設の利用申込や許可に際し、利用の平等
の確保に対する対応方法を問います。　（使用許可の条件や、減免について理解しているかなど）　条例、募集要項P.3　３
（１）【関係法令の遵守、…管理を行うこと】、仕様書P.5（５）【使用の制限】、P.8（3）【施設及び附属設備の使用許可に関する
業務】、別紙４「体験教室及び使用許可等の業務の基準」

②利用者の要望・意見への対処（５点満点）

１　公の施設の設置目的及び市が示した管理運営方針の理解と整合性について（１０点満点）

①施設の設置目的及び管理運営方針の理解（５点満点）

＊審査基準の要点　　施設の設置目的及び市の示した管理運営方針に対する応募者の認識を問います。事業計画書の記
載内容、プレゼン及びヒアリングから理解の程度を判断します。　条例、仕様書P.3　２【事業目的】、３【管理運営に関する基
本的な考え方】、募集要項P.2　１（３）【施設の設置目的等】、P.4　６（２）【事業計画書】

①団体の活動状況及び財務状況（５点満点）

＊審査基準の要点　　事業計画書の記載内容、登記事項証明書・定款、決算書等の添付書類から、団体の活動実績(安定
した運営を行うことのできる基盤を持った団体かなど）及び財務状況（経理状況が健全かなど）を問います。　募集要項P.4
６（２）【事業計画書】、（３）【応募の資格及び要件に関する書類】、（４）【団体等の定款、…これらに類する書類】、（５）【過去
の管理実績がわかる書類】

山陽小野田市きららガラス未来館指定管理者審査基準表 選定委員氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

審査項目 審　査　基　準 配点
指定管理
応募者

②市が推進するガラス文化に対する理解（５点満点）

＊審査基準の要点　現代ガラス展やCLASS　GLASSなど、市が推進するガラス文化について、応募者の認識を問います。
事業計画書の記載内容、プレゼン及びヒアリングから理解の程度を判断します。募集要項P.4　６（２）【事業計画書】

1



審査項目 審　査　基　準 配点
指定管理
応募者

ガラス体験教室の計画や方法について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

ガラス体験教室の計画や方法について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

講座の計画や方法について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

講座の計画や方法について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

利用者サービスの向上が期待できる方策について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

利用者サービスの向上が期待できる方策について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

誘客促進事業について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

誘客促進事業について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

広報宣伝活動について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

広報宣伝活動について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

セルフモニタリングの実施方法について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

セルフモニタリングの実施方法について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

個人情報の取扱いや守秘義務について、法令等の内容を踏まえたマニュアルの作成など具体的に
記載されており、効果的で実現性のある優れた提案がある。

5

個人情報の取扱いや守秘義務への対応策について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

法令を遵守した点検、修繕計画、衛生環境の確保、保守管理・修繕に必要な資格者の配置、環境
負荷低減への配慮等詳細な記載があり、管理体制について、仕様書に示す水準を上回る提案と
なっている。

5

具体的な記載があり、管理体制について仕様書に示す水準を満たしている。 3

記載はあるが、管理体制について仕様書に示す水準に比べ不十分である。 1

４　施設の維持管理・保守点検管理の適正について（５点満点）

①維持管理・保守点検管理の適正（５点満点）

＊審査基準の要点　　施設設備・備品管理、保守点検管理の計画や方法が、法令を遵守し、仕様書に示した基準に照らし
て適正であるか、提出書類の記載内容から判断します。　募集要項P.4　６（２）【事業計画書】、仕様書P.7　７（１）【施設設備
の維持管理】、別紙２【維持管理及び保守業務の基準】

⑨セルフモニタリングについて（５点満点）

＊審査基準の要点　　運営業務及び維持管理業務のサービス状況の維持・改善に向けた、セルフモニタリング等の効果的
な方法の整備について、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。　募集要項P.4　６（２）【事業計画
書】、仕様書P.10　（１１）【セルフモニタリングの実施】

⑩個人情報の保護対策（プライバシーポリシー）及び情報開示（５点満点）

＊審査基準の要点　　情報セキュリティー対策、情報開示への対応等、情報管理に対する応募者の認識を問います。　募集
要項P.4　６（２）【事業計画書】、仕様書P.12　９【情報の取扱いに関する事項】

⑦誘客促進事業について（５点満点）

＊審査基準の要点　　自らの提案により事業目的、各種法令、例規等を満たす範囲において、施設の魅力向上や誘客につ
ながるような、指定管理料の範囲内で行う事業について、仕様書に示した利用者の拡大、リピーターの獲得や市内外への認
知度の向上等が期待できるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。募集要項P.4　６（２）【事業計
画書】、仕様書P.8　（４）【誘客促進・周辺施設連携事業に関する業務】

⑧広報宣伝活動について（５点満点）

＊審査基準の要点　　広報宣伝活動についての提案内容を審査します。（広く多数に向けての広報宣伝活動は計画されて
いるかなど。）　募集要項P.4　６（２）【事業計画書】、仕様書P.9（7）【広報宣伝に関する業務】

⑥利用者サービスの向上について（５点満点）

＊審査基準の要点　　ガラス体験・講座や施設及び附属設備等の使用に際し、利用者の利便性や満足度を高めるような
サービス向上が期待できるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。募集要項P.4　６（２）【事業計
画書】、別紙４【体験教室及び使用許可等の業務の基準】

④ガラス体験教室の運営について　（５点満点）

＊審査基準の要点　　体験教室の計画や方法が仕様書に示した基準に照らして適正であるか、提出書類の記載内容、プレ
ゼン及びヒアリングから判断します。　募集要項P.4　６（２）【事業計画書】、仕様書P7（２）【体験教室等に関する業務】、別紙４
【体験教室及び使用許可等の業務の基準】１（１）（２）

⑤講座の運営について　（５点満点）

＊審査基準の要点　　講座の計画や方法が仕様書に示した基準に照らして適正であるか、提出書類の記載内容、プレゼン
及びヒアリングから判断します。　募集要項P.4　６（２）【事業計画書】、仕様書P7（２）【体験教室等に関する業務】、別紙４【体
験教室及び使用許可等の業務の基準】２（１）（２）（３）
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審査項目 審　査　基　準 配点
指定管理
応募者

具体的な根拠をもって、かつ事業計画に基づく綿密な収支の分析・積算を行っている。 5

事業計画に基づく収支の分析・積算をしており、安定的な運営に期待が持てる。 3

収支の分析・積算に具体性を欠いている。 1

５年間の指定管理料の提示額（税抜）が、１８４，１００，０００円未満である。 5

５年間の指定管理料の提示額（税抜）が、１８４，１００，０００円以上１８７，７５０，０００円未満であ
る。

3

５年間の指定管理料の提示額（税抜）が、市の示した限度額（１８７，７５０，０００円）と同額である。 1

運営に係る経費の縮減に向けた計画について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

運営に係る経費の縮減に向けた計画について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

総括責任者・事務従事者・体験教室及び講座従事者の配置や役割分担が明確に示されており、円
滑な運営のための十分な勤務体制、バックアップ体制が構築されている等、仕様書の示す水準を上
回る提案となっている。

5

総括責任者・事務従事者・体験教室及び講座従事者の配置が仕様書の示す水準を満たしている。 3

総括責任者・事務従事者・体験教室及び講座従事者の配置が曖昧で、実現性に欠けている。 1

研修計画等の内容について、効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

研修計画等の内容について、実現性のある提案がある。 3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

災害時・緊急時の対応に関する具体的な危機管理体制及びマニュアルの作成や、事故に対する保
険加入などについて記載があり、効果的で実現性のある優れた提案がある。

5

災害時・緊急時の危機管理体制や事故に対する保険加入など、その対応について、実現性のある
提案がある。

3

提案はあるが、実現性に欠ける。 1

得
点
合
計

　／１００

＊審査基準の要点　　研修体制の適正について、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングからその程度を判断しま
す。　募集要項P.4　６（２）事業計画書、仕様書P.6（４）【従事者の心得】、（５）【従事者についての留意事項】、P.9（６）【接客
に関する業務】

＊審査基準の要点　　組織体制等の適正について、提出書類の記載内容からその程度を判断します。　募集要項P.4　６
（２）事業計画書、（３）③【応募資格に掲げる経験を有することがわかるもの】、仕様書P.5　６【管理運営に必要な体制づくり】

②指導育成・研修体制の妥当性（５点満点）

＊審査基準の要点　　指定管理料の提示額で、区別します。　募集要項P.5　７（２）【指定管理料】※税抜き額

③災害時・緊急時の危機管理体制・対応（５点満点）

＊審査基準の要点　　災害・事故又は事件等の不測の事態が起こった場合など、緊急時の危機管理体制や対応が具体的
か。また、体験等の事故に対応できる保険加入を考えているかなど対応策についての提案もあるか、提出書類の記載内容
からその程度を判断します。　募集要項P.4　６（２）事業計画書、仕様書P.3　３（３）【利用者の安全を確保し、…徹底する。】、
P.９（9）【危機管理に関する業務】

６　施設の管理運営に係る組織体制について（１５点満点）

①組織体制、人員配置、有資格者の確保及び雇用計画（５点満点）

③効率的な運営（５点満点）
＊審査基準の要点　　指定管理者制度による民間活力の導入により、効率的な運営（運営費の縮減）に向けた方策がある
か、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングからその程度を判断します。募集要項P.4　６（２）【事業計画書】、仕様書
P.3　３（６）【効率的な・・・運営費の縮減に努める】

５　施設の管理運営に係る経費の内容について（１５点満点）

①収支計画の妥当性（５点満点）

＊審査基準の要点　　収支計画が適正な算出に基づいて計画されているか、提出書類の記載内容からその程度を判断しま
す。（事業計画書との整合性はあるか。その他の事業収入を見込んでいる場合はその具体的内容。）　募集要項P.4　６（２）
【事業計画書】、P.4　６（３）【応募の資格及び要件に関する書類】、仕様書P.11（13）【経理に関する業務】

②指定管理料（５点満点）
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 山陽小野田市きららガラス未来館の指定管理者を募集します。  

１  対象施設の概要  

（１）名称   

   山陽小野田市きららガラス未来館  

（２）所在地   

   山口県山陽小野田市大字小野田 7534 番地 4 

（３）施設の設置目的等  

   ガラス未来館は、年齢や地域を問わず多くの方々を対象とした  

  生涯学習施設として平成 16 年に開館しました。様々なガラス体験  

  教室や講座、イベントなどを通して、市にガラス文化を定着させ、  

  全国へ市のガラス文化を発信する拠点として設置されました。  

   また、当館の設置により、周辺の観光・レクリエーション施設  

  が一体となり、山陽小野田市の新しい観光地の整備が図られ、よ  

  り一層の発展が期待されています。  

（４）施設規模  

  ①完成年度  平成１６年６月  

  ②建築設計  建築家  隈  研吾  

  ③敷地面積  1873.49 ㎡（駐車場完備、大型バス可）  

  ④建築面積   593.52 ㎡  

  ⑤延床面積   521.81 ㎡  

  ⑥建築構造  鉄骨造平屋  

（５）施設の主な内容  

  ・多目的ホール（ 124.86 ㎡）  ・工芸教室（ 103.45 ㎡）      

  ・ホットショップ（ 110.67 ㎡）  ・コールドショップ（ 45.09 ㎡） 

  ・ホットワーク用設備   ・コールドワーク用設備   等  

 ※  詳細については、別に定める「山陽小野田市きららガラス未来  

館指定管理業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）を参照のこと。  

 

２  応募資格  

（１）応募資格  

   次の要件を満たす法人その他団体等で指定期間中、安全かつ円

滑に施設の管理運営を行うことができるもの。  
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  ①  ガラス体験等の指導経験を有する者を含む団体。  

  ②  地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号） 

   の規定に該当しないこと。  

③  市から指名停止措置を受けていないこと。  

  ④  破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続、民事

再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続、

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく会社更生手

続又は会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく特別清算の

開始の申立てを受けていないこと、若しくは自ら申立てを行っ

ていないこと、又はこれらの手続を行っていないこと。  

  ⑤  市税を滞納していないこと。  

  ⑥  山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例

第１８号）第２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等

に該当していないこと。   

 

３  指定管理者が行う管理の基準  

（１）関係法令の遵守及び施設の設置目的に沿った管理を行うこと。  

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。  

（３）施設管理に係る情報は市に準じた開示を行うこと。  

（４）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に  

  取り扱うこと。  

 ※  管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、協定で定めます。  

 

４  指定管理者の業務等  

（１）ガラス未来館の使用許可に関する業務  

（２）ガラス工芸の制作体験及び工芸教室の開催に関する業務  

（３）ガラスに関する資料及び作品の収集、展示及び保管に関する業  

  務  

（４）ガラス関連イベントの企画及び開催に関する業務  

（５）ガラス未来館の維持管理に関する業務  

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務  

  ※  詳細については、仕様書に従い実施するものとします。  
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５  指定の期間  

  令和６年（２０２４年）４月１日から令和１１年（２０２９年）

３月３１日までの５年間とします。ただし、管理を継続することが

適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがあります。  

 

６  提出書類  

  申請に当たっては、以下の書類を市に提出していただきます。な  

お、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあり  

ます。  

（１）指定管理者指定申請書（様式第 1 号）  

（２）事業計画書（様式第２号）  

   仕様書及び利用料金並びに指定管理料に基づいて事業計画書を  

  策定してください。  

①  施設の管理運営方針  

②  利用者サービス  

③  施設の維持管理・保守点検管理  

④  指定期間内の業務計画書（年度ごと、全体）  

⑤  指定期間内の収支計画（年度ごと、総括表・内訳表）  

⑥指定管理料（年度ごと、合計）  

※７（２）で定める額を上限額とします。  

⑦管理運営に係る組織体制（組織・人員体制、雇用計画等）  

  ⑧その他必要事項  

（３）応募の資格及び要件に関する書類  

  ①法人等概要書（登記事項証明書、直近２ヵ年度の事業及び決算  

   報告書、役員名簿等）  

  ②団体の構成員名簿等、状況がわかるもの（非法人の場合）  

  ③２（１）応募資格に掲げる経験を有することがわかるもの  

  ④市税の滞納がないことを証明する書類  

（４）団体等の定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類す  

  る書類  

（５）過去の管理実績がわかる書類（該当があれば）  

  ①施設等管理運営実績表  
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  ②過去に指定管理者の指定を受けたことがある団体においては、  

  その実績がわかる書類    

 (６ ) 市長が必要と認める書類  

 ※  申請に当たって提出していただく書類は、原則として山陽小野

田市情報公開条例による情報公開の対象となります（ただし、山

陽小野田市情報公開条例第９条各号に定める非公開情報に該当す

るものを除く。）。  

７  利用料金及び指定管理料  

（１）利用料金  

  ①この施設は利用料金制度を採用します。指定管理者は、利用料

金（使用料及び体験料）を自らの収入として収受し、施設の管理

運営に要する経費に充てることとします。  

  ②利用料金の額及び減額又は免除については、山陽小野田市きら  

  らガラス未来館条例によるものとします。  

（２）指定管理料  

  ①市は指定管理者に対し、施設の管理運営費に充てるため、会計  

  年度ごとに、次の金額を限度として指定管理料を支払います。  

   申請において、指定管理料が限度額を上回ることのないように  

してください。  

各年度（単年度）分  

３７，５５０，０００円（税抜き）  

別 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 加 算 し ま

す。  

５ヵ年合計  

１８７，７５０，０００円（税抜き）  

別 に 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 額 を 加 算 し ま

す。  

   
 

②指定管理料の額は、指定管理業務に係る経費の支出見込み額か  

  ら利用料金等の収入見込み額を差し引いた額とし、応募の際に指  

  定管理者から提示された金額を基に、市と指定管理者で締結する  

  協定において定めます。  

  ③指定管理料は、災害の発生や施設設備改修など特別な場合を除
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き、原則として変更しません。  

    ④指定管理者の経営努力により生じた利益については、原則とし  

て指定管理者の利益とします。  

 

８  質問事項の受付  

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。  

（１）受付期間  

   令和５年１０月１６日（月）から１０月２３日（月）午後５時

１５分まで  

（２）受付方法  

   質問票（様式第４号）に記入のうえ、文化スポーツ推進課に持

参、ファックス、郵送又は電子メールで提出してください。持参

以外の場合は、必ず着信確認を行ってください。  

（３）回答方法  

   令和５年１０月２５日（水）に文化スポーツ推進課より回答書

を配付します。  

 ※再質問は、１０月２５日（水）当日に限り受け付けます。  

 

９  申請書の提出先、提出方法及び提出期間  

（１）提出先  

   山陽小野田市文化スポーツ推進課  

   〒 756-8601 山陽小野田市日の出一丁目１番１号  

   TEL（ 0836） 82-1115  FAX(0836)83-2604 

（２）提出方法  

   書留郵便又は持参  

 ※電子メール、ファックスでの提出は認めません。  

（３）提出期間  

   令和５年１０月１６日（月）から１１月７日（火）までの開庁

日の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。  

 ※郵送の場合、最終日の午後５時１５分までに必着のこと。  

（４）提出部数  

   正本１部及び副本９部  
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 ※市が必要と認める場合は追加資料の提出を求めることがあります。 

（５）辞退について  

   申請書提出後選定委員会までに辞退する場合は、文書にて辞退  

  届を山陽小野田市文化スポーツ推進課に提出してください。  

 

10 選定方法  

  指定管理者選定委員会において、各委員が選定基準に沿って、そ  

 れぞれ審査した評点の合計が基準を満たしている場合、合議制によ

り申請者を指定管理者候補者として選考します。  

【選定基準】  

①  公の施設の設置目的及び市が示した管理運営方針の理解と整合性

について  

②  安定的な運営が可能となる基盤について  

③  利用者対応・サービス向上策等について  

④  施設の維持管理・保守点検管理の適正について  

⑤  施設の管理運営に係る経費の内容について  

⑥  施設の管理運営に係る組織体制について  

 

11 申請に要する経費  

  申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。  

 

12 無効又は失効  

 以下の事項に該当する場合は、無効又は失効となります。  

（１）申請書の提出先、提出方法、提出期限が守られなかったとき  

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの  

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの  

（４）虚偽の内容が記載されているもの  

（５）申請者による指定管理料提案額が本募集要項に提示した上限額

を超えているとき  

（６）その他選定委員会で協議の結果、審査を行うにあたって不適当  

  と認められるもの  
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13 選定委員会  

  令和５年１１月２０日（月）に実施します。（予定）  

  ※都合により、変更となる場合があります。  

  当日は申請団体によるプレゼンテーションを行っていただきます

ので、出席方お願いします。  

時間、場所、方法、手順等については後日連絡いたします。  

 

14 選定結果  

  令和５年１１月下旬、申請者に文書で通知します。  

 

15 指定管理者の決定  

（１）指定管理者は、令和５年１２月山陽小野田市議会の議決を経て

決定（指定）されます。  

（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協

定の指定管理料は令和６年度予算額以内となりますので、申請時

に提出のあった指定管理料の提案価格を下回る場合があります。  

（３）指定管理者の決定後に辞退する場合は、辞退により生じた市が

受ける損害の全部又は一部について賠償するものとします。  

 

16 その他  

（１）既定の様式は別添のとおりです。  

（２）提出書類はお返しできません。  

（３）提出された書類は、選定協議の目的で使用する場合に限り複写

します。  

（４）提出された書類は、情報公開の請求により開示する場合があり

ます。  

（５） 受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

（６）指定管理者候補者に選定された場合、申請者固有のノウハウな

ど外部への報告に適さない情報を除いた「提案概要書」を選定後

速やかに提出していただき、本資料を用いて議会等への報告を行

うことで、著作権及び知的財産権の取扱いに留意します。また、

提案概要書の内容は、議会、報道機関への情報提供及び市の広報
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媒体での掲載のために無償で使用することができるものとします。

なお、申請者が提出書類の内容に固有のノウハウなど外部への報

告に適さない情報が含まれていないと判断する場合、提案概要書

の提出を省略することができます。  

（７）市から提供された募集要項、関連資料等は本募集に係る書類作

成のために利用する以外は利用を認めません。  

（８）市は、天変地異、政策変更等やむを得ない事業がある場合は、

本募集を凍結し、又は中止する場合があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ■問合せ先  

  山陽小野田市文化スポーツ推進課   
  （山陽小野田市日の出一丁目１番１号）  

  TEL(0836)82-1115 FAX(0836)83-2604 
  Mail: bunka-sports＠ city.sanyo-onoda.lg.jp 
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１  趣旨  

  この仕様書は、山陽小野田市きららガラス未来館条例（平成１７  

 年条例第１８９号。以下「条例」という。）及び同施行規則（以下「規  

 則」という。）に定めるもののほか、指定管理者が行う業務の詳細に  

 ついて定める。  

 

２  事業目的  

  山陽小野田市きららガラス未来館（以下「ガラス未来館」という。） 

 は生涯学習施設として子どもから大人まで幅広い年齢層を対象に、  

 様々なガラス体験や講座、イベントなどを通して、山陽小野田市（以  

 下「市」という。）にガラス文化を定着させ、また、全国へ市の取り  

 組むガラス文化を発信することを目的とする。  

  

３  管理運営に関する基本的な考え方  

  次の考え方に基づきガラス未来館を運営する。  

（１）施設の事業目的に則した魅力ある事業を実施し、ガラス文化の  

  定着と発信の実現に向け最大限努力する。  

（２）体験者、見学者及び使用者（以下「利用者」という。）の平等な  

  利用を確保する。また、正当な理由がない限り施設の利用を拒ん  

  ではならない。  

（３）利用者の安全を確保し、災害時、緊急時に備えた危機管理を徹  

  底する。  

（４）施設の利用促進を積極的に図るとともに、サービスの向上に努  

  め、円滑かつ適切な管理運営を行う。  

（５）利用者の意見や要望などを管理運営に反映させる努力をする。  

（６）効率的な運営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に  

  努め、運営費の縮減に努める。  

（７）施設管理に係る情報は、市に準じた開示を行う。  

（８）個人情報の保護を徹底する。  

（９）指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託してはならない。  

ただし、一部の業務を第三者に委託する場合は、市の承認を得る  

こと。  

（ 10）本仕様書のほか、関係法令等を遵守する。  
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４  法令の遵守  

  ガラス未来館の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、条例等  

 関係法令及び別に定める協定書を遵守し、ガラス未来館の事業目的  

 に沿って管理すること。  

 ※主要な関係法令等  

 ・地方自治法（昭和２２年法律第６７号）  

 ・山陽小野田市きららガラス未来館条例（平成１７年条例第１８９  

  号）  

 ・山陽小野田市きららガラス未来館条例施行規則（平成２６年規則

第１０号）  

 ・個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）  

 ・山陽小野田市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第２３号）  

 ・山陽小野田市情報公開条例（平成１７年条例第８号）   

 ・山陽小野田市財務規則（平成１７年規則第５２号）  

 ・山陽小野田市指定管理者指定手続条例（平成１７年条例第２２６  

  号）  

 ・山陽小野田市率先実行計画  

 ・山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）  

 ・労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年

法律第１３７号）及びその他労働関係法令  

  なお、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様  

とする。  

 

５  管理運営に関する基準  

（１）休館日  

   規則第２条に規定するとおり  

    毎週月・火曜日  

    祝日（土・日曜日に当たるときは開館）  

    年末・年始（１２月２９日～３１日、１月２日・３日）  

（２）開館時間  

   規則第３条に規定するとおり  

    午前９時から午後５時までとする。  

 ※（１）及び（２）の事項について、指定管理者が特に必要がある  

  と認めるときは、市の承認を得て変更することができる。（規則第

４条に規定するとおり。）  
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 ※災害等により臨時休業する場合は、事前に市と協議し告知するこ

と。  

（３）入館料  

   無料とする。  

（４）利用料金   

  ①  別紙１「利用料金関係一覧」の範囲内においてあらかじめ市  

   長の承認を受けて利用料金を定め、徴収すること。利用料金を  

   変更しようとするときも同様とする。   

  ②  施設及び附属設備利用料金の減額又は免除の決定は、規則に  

基づくこと。  

  ③  新たに減免の基準を設ける場合には、事前に市と協議し承認  

   を受けなければならない。   

（５）使用の制限  

  ①  指定管理者は、市が必要と認める場合を除き、ガラス未来館

をその目的外に使用することはできない。  

  ②  市の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転

貸し、又は賃借権その他使用若しくは収益を目的とする権利を

設定することはできない。  

  ③  次に該当する場合は、ガラス未来館の使用を許可することは  

   できない。   

   ア  公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。  

   イ  ガラス未来館の建物若しくは附属設備を損傷し、又は滅失  

    するおそれがあると認めるとき。  

   ウ  ガラス未来館の管理上支障があると認めるとき。  

   エ  山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）  

第２条第１号に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴  

力団員であるとき。  

   オ  その他利用上不適当と認めるとき。  

 

６  管理運営に必要な体制づくり  

  指定管理者は、管理運営業務を実施するにあたり、利用者のサー  

 ビス向上及び安全確保を図り、業務に支障なく対応できる人員を配  

置しなければならない。また、市担当職員との連絡を密にし、速や  

かに事務処理を行うこと。   
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（１）総括責任者について   

   管理運営業務全般の責任者として、専任の総括責任者を置くこ  

と。  

（２）事務従事者について  

  ①  運営管理の実務経験を有するものを配置すること。  

  ②  事務従事者を配置すること。（①との兼務も可）  

  ③  事務従事者は地元からの雇用を優先すること。  

（３）体験教室及び講座従事者について  

  ①  類似施設の体験教室及び講座（以下、「体験教室等」という。）  

   の実務経験を有するものを配置すること。  

  ②  安全等に十分配慮し、事故なく体験教室等が開催できる実務  

   経験を有するものを配置すること。  

（４）従事者の心得  

  ①  穏やかな物腰、言葉遣いで利用者に印象良く対応すること。  

  ②  利用者の安全に配慮し、事故あるときは迅速に対応すること。 

  ③  観光案内、施設に対する問い合わせに対応できる知識の習得  

   等自己研鑽に努めること。  

（５）従事者についての留意事項  

  ①  従事者の名簿を市に提出すること。その者に異動があった場

合も同様とする。  

  ②  従事者の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配  

   慮すること。また、従事者が負傷、疾病その他の理由により業  

   務遂行に支障がある場合は、速やかに交代要員を確保すること。 

  ③  従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を  

   遵守し適切に行うこと。  

  ④  従事者の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識と  

   技術を習得させる研修等の実施に努めること。  

  ⑤  服務規律については従事者に十分に教育を行うこと。  

  ⑥  次の認定要件を満たす体制を速やかに整えること。  

   ア  甲種防火管理講習課程を修了した防火管理者を１名設置す  

ること。  

   イ  防火管理者は、消防計画書を作成し、消防訓練を行うこと。  
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７  業務概要  

（１）施設設備の維持管理   

  ①  ガラス未来館敷地内に存する全ての施設設備の維持管理及び  

保守業務を行うこと。   

   ※  詳細は別紙２「維持管理及び保守業務の基準」及び別紙３  

    「施設概要」を参照のこと。  

  ②  保守管理や修繕に必要な知識や技術・資格を有しない場合は、 

   市と協議し、承認を得て一部を専門業者に委託することができ

る。  

  ③  施設設備の大規模な修繕や改修についての提案を行い、改善  

   に努めること。   

  ④  施設設備を維持管理するため、下記の事項を遵守すること。   

    ア  保守管理・点検   

   （ア）  施設内の設備については、法令を遵守した点検、良好  

      な維持管理及び故障時の修理を行うこと。   

   （イ） 建物の不具合、雨漏り、壁のひび、附帯設備の故障等、  

      施設を管理するうえで重大な不具合が発生したときは速  

      やかに市に報告すること。   

   イ  ２０万円（消費税及び地方消費税を含む）を超える施設・  

備品等の修繕は、市と協議を行ったうえで行うこと。なお、  

２０万円以内（消費税及び地方消費税を含む）で行った場合

には市に報告すること。  

    ウ  その他施設の管理に関すること  

          消耗材料等の購入や在庫管理、各種契約など全ての事務を  

    行うこと。  

  ⑤  備品台帳の整備と備品の保守管理を行うこと。購入及び廃棄  

   等の異動については市と協議を行うこと。  

（２）体験教室等に関する業務  

   詳細は別紙４「体験教室及び使用許可等の業務の基準」を参照

のこと。また、体験料及び保険料は別紙１中「きららガラス未来

館体験料、アシスタント料及び保険料」にて定める。新たに教室

等を企画する場合は、体験料及び保険料を設定し、市の承認を得

ること。  

①   体験教室等の案内及び予約受付  

②   体験教室等の実施  



8 

③   利用料金（体験料）の徴収  

（３）施設及び附属設備の使用許可に関する業務  

条例第５条及び８条、規則第６条から第８条までに規定するとお

り。なお、業務の詳細は別紙４「体験教室及び使用許可等の業務の

基準」を、使用料等は別紙１「利用料金関係一覧」を参照のこと。 

①   利用者等の受付  

②   施設及び附属設備の使用許可及び使用許可書の交付  

③   利用料金の徴収  

④  施設及び附属設備の使用方法の説明      

（４）誘客促進・周辺施設連携事業に関する業務  

  自らの提案により、事業目的、各種法令、例規等を満たす範囲に  

おいて、施設の魅力向上や誘客につながる取組を指定管理料の範囲  

内で行うものとする。また、市が行う C.C.Z に位置する施設等と連  

携し、エリア全体での交流促進によるにぎわいの創出を図る事業の  

実施に努めること。  

  なお、企画・運営の詳細は指定管理者からの提案とするが、実施  

に当たっては、あらかじめ市と協議した上で実施すること。  

①   利用者の拡大及び集客アップに向けた取組  

②   リピーターを獲得するためのイベント  

③   施設サービスの拡大に向けた取組  

④   市内外（県外を含む）への認知度の向上、誘客の拡大に向けた

取組  

（５）自主事業  

  ①  指定管理者は、指定管理業務の運営を妨げない範囲において、 

指定管理者の責任と費用により、施設の目的に沿った自主事業  

を行うことができる。  

②   自主事業の実施により得た収益は指定管理者の収入とするが、

自主事業に要する経費に市が支払う指定管理料を充てることは

できない。  

③   自主事業の実施に伴う一切の責任を指定管理者が負うものと

する。  

④   自主事業の実施に当たっては、市と協議の上、必要な許可手続

き等を経て実施し、報告すること。  

⑤   経理区分については、指定管理業務に係る経費と自主事業に係
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る経費を区分して整理すること。  

（６）接客に関する業務  

  ①  利用者対応  

   ア  見学者の窓口対応、館内案内、電話応対  

   イ  観光案内等の各種問い合わせへの対応  

   ウ  負傷者、急病人の対応  

   エ  災害時における避難誘導等の対応  

   オ  年少者、高齢者、障害者等の要配慮者への対応  

  ②  トラブル対応  

   ア  要望や苦情、トラブル等の迅速かつ適切な処理及び文書へ  

の記録  

   イ  重要事項や指定管理者への要望、苦情等の市への迅速な報  

    告  

（７）広報宣伝に関する業務  

   体験教室等の開催に応じた広報宣伝活動を随時行うこと。  

①   ポスター、チラシ、リーフレット、ホームページ等の作成   

  ②  報道機関への積極的な情報提供  

  ③  市広報等への情報提供  

④   類似施設のチラシ配置やポスター掲示等、ＰＲの相互協力   

⑤   その他指定管理者が必要と認める SNS 等を活用した広告宣伝  

業務  

（８）利用者アンケート等の実施  

  ①  利用者の意見や要望などを適切に把握するため、アンケート  

調査等を適宜実施し、結果を市に提出すること。  

②   実施したアンケート調査等の結果を分析し、管理運営に適切  

に反映すること。  

（９）危機管理に関する業務  

  ①  自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者や発生源になっ  

   た場合等のあらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態があった  

   場合は、遅滞なく適切な措置を講じたうえ、市をはじめ関係機

関に通報すること。  

   ア  火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及  

    び関係機関（警察署、消防署等）への通報を行うこと。  

   イ  停電時等における施設の復旧を遅滞なく行うこと。  

   ウ  その他利用者に対する対応に万全を期すること。  
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   エ  状況及び対応内容等を速やかに市へ報告すること。  

  ②  災害に備え、事前に予防対策を講じること。   

   ア  危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、  

    災害時の対応について随時訓練を行うこと。   

   イ  監督官庁から指摘があった場合は、ただちに改善すること。 

  ③  常に入館者を確認し、不審者等の早期発見に努めること。  

   また、館内外を随時巡回し事故等の未然防止や施設の不備の発  

   見に努めること。  

  ④  体験者や体験従事者の万一の事故に備えて適切な保険等に加  

   入するなどの措置を講じること。  

（１０）環境衛生に関する業務  

  ①  市が「山陽小野田市率先実行計画」を定め、環境改善活動や  

   エコロジー活動などに取り組んでいることから、それに準じた  

   取り組みを行うこと。  

  ②  利用者に対し、館内飲食禁止の周知徹底など、衛生環境の確  

   保に努めること。   

  ③  常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び  

   定期清掃を適切に行うこと。  

④  ガラス未来館から排出される不燃物ごみ（ガラス等）につい  

   ては、事業所ごみとして指定管理者が適切に処理すること。  

（１１）セルフモニタリングの実施  

   指定管理者は、自らの運営業務及び維持管理業務のサービス状  

況を維持・改善するよう、セルフモニタリングを実施すること。  

セルフモニタリングの実施に当たっては、仕様書に示す業務につ  

いて、具体的な項目や指標の達成目標を設定し、業務が確実に遂  

行されているか確認し市に報告すること。セルフモニタリングの  

結果を踏まえて、課題を確認した場合は、速やかな解決に努める  

こと。  

（１２）事業に関する報告業務  

   事業計画書、事業報告書、その他市が提出を求める書類等を作  

成し、それぞれの期限までに提出すること。  

①   体験教室等の年間事業計画書を事業年度開始１か月前までに  

   市に提出すること。  

②   業務報告は、月次業務報告とし、毎月終了後 10 日以内に市に  

提出すること。  
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③  次の事項を記載した各事業年度ごとの報告書を、事業年度の  

終了後２か月以内に市に提出すること。  

ア  維持管理業務の実施状況に関する事項  

イ  体験教室等の業務の実施状況に関する事項  

ウ  施設の利用状況に関する事項  

エ  施設の利用料の状況  

オ  セルフモニタリング結果  

カ  前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項  

④  市は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指  

示を行うことができる。  

（１３）経理に関する業務  

  ①  指定管理者の収入   

   ア  指定管理料  

   イ  利用料金（使用料、体験料）  

   ウ  自主事業による収入  

  ②  指定管理者の支出   

   ア  人件費（職員の給料、交通費等）   

   イ  業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費、職員の福  

利厚生費等）  

   ウ  事業費（体験・広告等に係る経費）   

   エ  一般管理費（消耗品費、器具備品費等）   

   オ  施設費（消耗品費、光熱水費、燃料費、修繕費、印刷製本

費、通信運搬費、保守点検費等 ) 

   カ  保険料  

   キ  公租公課（事業所税等）  

  ③  経理について  

    指定管理に係る業務の収入及び支出は、指定管理者が行って  

   いる他の事業と区別し、明確にすること。  

   ア  各種の公共料金、物品購入、役務の対価の支払い等、施設  

    の管理運営に関する経費の支払い業務  

   イ  収支計算等の経理事務  

   ウ  利用料金の徴収と日計や統計の作成  

   エ  売上金の適切な処理と収入の整理  

④  決算報告  

    指定管理者は、毎事業年度終了後２か月以内に、団体の決算  



12 

書及び関係書類を市に提出すること。  

８  業務実施に関する留意事項  

  指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定や要領等を別に定め  

 る場合は、市と協議を行うこと。なお、各種規定等がない場合は、

市の諸規定に準じて業務を実施すること。  

 

９  情報の取扱いに関する事項  

（１）個人情報の取扱いについて  

      業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する

法律及び山陽小野田市個人情報保護法施行条例により適正な取扱

いをすること。指定管理者でなくなった場合も同様とする。  

（２）情報の公開について  

    ①  公共施設の管理であることを認識し、山陽小野田市情報公開  

   条例により、その管理運営についての透明性を高めるよう努め  

   ること。   

  ②  個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公  

   表等に関する事項については、協定に定めるところにより遵守  

   すること。  

（３）文書の管理について  

  ①  指定管理者は、管理業務にあたって作成又は取得した文書に  

   ついて、適正に管理し保存すること。   

  ②  指定管理者は管理業務に係る関係帳票及び経理関係書類につ  

   いて整備し、指定期間満了の日から５年間保持すること。  

（４）守秘義務について  

   指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た情報や内容等を  

  第三者に漏らしたり自己の利益のために使用してはならない。指  

  定管理業務に係る従事者及び指定管理期間が満了した後について  

  も同様とする。  

 

10 備品の帰属   

  市は現に所有する備品については、指定管理者に無償で貸与する。 

 また、指定管理者が指定管理料で購入した備品は、原則として市の  

 所有とする。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ指定管理  

 者は市の承認を得なければならない。なお、指定管理者が自らの費  

用で調達した備品は指定管理者の所有とする。  
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11 指定管理者に対する監督  

（１）監督  

   市は指定管理者が管理するガラス未来館の管理運営の適正を期

するため、指定管理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の

状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うこ

とができる。  

（２）指定の取消等  

  ①  指定管理者が倒産した場合、指定管理者の財務状況が著しく  

   悪化した場合又は指定管理者の責めに帰すべき事由により業務  

   の継続が困難になった場合は、市は指定を取り消すことができ

る。この場合に生じた損害は指定管理者が市に賠償するものと

する。  

  ②  指定管理者が市の指示に従わないときは、その指定を取り消

し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ず

ることができる。  

  ③  不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことができ

ない事由により業務の継続が困難になった場合には、市と指定

管理者の間で協議を行い、その結果事業の継続が困難と判断し

た場合は、市はその指定を取り消すことができる。   

  ④  前記のほか、事業の継続が困難となった場合の措置について  

   は、双方が誠意を持って協議し決定する。  

（３）監査  

   監査委員等が市の事務を監査するのに必要があると認める場合、 

  市は帳簿書類その他の記録を提出させるとともに、監査委員会へ

の出席を求め、実地に調査することができる。   

 

12 モニタリング   

（１）モニタリング  

   市は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必

要なサービス水準を確保するため、以下のとおりモニタリングを

実施する。   

①   事業計画モニタリング  

    指定管理者から提出される次年度の事業計画書の内容につい

て、仕様書等に記載された事項が満たされているか確認を行う。

計画内容によっては、必要に応じて任意の利用者及び専門家と
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ともに、状況確認等を行う。  

②   事業報告モニタリング  

    指定管理者は、年１回、自己評価を含む報告書を提出し、市

は当該報告に基づき状況確認等を行う。  

③   随時モニタリング  

    市は、指定管理者から毎月提出される月次報告書等を確認し、

管理運営状況の把握をするとともに、仕様書等に記載された事

項の実施状況によっては、必要に応じて随時に状況確認等を任

意の利用者及び専門家とともに行う。  

（２）是正措置等  

   モニタリングの結果、指定管理者の業務が仕様書等を満たして

いないと判断した場合は是正勧告を行い、当該勧告対象となった

事項に改善がみられない場合、市は、指定管理者に対する支払い

の停止、支払額の減額又は指定管理者の指定の取消しなどの措置

を行うことがある。  

 

13 管理業務に関する費用及び危険負担の範囲  

（１）市が負担する範囲  

  ①  施設の大規模修繕に要する経費  

  ②  施設の増改築に要する経費  

  ③  業務内容の変更に要する経費  

（２）指定管理者が負担する範囲   

  ①  管理業務に関し、当初の予算以上の費用がかかっても、市は  

   費用の補填は行わない。   

  ②  施設及び設備の補修（年間１００万円以内（消費税及び地方

消費税を含む））については、指定管理者が行う。ただし、１件

が２０万円（消費税及び地方消費税を含む）を超える場合は、

市と協議すること。  

  ③  施設及び設備の保守点検に必要となる消耗品、作業費等一切  

   の費用は指定管理者の負担とする。  

  ④  利用者及び第三者に損害を与えたときは、別紙５リスク分担

表に基づき、賠償を行う。ただし、指定管理者が賠償責任を負

う場合において、市が加入する「全国市長会市民総合賠償補償

保険」（以下、「市民総合賠償補償保険」という。）から保険金の

給付を受けることができる場合がある。   
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  ⑤  指定管理者が施設内で独自の事業を運営する場合は、その運

営上もたらされる賠償責任は、「市民総合賠償補償保険」の給付

対象外となるので、別に適切な保険に加入すること。  

 ※  その他、施設の管理運営に伴うリスク分担については、別紙５  

「リスク分担表」に定めるとおりとする。   

 

14 業務引継ぎについて   

  業務引継ぎは、業務引継者、業務引受者及び市が立会のうえで行  

わなければならない。  

（１）業務開始について  

   指定管理者は、市の指示により、業務の開始前までに業務の引  

継ぎ及び各業務の習得を行うこと。なお、業務引継ぎ等に係る費  

用については指定管理者の負担とする。   

（２）業務終了について  

   指定管理者は本業務の終了（地方自治法（昭和２２年法律第６  

  ７号）第２４４条の２第１１項の規定により指定を取り消された  

  場合を含む）に際し、本業務の終了の日までに、必要な事項を記  

  載した業務引継書等を作成し、市又は市が指定するものとの間で、

円滑かつ支障なく施設の管理業務を実施できるよう、適正な業務

引継ぎ等を行わなければならない。また、指定管理期間終了後は、

指定管理者が指定管理料を使用せず、自らの経費で調達した備品

等の撤去を速やかに行い、市へ引き渡すこと。その際、撤去に要

した費用は、全て指定管理者が負担すること。  

（３）業務引継書について  

  ①  業務引継書には、引継ぎの年月日を記載し、業務引継者と業  

   務引受者が連署押印しなければならない。  

②  業務引継書は、３通を作成し、そのうち２通は業務引継者と  

   業務引受者が各 1 通を所持し、1 通は市に提出しなければならな

い。  

（４）引継ぎに関する事項  

その他引継ぎに関する詳細については、市が別に定める事項によ  

るものとする。  

 

15 協定   

  議会の議決をもって指定管理者を指定した後、市と指定管理者は、
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業務を実施するうえで必要となる詳細事項について申請の際に提出

された書類等を基に確認を行い、これに基づき協定を締結する。   

（１）協定に定める事項   

  ①  事業計画に関する事項   

  ②  市が支払うべき指定管理料に関する事項   

  ③  管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する  

   事項   

  ④  事業報告に関する事項   

  ⑤  その他必要と認める事項   

 

16 その他  

（１）業務以外でガラス未来館を使用する場合の取り扱いについて自  

動販売機や作品販売コーナーなどを設置する場合は、行政財産の  

目的外使用許可に係る「自動販売機の設置及び使用料等の取扱い基

準」に基づき、年度ごとに市の許可を受けなければならない。ただ

し、この場合において、既存施設の増改築は認めない。  

   なお、設置に係る費用は指定管理者が負担し、収入は指定管理  

  者のものとする。  

（２）この仕様書に定めのない事項及び指定管理者の業務の内容並び  

  処理について疑義が生じた場合は、市と指定管理者が誠意を持っ  

て協議し決定するものとする。   



＜仕様書＞ 別紙１ 
 

利 用 料 金 関 係 一 覧 
 
 山陽小野田市きららガラス未来館条例に基づく施設使用料 
              

            ガラス未来館使用料表         （単位：円） 

種 別 

金       額        

午前９時から
正午まで 

正 午 か ら 午 後
５時まで 

時間区分帯以外 
（１時間につき） 

午 前 午 後 

工 芸 教 室        1,320        1,650 270       550 

多目的ホール         660          810        110       220 

備考                  

１ １ 使用時間が時間区分帯の欄の時間に満たないときの使用料は、時間区分帯の欄の使用料を 

      徴収する。 

２ ２ 時間区分帯以外（１時間につき）の欄の使用料は、午前９時前及び午後５時後の使用につ 

   いて適用する。この場合において、使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に 

   切り上げて徴収する。 

             

          ガラス未来館附属設備使用料表       （単位：円） 

種 別 単 位 金  額 

ベンチ（ガラス溶解炉、ピックアップオーブン、徐冷炉、

グローリーホールその他工具一式） 

１ 日     11,000 

半 日      5,500 

コールドショップ（加工機その他工具一式）１人につき １ 時 間        330 

サンドブラスト １人につき １ 時 間        220 

電気炉（大・30KW） １ 日      2,200 

電気炉（中・15KW） １ 日      1,650 

バーナー（その他工具一式）１人につき １ 時 間        220 

備考                  

１ 使用単位が１日とは、午前９時から午後５時までをいう。ただし、ベンチの使用における 

１日とは、午前９時から午後４時までをいい、半日とは午前９時から正午まで又は午後１時 

から午後４時までをいう。 

２ 使用単位が１日、半日又は１時間であるものに１日未満、半日未満又は１時間未満の端数 

を生じたときは、１日、半日又は１時間に切り上げて徴収する。 

 
 



           ガラス未来館冷暖房使用料表       （単位：円） 

種   別 
金     額（１時間につき） 

冷   房 暖   房 

工 芸 教 室 490 330 

備考                  

使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、１時間に切り上げて徴収する。 

 

 きららガラス未来館体験料、アシスタント料及び保険料 

体験の種類 体験料 保険料（１回につき） 

吹きガラスＡコース 2,970 円／回 50 円 

吹きガラスＢコース 3,740 円／回 50 円 

エナメル絵付け 
1,320 円～1,430 円／回 

＊使用するガラス生地による 
50 円 

サンドブラスト 
1,210 円～1,320 円／回 

＊使用するガラス生地による 
50 円 

サンドキャスト 1,650 円／回 50 円 

とんぼ玉制作体験 
2,090 円～3,190 円／回 

＊制作するとんぼ玉の形、大きさによる 
50 円 

ガラスアクセサリー体験 

1,650 円～3,300 円／回 

＊制作するアクセサリーの種類、使用す

るガラスパーツによる 

50 円 

ジェルキャンドル体験 
1,210 円～／回 

＊使用するガラスパーツの量による 
50 円 

ガラススタンプ 
2,250 円～2,640 円／回 

＊使用するガラス生地による 
50 円 

万華鏡制作体験 1,320 円／回 50 円 

吹きガラス初級講座 9,900 円／月 50 円 

吹きガラス中級講座 9,900 円／月 50 円 

吹きガラス上級講座 4,400 円／回 50 円 

アシスタント業務 
1,650 円/一時間 

（アシスタント一人当たり） 
50 円 

 
備考 
１ 金額は消費税及び地方消費税を含む（保険料を除く）。ただし、税率は１０％
とする。 



＜仕様書＞ 別紙２ 
 

維 持 管 理 及 び 保 守 業 務 の 基 準 
 

■保守業務項目 ○は、法定資格者による点検 

対象施設等 管理項目 頻度 備考 

ホットショップ 

コールドショップ 

サンドブラスト室 

工芸教室、ボンベ室 

機器管理・点検、修繕 

保守管理・点検 

消耗品補充、管理 

備品管理 

随時 
全業務に支障を

きたさぬように 

機械警備設備 
保守点検、施錠解錠 随時 

 
緊急連絡対応 緊急連絡時 

照明器具類 保守点検、交換 随時 外灯含む 

自動ドア 
保守点検 随時  

 補強器具取付 台風対策時 

空調設備、放送設備 保守点検 随時  

○消防設備 

○機器点検 年２回 法定点検 

○総合点検 年１回 法定点検 

○点検報告書 年１回 消防署に提出 

○自家用電気工作物 ○保安点検 ２ヶ月に１回 法定点検 

自家発電機 

試運転、燃料管理 

バッテリー点検 
２ヶ月に１回程度 台風などの停電

時に対応 
オイル交換 ２年に１回 

○浄化槽 

○機器点検・清掃 年１回以上 法定点検 

○水質検査 年１回以上 法定検査 

○汚泥引抜等の清掃 年１回以上 法定業務 

“夢”プロ作品 
管理・清掃 随時 

美観を維持 
投光器タイマー設定 季節ごとに調整 

 

■維持管理業務項目 

対象施設等 管理項目 頻度 備考 

館内 巡回点検 毎日 

美観を維持 

整理整頓 

消耗品の補充

ゴミの分別処分 

多目的ホール 

工芸教室 

事務室・トイレ 

清掃 週２回以上 

ガラス窓清掃 年２回程度 

ブラインド清掃 年１回程度 

ホットショップ 

コールドショップ 

サンドブラスト室 

倉庫１・倉庫２ 

清掃 

ガラス廃棄物処分（産業

廃棄物） 

随時 

館外 
巡回点検、清掃 

随時 美観を維持 
芝生管理、草刈、剪定 

駐車場 違法駐車の排除など 随時 車止め7～9月 

土嚢（災害対策） 管理、補充 災害時  



＜仕様書＞ 別紙３ 
 

施 設 概 要 
 

1 施設構成    

施  設 付 属 設 備 

多目的ホール 

（124.86㎡） 

・テレビ・ＤＶＤプレイヤー・展示パネル(4)・コルクボー

ド・折りたたみ机・長いす（3）・展示用るつぼ（1）・パ

ンフレット陳列棚・分別ゴミ箱 

※エナメル絵付け大絵画 

※展示台（5）※ガラス作品（28） 

工芸教室 

（103.45㎡） 

・ガラス説明パネル（13）・作業机（大9、中4） 

・折りたたみ机（3）・丸椅子（70）・陳列棚 

・ホワイトボード（1）・流し台・ガスバーナー（8） 

・その他体験教室用備品一式・自動ドア補強器具 

※展示台（1）※ガラス作品（1） 

事務室 

（22.45㎡） 

 

 

・事務机（1）・袖机（2）・デスク下用書棚（3）・電話機 

・子機（2)・書棚・保管庫 

・館内放送設備一式・火災受信設備一式 

・トイレ緊急呼出設備一式 

シャワー・給湯室 

（7.51㎡） 

・機械警備設備一式・シャワー設備一式・ガス給湯器 

・冷蔵庫・食器棚・その他備品一式 

倉庫１ 

（10.96㎡） 

・ロッカー・書棚・電気設備（ブレーカー、投光器タイマー） 

・展示パネル・プロジェクター 

※ガラス作品（13） 

ホットショップ 

（110.67㎡） 

・溶解炉（1）（オープンポット120㎏） 

・グローリーホール（両口、片口各1） 

・電気炉（徐冷炉、大型、中型各1） 

・ピックアップオーブン（1） 

・ガレージ・パイプウォーマー・パイプクーラー 

・作業用ベンチ（2）・マーバー台（大、小各 1） 

・色ガラス収納ワゴン・扇風機（2）・火除け 

・ヨーク・その他道具一式 

コールドショップ 

（45.09㎡） 

・ダイヤ平盤研磨機・平盤研磨機（＃200 用、＃500 用） 

・両軸研磨機・片袖研磨機・卓上研磨機・小割切断機 

・ベルトサンダー・作業用長机（2）・整理棚 

・掃除道具入れ・流し台・給湯器 
 
 
 
 
 



 

施  設 付 属 設 備 

サンドブラスト室 

（17.84㎡） 

・サンドブラスト機（大、中各1）・折りたたみ机（２） 

・整理棚・その他体験用道具、資材 

倉庫２ 

（31.48㎡） 

・自家発電機・整理棚・保管庫・台車・掃除機 

・ホットワーク、コールドワーク、キルンワーク用道具 

・とんぼ玉キット・ステンドグラスキット 

・その他体験教室用道具・その他資材 

ボンベ室（5.63㎡） ・コンプレッサー 

トイレ 

（41.87㎡） 

＜男性用、女性用、障がい者用＞ 

・掃除道具一式・脚立（小） 

外周り、その他 ・水道（ホットショップ側、LPガス貯蔵設備側）・ホース 

・外灯（ホットショップ警備出口、駐車場） 

・消火器（キュービクル、ＬＰガス貯蔵設備） 

・看板（未来館南口、交流館入口、郵便受け兼用） 

・車止め（敷地入口）・灰皿・傘立て（入口そば） 

・収集用ゴミ箱・浄化槽・ＬＰガス貯蔵設備 

・キュービクル・植栽 など 

※“夢”プロ(ガラスの手型)作品と投光器 

 ※の取り扱いについては、市と協議のこと。 

 

２ 配置図 
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＜仕様書＞ 別紙４ 
 

体験教室及び使用許可等の業務の基準 
 

１ ガラス体験教室 

（１）体験教室に関する業務内容 

  ① 体験教室の募集・予約受付・体験内容の説明 

  ② 体験教室開催に必要な準備、後片付け 

  ③ 利用料金（体験料）の徴収（領収書の発行） 

  ④ 作品の加工 

  ⑤ 完成作品の受け渡し（作品の梱包、発送含む） 

（２）体験教室開催について 

  ① 現行の体験の種類・内容等に準じて開催すること。 

  ② 平日も開催すること。 

  ③ 現行以外の体験教室も開催すること。 

  ④ ふれあいガラスフェスタを年 1 回開催すること。 

種 類 体験内容 体験者数 

ホットショップ 

コールドショップ 

・吹きガラス体験・サンドブラスト 

・サンドキャスト 
1,300 人 

工芸教室 
・エナメル絵付け・ジェルキャンドル 

・トンボ玉・アクセサリー 
3,800 人 

多目的ホール 

その他 
提案による 400 人 

２ ガラス講座 

（１）講座に関する業務 

  ① 新規講座生の募集 

  ② 講座生への連絡業務（予約受付・日程調整連絡など） 

  ③ 講座開催に必要な準備、後片付け 

  ④ 利用料金（受講料）の徴収（領収書の発行） 

  ⑤ 講座生の作品展開催（中級修了時など） 

（２）開催について 

  ① 現行の講座の種類・内容等に準じて開催すること。 

  ② 積極的に現行以外の講座も開催に向けて努力すること。 

種 類 内   容 開催頻度 

吹きガラス初級講座 初心者を対象とした吹きガラス講座等 年間20回程度 

吹きガラス中級講座 
初級講座修了生を対象とした 

吹きガラス講座等 
年間20回程度 

吹きガラス上級講座 
初級・中級講座修了生を対象とした吹きガ

ラス講座等・開催日を工夫のこと 
年間40回程度 

上記以外の講座 提案による 

 

 



（３）その他 

   ガラス未来館での講座生作品展や市民文化祭出品など、作品発表の機会を  

つくる努力をすること。 

３ 施設及び附属設備の使用許可に関する業務 

（１）施設及び附属設備の使用許可 

   条例第５条及び第８条、規則第６条から第８条までに規定するとおり。 

①  施設及び附属設備の使用についての募集 

②  利用者等への連絡業務（予約受付・アシスタントの有無・日程調整連絡等） 

③  使用許可及び使用許可書の交付 

④  利用料金の徴収（領収書の発行） 

⑤  施設及び附属設備の使用方法の説明 

⑥  使用対象者 

ア 施設を使用することができるものは、市のガラス文化の発展と推進に充 

分寄与すると認められるものであること。 

イ 附属設備を使用することができるものは、ガラス工芸制作について経験 

があるもので、その技能及び専門知識を充分に有すると認められるもので 

あること。 

 

（２）アシスタント業務 

  ① 附属設備使用に必要な準備、後片付け 

  ② 附属設備使用者へのアシスタント業務（作品の窯出し、一時保管、梱包を 

含む） 

種 類 内   容 使用頻度 

ホットショップ 

各附属設備の使用 

年間80回程度 

コールドショップ 年間100回程度 

サンドブラスト室 年間50回程度 

工芸教室等 年間20回程度 



＜仕様書＞ 別紙５ 

リ ス ク 分 担 表 

種 類 内   容 
負担者 

市 指定管理者 

物 価 変 動 人件費、物件費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金 利 変 動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民
及び施設利用者
への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務内容に対する住民及び施設利用
者からの反対、訴訟、要望への対応 

 ○ 

上記以外 ○  

法 令 の 変 更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制変更  ○ 

事業中止・変更 

市の指示、議会の不承認等による事業の中止・延期
など（予算案の不承認、政策変更等） 

○  

上記以外の事由による事業の中止・延期な
ど（※１不可抗力を除く） 

 ○ 

業務内容変更 
市の指示による業務内容の変更によるもの ○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

運 営 リ ス ク 

施設・設備・備品の不備及び劣化による事
故、火災等に伴う施設、設備の修復の経費
及び臨時休館に伴う損害（※１不可抗力を除

く） 

両者の協議による 

書 類 の 誤 り 

仕様書等市が責任を持つ書類の誤りによる

もの 
○  

事業計画書等指定管理者が提案した内容の
誤りによるもの 

 ○ 

資 金 調 達 

市の指定管理者に対する経費の支払い遅延
によって生じた事由 

○  

指定管理者の業者に対する経費の支払い遅
延によって生じた事由 

 ○ 



種 類 内   容 

負担者 

市 
指定管理

者 

施設・設備の損傷 

経年劣化によるもので、小規模のもの（１件

２０万円以内） 
 ○ 

経年劣化によるもので、上記以外のもの ※２ 両者の協議による 

維 持 管 理 費 

市の指示による維持管理費の増大 ○  

市の指示以外の要因による維持管理費の増

大 
 ○ 

損 害 賠 償 

第三者

に対し

ての損

害 

管理者として注意義務を怠ったこと

により損害を与えた場合 

※ただし、市が加入する「市民総合

賠償補償保険」の保険給付の対象と

なる場合があります。 

 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた

場合 
○  

第三者
からの
施設・
設備・
資料の
損害 

管理者として注意義務を怠ったこと
によるもの 

 ○ 

上記以外の事由により損傷を受けた
場合（小規模のもの）（１件１０万
円以内） 

 ○ 

上記以外のもの 両者の協議による 

セキュリティ 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

利用者数の変動 

利用者数の変動による収入の変動 

（不可抗力※１を含む大幅な利用者数の減

少に伴う収入の減少以外のとき） 

 ○ 

事 業 評 価 業務内容が市の要求する水準に達しない  ○ 

事業終了時の費用 
指定管理業務の期間が終了した場合又は期
間途中における業務を廃止した場合におけ
る事業者の撤収費用 

 ○ 

※１ 不可抗力・・・暴風、豪雨、洪水、地震、地盤沈下、暴動、感染症の蔓延等、

市又は指定管理者のいずれの責めにも帰すことのできない自然的又は人為的な

現象 

※２ 溶解炉等の設備及び施設本体に係る大規模改修について、時期等は両者の

間で協議し、費用負担については市とする。
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⑤事業計画書 
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⑥指定管理者評価表 



自 至

Ⅰ　サービス履行の確認

Ⅱ　サービスの質の評価

Ⅲ　サービスの安定性の評価

指　定　管　理　者　評　価　表

施 設 名 山陽小野田市きららガラス未来館

指 定 管 理 者 小野田ガラス株式会社

指 定 期 間 H31.4.1 R6.3.31 指 定 期 間 5.0 年

評 価 対 象 年 度 令和4年度 施 設 所 管 課 文化スポーツ推進課

指 定 管 理 料 29,960,000円 税別 評 価 年 月 日 令和5年6月9日

利 用 料 金 制 度 有 ア ン ケ ー ト 実施

選 定 方 法 単独指定

項　　　目 1次 2次 コメント欄

管

理

運

営

の

状

況

開館日数及び開館時間は適切か 3 3 開館日数及び開館時間について適切である。

保守管理業務は適切に行われたか 3 3 委託先と職員で適切に管理している。

清掃業務は適切に行われたか 3 3 委託業者に週２回、その他、職員により随時実施。

保安警備業務は適切に行われたか 3 3
夜間、休館日は委託先機械警備、その他本社保安対策室の指導による意識向
上に努めている。

外構や植栽等の管理は適切に行われたか 3 3 本社総務部協力の下、随時実施している。

事故、苦情及び緊急時の対応は適切であったか 3 3 事故、苦情は無いが職員間で警備会社との連絡体制を共有している。

事故、苦情及び緊急時の市への連絡は適切であったか 3 3 随時、適正に、かつ早急に連絡ができる体制をとっている。

感染症対策等の衛生管理は適切に行われたか 3 3
本社指導の下、職員の健康状態管理を実施するとともに、来館者には必ず手指
の消毒と検温を実施するなど適正に管理している。

個人情報の管理は適切か 3 3 適正に管理している。

現金の管理は適切か 3 3 本社主導の経理監査を実施している。

減免申請に対する取扱いは適正か - - 該当なし

電話対応研修等の館内で随時実施するものに加え、今年度は本社保安対策室
と連携し不当要求防止責任者講習を受講した。

修繕は適切に行われたか 3 3 適正に実施し、長寿命化に努めている。

備品や文書の管理は適切に行われたか 3 3 適切に管理している。

各種報告書等は遅滞なく提出されたか 3 3 適切に対応している。

3 3
アンケート結果からも来館者がとても満足していることが分かり、質の高い接客
サービスの提供がうかがえる。

特定の利用者を有利又は不利に扱っていないか 3 3 扱っていない。

ＨＰ等による広報活動は効果的に行われたか

人

員

配

置

等

人員配置は適切か 3 3 別①に詳細を記入してください

必要な有資格者は適切に配置されているか 3 3 適切に配置している。

労働法令の遵守や雇用・労働条件は適切か 3 3 本社人事部主導で適切な環境を維持している。

職員の資質向上を図る取組（職員研修）は適切に行われたか 3 3

項　　　目 1次 2次 コメント欄
事

業

実

施

事業計画どおりに事業が実施されたか 3 3 コロナ対策ガイドラインから吹きガラス体験とトンボ玉制作体験が未実施であった。

施設の設置目的に沿った自主事業を行ったか 3 5 コロナ対策ガイドラインを遵守した上で実施し、好評であった。

アンケート結果から、「とても満足」と回答された方が全体の約７割と高く、利用
者は非常に満足している。

利用者サービスの向上を図る取組は行われたか 7 7
コロナ対策に重点を置きながら、体験者の年齢やニーズに合わせた内容を提供
している。

利

用

状

況

利用状況はどうか（前年及び計画との比較） 別②に詳細を記入してください

利用者増加のための取組をしたか 7 7 積極的な出張体験やHPでの広報活動を通してガラス体験の魅力を発信し来館者増に繋
がった。また、利用者のニーズにあった自主事業を毎年実施し、定着させている。

サー

ビ

ス

向

上

アンケート等により利用者ニーズの把握に努めているか 3 3 アンケート等により利用者ニーズの把握を行っている。

利用者の苦情・要望を反映させる取組を行っているか 3

利用者の満足度は高いか 7 7

3 要望には可能な範囲で反映している。

接客態度は良いか

項　　　目 1次 2次 コメント欄

収

支

状

況

収入の状況はどうか（前年及び計画との比較）
別③に詳細を記入してください

支出の状況はどうか（前年及び計画との比較）

収入増加の取組は行われたか 7 7 コロナによる利用制限を設ける中、人数制限を超える団体は交流館を利用したり、出張体験で受け入れることで体験者確保に努めた。

経費節減の取組は行われたか 7 7 ガスメーターチェック、空調使用時間等、常に心掛けている。

7 7
HPやチラシ、メディア等がきっかけで来館された方が、アンケート結果の全体の
半数となっており、広報活動が効果的に行われたと言える。



別①　人員配置について

別②　利用状況について

別③　収入状況について

別③　支出状況について

令和4年度 山陽小野田市きららガラス未来館

施設所管課で記入してください

前年度
（R3）　合計８名
館長（１）、運営・技術スタッフ（４）、アルバイト・パート（１）、講師（２）

計　画
(R4）　合計８名
館長（１）、運営・技術スタッフ（４）、アルバイト・パート（１）、講師（２）

実　績
(R4）　合計８名
館長（１）、運営・技術スタッフ（３）、アルバイト・パート（２）、講師（２）

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比 評価

体験者数（講座） 0 0 84 0 0.0%

体験者数（体験） 2,130 3,897 4,533 5,326 36.7%

レンタル工房 61 68 70 75 10.3%

利用評価

3
合　　計 2,191 3,965 4,687 5,401 

備考

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比 評価

指定管理料 29,960,000 29,960,000 29,960,000 29,960,000 0.0%

講座 0 0 364,992 0 0.0%

体験 2,497,519 4,486,210 5,365,316 6,037,297 34.6%

その他雑収入、営業外収入 2,422,907 3,267,172 2,065,000 3,458,251 5.8% 収入評価

レンタル工房・貸館 475,282 416,454 350,000 375,000 ▲ 10.0%
3

合　　計 35,355,708 38,129,836 38,105,308 39,830,548 

備考 税別

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比 評価

人件費 13,363,890 14,769,911 15,192,000 15,198,307 2.9%

管理費 21,952,686 23,201,352 22,913,308 25,218,762 8.7%

支出評価

0
合　　計 35,316,576 37,971,263 38,105,308 40,417,069 

備考 税別

総合評価
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⑦指定管理料比較・増減表 

 



　

　

R1～R5 R6～R10

指定管理料 指定管理料

（単年度当たり） （単年度当たり）

29,960 37,550 7,590

9,091 9,201 110

39,051 46,751 7,700

(単位:千円）

15,809 23,563 7,754

23,242 23,188 ▲ 54

39,051 46,751 7,700

山陽小野田市きららガラス未来館　指定管理料の算定について （消費税及び地方消費税を含まない）

(単位:千円）

前回管理料との
比較

増減理由

【収入】

指定管理料 以下の理由により増額

利用料金収入 直近３か年平均又は平成３０年度・令和元年度（２か年）平均の利用実績に基づき算出

支出　計

　

収入　計

【支出】

人件費 給与・手当、社保料等をH30積算時から実情に合わせて増額、賞与を加算

管理費 ・即時性を持たせるため修繕費用を増額
・物価高騰による光熱水費や仕入高等の増額
・業務委託費の見直しにより減額

R1～R5
（単年度当たり）

R6～R10
（単年度当たり）

前回管理料との
比較

　増減理由
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協創部 文化スポーツ推進課 



審査項目
審査員
Ａ

審査員
Ｂ

審査員
Ｃ

審査員
Ｄ

審査員
Ｅ

審査員
Ｆ

合　　計 平均点
補正後
平均点

Ⅰ　公の施設の設置目的及び市が
示した管理運営方針の理解と整合
性について（１０点満点）

6 6 10 8 10 8 8

Ⅱ　安定的な運営が可能となる基盤
について（１５点満点）

13 13 13 13 13 13 13

Ⅲ　利用者対応・サービス向上策等
について（３０点満点）

20 14 16 16 18 18 17

Ⅳ　施設の維持管理・保守点検管理
の適正について（１０点満点）

6 6 8 10 6 6 7

Ⅴ　施設の管理運営に係る経費の
内容について（15点満点）

9 9 7 7 7 7 7.7

Ⅵ　施設の管理運営に係る組織体
制について（20点満点）

12 12 12 12 12 12 12

合　　計
（100点満点）

66 60 66 66 66 64 388 64.7 64.7

体育施設指定管理者選定委員会　審査集計表

申し込み団体　　株式会社晃栄

■審査において得点の分散値（異常値）を除外するため、合計の平均点の１５０％以上及び５０％以下の得点を付した審査員の得点を除
外して平均点を算出することとする。

令和5年11月13日



選　定　基　準 配点

施設の設置目的及び市が示した管理運営方針に対し理解しており、効果的で実現性のある優れた
提案がある。

5

施設の設置目的及び市が示した管理運営方針に対し理解しており、実現性のある提案がある。 3

施設の設置目的及び市が示した管理運営方針に対しあまり理解しておらず、提案はあるが実現性
に欠ける。

1

応募動機の正当性、事業への意欲・熱意、管理運営方針との整合性が高い。 5

応募動機の正当性、事業への意欲・熱意、管理運営方針との整合性がある。 3

応募動機の正当性、事業への意欲・熱意、管理運営方針との整合性が感じられない。 1

Ⅱ　安定的な運営が可能となる基盤について（１５点満点）

活動実態や定款、収支報告書等から、円滑な業務遂行が期待できる法人・団体等である。 5

活動実態や定款、収支報告書等から、標準的な業務遂行が可能な法人・団体等である。 3

過去の活動期間が２年未満、又は新たに設立された法人・団体等である。 1

直近２年間、適正な財務処理がされ、債務超過がない法人・団体等で、良好な財力を有している。 5

直近２年間、適正な財務処理がされている法人・団体等で、リスクに耐えうる財力は備えている。 3

設立されてから２年未満又は財務状況が明らかでない法人・団体等で、過去の実績からは判別でき
ないが、概ね適切な財務状況と推定される。

1

スポーツ施設等類似施設の管理実績がある法人・団体等である。 5

類似施設ではないが、他の公共施設の管理実績がある法人・団体等である。 3

上記の経験がない法人・団体等である。 1

平等な利用を図るための効果的で実現性のある優れた提案がある 5

平等な利用を図るための実現性のある提案がある。 3

平等な利用を図るための提案はあるが実現性に欠ける。 1

＊審査基準の要点　　施設の設置目的及び市が示した管理運営方針に対する応募者の認識、事業の指定を受ける期間、責
任を果たしていく取組姿勢を問います。事業計画書の記載内容、プレゼン及びヒアリングから理解の程度を判断します。

①利用の平等性（５点満点）

審査基準の要点　提出書類の記載事項、プレゼン及びヒアリングから、公の施設の利用申込や許可に際し、利用の平等の確
保に関する対応方法を問います。　 ※募集要項、仕様書

③類似施設の運営経験（５点満点）

＊審査基準の要点　　応募団体の類似施設運営経験によって、区別します。
※募集要項、過去の指定実績がわかる書類

Ⅲ　利用者対応・サービス向上策等について（３０点満点）

②団体の財務状況（５点満点）

＊審査基準の要点　　提出の決算書の記載内容、登記事項証明書、国税及び地方税の滞納がないことを証明する書類等の
添付書類から、団体の財務状況を問います。（経理状況が健全かなど。）

②応募の動機、意欲（５点満点）

審査基準の要点　応募の動機が、市の管理運営方針に整合しているか、事業の指定を受ける期間、責任を果たしていく意
欲・熱意があるかを提出された事業計画書の記載事項、プレゼン及びヒアリングからその程度を判断します。

＊共同事業体として申請された場合は、それを構成するすべての団体について、以下の項目に係る審査を行い、判断が分か
れる場合は、その代表企業のものを採用するものとする。

①団体の活動状況（５点満点）

＊審査基準の要点　　事業計画書の記載内容、登記事項証明書・定款等の添付書類から、団体の活動実績(安定した運営を
行うことのできる基盤を持った団体かなど）を問います。

体育施設指定管理者審査表

審査項目

Ⅰ　公の施設の設置目的及び市が示した管理運営方針の理解と整合性について（１０点満点）

①施設の設置目的及び管理運営方針の理解（５点満点）

選定委員

1



アンケート等のモニタリング調査を積極的に行う計画があり、要望・意見を運営に反映するための効
果的で実現性のある優れた提案がある。

5

アンケート調査等を行う計画があり、要望・意見を運営に反映するための実現性のある提案があ
る。

3

要望や意見を反映する提案はあるが実現性に欠ける。 1

具体的な提案があり、多くの拡散が見込め、新たな利用者の獲得につながる提案がある。 5

ホームページの作成などによる情報発信の計画がある。 3

情報発信に関する具体的な提案がない、又は情報発信の内容が不十分である。 1

施設の利用拡大、スポーツ機会の充実が見込める効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

施設の利用拡大が見込める実現性のある提案がある。 3

提案はあるが実現性に欠ける。 1

利用者のサービス向上が期待できる効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

利用者のサービス向上が期待できる実現性のある提案がある。 3

利用者のサービス向上が期待できる提案はあるが実現性に欠ける。 1

トラブル対応に関する効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

トラブル対応に関する実現性のある提案がある。 3

トラブル対応に関する提案はあるが実現性に欠ける。 1

施設設備に対する維持管理・保守点検等について、仕様書に示す水準を上回る効果的で実現性の
ある優れた提案がある。

5

施設設備に対する維持管理・保守点検等について、仕様書に示す水準を満たす実現性のある提案
がある。

3

施設設備に対する維持管理・保守点検等について、 提案はあるが実現性に欠ける。 1

施設設備に対する修繕計画、衛生環境の確保、保守管理・修繕に必要な人員の配置、環境負荷低
減への配慮等の記載があり、仕様書に示す水準を上回る提案となっている。

5

施設設備に対する修繕計画、保守管理・修繕に必要な人員の配置について、仕様書に示す水準を
満たしている。

3

施設設備に対する修繕計画、保守管理・修繕に必要な人員の配置が仕様書に示す水準に比べ不
十分である。

1

①維持管理及び保守業務の内容（５点満点）

＊審査基準の要点　　施設設備・備品管理、保守点検管理の計画が仕様書に示した基準に照らして適正であるか、提出書類
の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。
※仕様書、仕様書別表

②維持管理及び保守業務の適正（５点満点）

＊審査基準の要点　　施設設備・備品管理、保守点検管理の対応方法について、十分な体制が計画されているか、提出書
類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。　※仕様書、仕様書別表

⑥トラブル対応　（５点満点）

審査基準の要点　苦情やトラブルへの対応、未然防止策に対する応募者の認識の程度を、提出書類の記載内容、プレゼン
及びヒアリングから判断します。

Ⅳ　施設の維持管理・保守点検管理の適正について（１０点満点）

④提案業務の運営　（５点満点）　※施設サービス拡大に向けた取組

＊審査基準の要点　　施設内において、自らの提案により事業目的、各種法令、例規等を満たす範囲において、付加的な
サービスを提供するものであって、指定管理料の範囲内で行う事業について、仕様書に示した施設サービスの拡大及び市内
外への認知度向上が期待できるか、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。

⑤提案業務の運営　（５点満点）

＊審査基準の要点　　民間ノウハウを発揮した提案業務の取組を通じて、利用者へのサービス向上が期待できるか、提出書
類の記載内容、プレゼン及びヒアリングから判断します。

審査基準の要点　要望や意見をどのような手段で把握し、運営に反映していくのかを、提出書類の記載内容、プレゼン及びヒ
アリングから判断します。　※仕様書

③情報発信（５点満点）　※拡散と利用促進につながる取組

審査基準の要点　　利用促進を図るための情報発信等について提案内容を審査します。（専用ホームページの開設や様々
な媒体を用いた拡散力のある情報発信が計画され、利用促進につながることが期待できるか。）

 ② 利用者の要望・意見への対応（５点満点）

2



事業計画において、具体的な根拠をもって綿密な収支の分析・積算を行っている。 5

事業計画に基づく収支の分析・積算をしており、安定的な運営に期待が持てる。 3

収支の分析・積算に具体性を欠いているもの、過大な収入を見込むことなく概ね適正な収支計画と
なっている。

1

運営に係る経費の縮減に向けて効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

運営に係る経費の縮減に向けて実現性のある提案がある 3

運営に係る経費の縮減に関する提案はあるが実現性に欠ける。 1

指定管理料の提示額（単年度）が、51,757千円未満である。 5

指定管理料の提示額（単年度）が、51,757千円以上50,205千円未満である。 3

指定管理料の提示額（単年度）が、市の示した限度額50,205千円と同額である。 1

総括責任者・維持管理従事者の配置や役割分担が明確に示されており、円滑な運営のための十分な勤
務体制、バックアップ体制（危機管理体制）が構築されている。

5

総括責任者・維持管理従事者の配置が仕様書の水準を満たしている。 3

従事者の配置が曖昧で、事業計画書への具体的な勤務体制の記載が不十分である。 1

有資格者の確保及び研修計画等の内容が効果的で実現性のある優れた提案がある。 5

有資格者の確保及び研修計画等の内容に実現性のある提案がある。 3

有資格者の確保の提案はあるが実現性に欠ける。 1

個人情報の取扱いや守秘義務について、市個人情報条例の内容を踏まえたマニュアルの作成など
効果的で実現性のある優れた提案がある。

5

個人情報の取扱いや守秘義務について理解しており、実現性のある提案がある。 3

個人情報の取扱いや守秘義務について理解し、対策の提案はあるが実現性に欠ける 1

防犯・防災等に緊急時対応に関する具体的な体制やマニュアルについて記載があり、その対応が
適切である。

5

防犯・防災等に緊急時対応に関する連絡体制などの記載がある。 3

防犯・防災等に緊急時対応について、不十分である。 1

得
点

合
計 　／１００

＊審査基準の要点　　総括責任者や維持管理従事者が業務に支障なく対応できる人員配置となっているか、危機管理体制
が十分か、提出書類の内容からその程度を判断します。
※募集要項、事業計画書、管理運営体制

④危機管理体制（５点満点）

審査基準の要点　危機管理に関する応募者の認識を問います。

＊審査基準の要点　　有資格者の確保や研修体制について、提出書類の内容からその程度を判断します。※仕様書

③個人情報の取扱及び情報開示（５点満点）

＊審査基準の要点　　個人情報の取扱いや守秘義務に対する認識や具体的な対策について、提出書類の内容からその程
度を判断します。　※仕様書【情報の取扱いに関する留意事項】

Ⅵ　施設の管理運営に係る組織体制について（20点満点）

①組織体制及び人員配置（５点満点）

②有資格者の確保及び研修計画（５点満点）

＊審査基準の要点　　指定管理者制度による民間活力の導入により、効率的な運営（運営費の縮減）に向けた方策がある
か、提出書類、プレゼン及びヒアリングからその程度を判断します。※仕様書

③指定管理料（５点満点）

＊審査基準の要点　　指定管理料の提示額で、区別します。※税抜き

Ⅴ　施設の管理運営に係る経費の内容について（15点満点）

①収支計画の妥当性（５点満点）

＊審査基準の要点　　収支計画が適正な算出に基づいて計画されているか、提出書類からその程度を判断します。（事業計
画書との整合性はあるか。企画提案業務の事業収入を見込んでいる場合はその具体的内容。）　※募集要項、事業計画書、
収支計画

②効率的な運営（５点満点）

3
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山陽小野田市体育施設指定管理者募集要項 

 

山陽小野田市体育施設の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

（１）名称・所在地 

山陽小野田市体育施設一覧（表－１参照） 

（２）施設の設置目的 

市民に安全で快適な体育施設を提供することにより、体育の普及振興及

び市民の心身の健全な発達を図ることを目的とします。 

（３）施設規模・施設の内容 

山陽小野田市体育施設の竣工日及び主な施設内容（表－２参照） 

（４）施設の利用状況 

山陽小野田市体育施設利用者数（表－３参照） 

 

２ 応募資格 

次の要件を満たす市内（原則主たる事務所の所在が市内にあること、又は支

店、営業所、出張所等の活動の拠点が市内にあること。）の法人その他の団体

又は複数の法人等で構成する共同事業体（以下「団体」という。法人格は不要。

ただし個人は除く。）であること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。 

（２）市から指名停止措置を受けていないこと。 

（３）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続、民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）に基づく会社更生手続又は会社法（平成１７年法律第８６

号）に基づく特別精算の開始の申立てを受けていないこと、若しくは自ら

申立てを行っていないこと、又はこれらの手続きを行っていないこと。 

（４）市税を滞納していないこと。 

（５）山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第１８号）第

２条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。 
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（６）共同事業体においては、その構成員のいずれかが、この公募において他の

共同事業体の構成員又は他の応募者でないこと。 

 

３ 指定管理者が行う管理基準 

（１）関係法令の遵守及び体育施設の設置目的にあった管理を行うこと。 

（２）施設設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。 

（３）施設管理に係る情報は市に準じた開示を行うこと。 

（４）業務に関連して取得した利用者等の個人に関する情報を適切に取り扱う

こと。 

※管理の基準に関する細目的事項は、協議の上、協定で定めます。 

 

４ 指定管理者の業務等 

（１）体育施設の維持管理に関する業務 

（２）体育施設利用の許可に関する業務 

（３）前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務 

※なお、詳細については、別に定める「山陽小野田市体育施設指定管理業務仕

様書」に従い実施するものとします。 

 

５ 指定の期間 

  令和６年(2024 年)４月１日から令和１１年(2029 年)３月３１日まで（５年

間） 

ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消す

ことがあります。 

 

６ 提出書類 

 申請に際し、以下の書類を市に提出していただきます。なお、市が必要と認

める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（１）指定管理者指定申請書（様式第１号） 

（２）事業計画書（様式第２号） 

① 施設の管理運営方針 
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② 団体の運営基盤 

③ 利用者サービス（企画提案業務等） 

④ 施設の維持管理（指定期間の業務計画（年度ごと、全体）） 

⑤ 施設の管理運営に係る経費（指定期間の収支計画（年度ごと、合計）） 

⑥ 指定管理料（年度ごと、合計） 

⑦ 管理運営体制（組織・人員体制・勤務体制・雇用計画・研修計画等） 

⑧ その他必要事項 

（３）応募の資格及び要件に関する書類（団体概要書、直近２カ年度の事業及び

決算報告書、役員名簿等） 

（４）定款、寄附行為、規約、設置要綱その他これらに類する書類 

（５）登記事項証明書（法人の場合） 

（６）市税の滞納がないことを証明する書類 

（７）過去の管理実績がわかる書類（該当の場合のみ） 

（８）応募資格に関する調査に同意する書類（様式第３号） 

（９）共同事業体協定書兼委任状（様式第６号） 

※共同事業体で参加する場合のみ提出 

（10）共同事業体体制一覧（様式第７号） 

   ※共同事業体で参加する場合のみ提出 

※申請に当たって提出していただく書類は、原則として山陽小野田市情報公

開条例による情報公開の対象となります。（ただし、山陽小野田市情報公開

条例第９条各号に定める非公開情報に該当するものを除く。） 

 

７ 利用料金及び指定管理料 

（１）利用料金 

① 指定管理者は、利用料金等を自らの収入として収受し、施設の管理運

営に要する経費に充てるものとします。 

② 利用料金の額及び減額又は免除については、山陽小野田市体育施設条

例によるものとします。 

（２）指定管理料 

① 利用料金収入のほかに、施設の管理運営に要する経費に充てるため市
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は指定管理者に対し、指定管理料を支払います。 

指定管理料の上限額は次の金額とします。 

また、応募において指定管理料が限度額を上回ることのないようにし

てください、 

各年度（単年度）分 
５０，２０５，０００円（税抜き） 

別に消費税及び地方消費税の額を加算します。 

５ヵ年合計 
２５１，０２５，０００円（税抜き） 

別に消費税及び地方消費税の額を加算します 

② 指定管理料の額は、指定管理者の業務にかかる経費の支出見込み額か

ら利用料金等の収入見込み額を差し引いた額とし、公募の際に指定管

理者から提案のあった金額を基に、市と指定管理者の二者で締結する

協定において定めます。 

③ 指定管理料は、災害の発生など特別な場合を除き、原則として変更は

しません。また、指定管理者の経営努力により、生じた利益について

は、原則として指定管理者の利益とします。 

 

８ 現地説明会の実施 

現地説明会を次により開催します。参加を希望される場合は、別紙申請書

（様式第４号）に団体の名称及び参加される方の氏名を記入の上、令和５年９

月２０日（水）までに提出してください。 

（１）開催日時  令和５年９月２２日（金）１３時から２時間程度 

（２）集合場所  山陽小野田市民体育館（山陽小野田市中川五丁目２－１） 

（３）留意点 

① 説明会への参加は希望者のみであり、応募要件ではありません。 

② 募集要項等の配付は行いませんので、各自持参してください。 

 

９ 質問事項の受付 

  募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受付けます。 

（１）受付期間   

９月１５日（金）～９月２９日（金）８時３０分から１７時１５分 
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（２）申込方法   

質問書（様式第５号）に記入の上、文化スポーツ推進課に持参、ファック

ス、郵送又は電子メールで提出してください。持参以外の場合は、着信確認

を行ってください。 

（３）回答方法   

令和５年１０月４日（水）、市ホームページにて回答の閲覧を供します。

再質問は初日に限り受け付けます。 

 

１０ 募集要項の配付場所及び申請書の提出先、提出方法及び提出期間 

（１）配付場所・提出先 

山陽小野田市文化スポーツ推進課 

〒756-8601 山陽小野田市日の出一丁目１番１号 

電話 0836-82-1116 

※提出書類は返却しません。 

（２）提出方法  

   書留郵便又は持参 

※電子メール、ファックスでの提出は認めません。 

（３）配布・提出期間 

９月１５日（金）から１０月３１日（火）までの日（土日祝日を除く。）

の８時３０分から１７時１５分までとします。 

※ 郵送の場合、最終日の午後５時１５分までに必着のこと。 

（４）提出部数   

正本１部及び副本１０部 

※なお、市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがありま

す。 

（５）辞退について 

   申請書提出後、選定委員会までに辞退する場合は、文書にて辞退届を山

陽小野田市文化スポーツ推進課に提出してください。 
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１１ 選定方法 

 指定管理者選定委員会において、各委員が選定基準に沿ってそれぞれ審査

し、評点の合計が最も高い申請者を指定管理者候補として選定します。 

※選定委員会で審査した結果、施設の管理運営を行うに適当と認められる者

がいないと判断された場合は、改めて指定管理者の募集を行います。 

【選定基準】 

①公の施設の設置目的及び市が示した管理運営方針の理解と整合性について 

②安定的な運営が可能となる基盤について 

 ③利用者対応・サービス向上策等について 

 ④施設の維持管理・保守点検管理の適正について 

 ⑤施設の管理運営に係る経費の内容について 

 ⑥施設の管理運営に係る組織体制について 

 

１２ 申請に要する経費 

   申請に要する経費等はすべて申請者の負担とします。 

 

１３ 無効又は失効 

   次の事項に該当する場合は、無効又は失効となることがあります。 

（１）申請書の提出先、提出方法、提出期限が守られなかったとき。 

（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。 

（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。 

（４）虚偽の内容が記載されているとき。 

（５）提案された指定管理料が上限額を上回ったとき。 

（６）その他、選定委員会で協議の結果、審査を行うに当たって不当と認められ

るとき。 

 

１４ 選定委員会 

令和５年１１月１０日（金）に実施します。（予定） 

※都合により変更となる場合があります。 

当日は申請団体によるプレゼンテーションを行っていただきますので、出
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席をお願いします。時間、場所等については後日連絡します。 

 

１５ 選定結果 

   選定結果については、後日各申請者に文書で通知します。 

 

１６ 指定管理者の決定 

（１）指定管理者は、令和５年１２月山陽小野田市議会の議決を経て決定（指

定）されます。なお、議決が得られなかったときは、市は指定管理者の指定

は行いません。この場合において、市及び指定管理者候補者は、互いの相手

方に損害賠償の請求は行わないものとします。 

（２）議決後に市と指定管理者との間で協定を締結しますが、この協定の指定

管理料は、予算額以内となりますので、申請時に提出のあった指定管理料

の提案価格を下回る場合があります。 

（３）協定等の解釈に疑義が生じた場合又は定めのない事項が生じた場合に 

ついては、市と指定管理者とは誠意をもって協議するものとします。 

（４）指定管理者の決定後に辞退する場合は、辞退により生じた市が受ける損

害の全部又は一部について賠償するものとします。 

 

１７ その他 

（１）規定の様式は別添のとおりです。 

（２）提出書類はお返しできません。 

（３）提出書類は、選定協議の目的で使用する場合に限り複写します。 

（４）提出書類は、情報公開の請求により開示する場合があります。 

（５）受付期限を過ぎての申請書類の訂正は、原則として認めません。 

（６）指定管理者候補者に選定された場合、申請者固有のノウハウなど外部へ

の報告に適さない情報を除いた「提案概要書」を選定後速やかに提出して

いただき、本資料を用いて議会等への報告を行うことで、著作権及び知的

財産権の取扱いに留意します。また、提案概要書の内容は、議会、報道機関

への情報提供及び市の広報媒体での掲載のために無償で使用することがで

きるものとします。なお、申請者が、提出書類の内容に固有のノウハウなど
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外部への報告に適さない情報が含まれていないと判断する場合、提案概要

書の提出を省略することができます。 

（７）市から提供された募集要項、関連資料等は本募集に係る書類作成のため

に利用する以外は利用を認めません。 

（８）市は、天変地異、政策変更等やむを得ない事業がある場合は、本募集を凍

結し、又は中止する場合があります。 

 

  



9 

 

表－１ 

山陽小野田市体育施設の名称及び位置 

 

  体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 

山陽小野田市民体育館 山陽小野田市中川五丁目２番１号 

山陽小野田市武道館 

（柔剣道場、弓道場） 
山陽小野田市中川五丁目２番１号 

山陽小野田市アーチェリー場 山陽小野田市中川五丁目４番２号 

山陽小野田市民プール 山陽小野田市中川五丁目４番１号 

山陽小野田市野球場 山陽小野田市中川五丁目５番１号 

山陽小野田市サッカー場 山陽小野田市中川五丁目６８２１番地 

山陽小野田市厚狭球場 山陽小野田市大字厚狭８２９番地 

山陽小野田市下村テニスコート 山陽小野田市大字山川７８５番地３ 

山陽小野田市岡石丸運動広場 山陽小野田市大字山川８４４番地３１ 

山陽小野田市高千帆運動広場 山陽小野田市大字東高泊６１５番地１ 

山陽小野田市小野田運動広場 山陽小野田市中川五丁目６７６７番地３ 

山陽小野田市赤崎運動広場 山陽小野田市赤崎二丁目４４５５番地１ 
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表－２ 

山陽小野田市体育施設の竣工日及び主な施設内容 

番号 施 設 名 竣 工 日 主 な 施 設 

１ 市民体育館 S62/3/25 本館 4,793 ㎡ 

２ 
武道館 

弓道場 

S58/3 

S58/3 

本館 1,213 ㎡ 

本館 272 ㎡ 

３ アーチェリー場 H7/3/30 本館 113 ㎡ 

４ 市民プール S49/7 50m 25m 幼児用 

５ 市野球場 S39/2 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・本部ｽﾀﾝﾄﾞ 

６ 市サッカー場 S38/2 競技場・ｽﾀﾝﾄﾞ 

７ 厚狭球場 S51/6/1 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 

８ 下村テニスコート S56/4/1 ｺｰﾄ・事務所・便所 

９ 岡石丸運動広場 S61/3/31 運動広場・便所・倉庫 

１０ 高千帆運動広場 H1/3/25 運動広場・便所・倉庫 

１１ 小野田運動広場 S56/3/31 運動広場・便所・倉庫 

１２ 赤崎運動広場 S62/3 運動広場・便所・倉庫 
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表－３ 

山陽小野田市体育施設利用者数      

令和４年度  

番号 施 設 名 利 用 者 利用料金 

１ 市民体育館 

ｱﾘｰﾅ 37,476 人 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 12,181 人 

会議室 1,018 人 

2,263,920 円 

2,437,130 円 

5,230 円 

２ 
武道館（柔剣道場） 

弓道場 

9,353 人 

3,600 人 

347,920 円 

82,750 円 

３ アーチェリー場 1,077 人 44,900 円 

４ 市民プール 10,071 人 681,920 円 

５ 市野球場 7,377 人 622,030 円 

６ 市サッカー場 7,146 人 118,960 円 

７ 厚狭球場 5,632 人 0 円 

８ 下村テニスコート 3,970 人 660 円 

９ 岡石丸運動広場 8,129 人 69,610 円 

１０ 高千帆運動広場 9,199 人 12,230 円 

１１ 小野田運動広場 14,623 人 841,760 円 

１２ 赤崎運動広場 6,005 人 3,930 円 

合 計  136,857 人 7,532,950 円 
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問い合わせ先 

山陽小野田市文化スポーツ推進課 担当者：三浦、吹金原 

電話   ０８３６－８２－１１１６ 

E－MAIL bunka-sports@city.sanyo-onoda.lg.jp 

市公式ホームページ https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp 
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１ 趣旨 

  この仕様書は、山陽小野田市体育施設条例（平成１７年山陽小野田市条例

第１９２号。以下「条例」という。）及び同施行規則（以下「規則」という。）

に定めるほか、指定管理者が行う業務の詳細について定める。 

 

２ 事業目的 

  山陽小野田市体育施設（以下「体育施設」という。）は、競技スポーツ及び

生涯スポーツ施設として、子どもから大人まで幅広い年齢層を対象に、安全

で快適な体育施設を提供することにより、スポーツの普及振興及び市民の心

身の健全な発達を図ることを目的として設置していることから、体育施設の

管理運営に指定管理者制度による民間活力を導入し、施設を効果的・効率的

かつ適正に管理し、サービスの向上を図り、企画提案事業の実施により市民

の笑顔あふれる施設運営を行うことを業務の目的とする。 

 

３ 管理運営に関する基本的な考え方 

  次の考え方に基づき体育施設を運営する。 

（１）施設の事業目的に則した魅力ある事業を実施し、スポーツによるまちづ

くりの推進に向け最大限努力すること。 

（２）利用者の平等な利用を確保し、正当な理由がない限り施設の利用を拒ま

ないこと。 

（３）利用者の安全な利用を確保し、災害時、緊急時に備えた危機管理を徹底す

ること。 

（４）施設の利用促進を積極的に図るとともに、サービスの向上に努め、円滑か

つ適切な管理運営を行うこと。 

（５）利用者の意見や要望などを管理運営に反映させる努力をすること。 

（６）効率的な運営を行うとともに、環境負荷の低減と施設の保全に努め、管理

運営費の縮減に努めること。 

（７）施設管理に係る情報は、山陽小野田市（以下「市」という。）に準じた開

示を行うこと。 

（８）個人情報の保護を徹底すること。 

（９）指定管理者は、業務を一括して第三者に再委託してはならない。ただし、

一部の業務を第三者に委託する場合は、事前に市の承認を得ること。 

 

４ 法令の遵守 

  体育施設の管理運営にあたっては、本仕様書のほか、条例等関係法令及び
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別に定める協定書を遵守し、体育施設の事業の目的に沿って管理運営を行う

こと。 

 ※主要な関係法令等 

（１）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（２）山陽小野田市体育施設条例（平成１７年条例第１９２号） 

（３）山陽小野田市体育施設条例施行規則（平成２６年規則第２６号） 

（４）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（５）山陽小野田市個人情報保護法施行条例（令和４年条例第２３号） 

（６）山陽小野田市情報公開条例（平成１７年条例第８号） 

（７）山陽小野田市暴力団排除条例（平成１７年条例第１８号） 

（８）山陽小野田市財務規則（平成１７年規則第５２号） 

（９）山陽小野田市指定管理者指定手続条例（平成１７年条例第２２６号） 

（10）労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、最低賃金法（昭和３４年法律

第１３７号）及びその他労働関係法令 

  なお、関係法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。 

 

５ 施設概要 

施設名 施設概要 建築年 

山陽小野田市民体育館 アリーナ（バレーボールコート２

面）、トレーニングジム、会議室２，

更衣室（男女）、シャワー室、観覧席

（2 階、１階引出式） 

1987 年 

山陽小野田市武道館 

（柔剣道場） 

柔道・空手場 1 面、剣道場 1 面、観

覧席（2 階） 

1983 年 

（弓道場） 射場、的場、観覧席 1983 年 

山陽小野田市アーチェリー場 射場・的場（７０ｍ）、夜間照明 1995 年 

山陽小野田市民プール 管理棟、幼児プール、２５ｍ、５０

ｍ、機械室 

1974 年 

山陽小野田市野球場 両翼 92ｍ、センター119ｍ、審判・

役員室、放送室、事務室、更衣室、

シャワー室、倉庫、観客席スタンド 

1964 年 

山陽小野田市サッカー場 サッカーコート１面（土）、 

観客席スタンド 

1963 年 

山陽小野田市厚狭球場 右翼 86ｍ、左翼 82ｍ、 1976 年 
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センター102ｍ、審判役員室 

山陽小野田市下村テニスコー

ト 

テニスコート２面、壁打ち、管理棟 1981 年 

山陽小野田市岡石丸運動広場 サッカーコート１面（土）、サブコー

ト、夜間照明 

1986 年 

山陽小野田市高千帆運動広場 サッカーコート１面（土） 1989 年 

山陽小野田市小野田運動広場 サッカーコート１面（土）、夜間照

明、サブコート 

1981 年 

山陽小野田市赤崎運動広場 サッカーコート１面（土）※芝生 1987 年 

 

６ 管理運営に関する基準 

（１）使用期間及び使用時間 

別表１ 使用期間、使用時間 参照 

※指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て変更する

ことができる。（規則第２条第２項に規定するとおり。）  

※災害等により臨時休業をする場合は、事前に市長と協議し告知すること。 

（２）利用料金 

① 別表２ 使用料金 に示す範囲内において、あらかじめ市長の承認を受

けて利用料金を定め徴収すること。利用料金を変更しようとするときも同

様とする。 

② 施設及び附属設備利用料金の減額又は免除の決定は、山陽小野田市体育

施設条例施行規則に基づくこと。 

③ 新たに減免の基準を設ける場合は、事前に市と協議し承認を受けなけ

ればならない。 

（３）利用料金の徴収事務 

  取扱時間 上記（１）使用期間及び使用時間に記載のとおり 

① 指定管理者が定める利用料金を徴収すること 

② 利用料金の取扱いについては指定管理者の定めるところによる。 

（４）使用の制限 

① 指定管理者は、市長が必要と認める場合を除き、体育施設をその目的

以外に使用しないこと。 

② 市長の承認なしに、施設の設備及び備品を第三者に譲渡し、転貸し、

又は貸借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定しないこ
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と。 

③ 次に該当する場合は、体育施設の使用を許可しないこと。 

ア 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

イ 体育施設の建物若しくは附帯設備を損傷し、又は減失するおそれが

あると認めるとき。 

ウ 体育施設の管理上支障があると認めるとき。 

エ その他利用上不適当と認めるとき。 

（５）施設の使用許可 

  指定管理者は、施設の使用許可権を有するものとして、使用内容が体育施

設の事業目的に沿ったものであることを確認するとともに使用の公平性を確

保すること。 

① 利用者等の受付を行うこと。 

② 施設の使用許可を行い、使用許可書を交付すること。 

③ 施設の使用方法を説明すること。 

 

７ 管理運営に必要な体制づくり 

  指定管理者は、体育施設の管理運営業務を実施するに当たり、利用者への

サービスの向上及び安全確保を図り、業務に支障なく対応できる人員を配置

するとともに、施設の管理又は運営に必要な技能を有する従事者を適正数確

保すること。また、市担当職員との連絡を密にして、速やかに事務処理を行

うこと。 

（１）総括責任者について 

管理運営業務全般の責任者として、専任の総括責任者を置くこと。 

（２）事務従事者について 

① 専任の事務従事者を置くこと。 

② 事務従事者は地元からの雇用を優先すること。 

（３）従事者の心得 

① 穏やかな物腰、言葉遣いで利用者に印象良く対応すること。 

② 利用者の安全に配慮し、事故が起こったときは迅速に対応すること。 

③ 施設に対する問い合わせに対応できる知識の習得等自己研鑽に努める
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こと。 

（４）従事者についての留意事項 

① 従事者の名簿を市長に提出すること。その者に異動があった場合も同

様とする。 

② 従事者の勤務体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮し、従

事者が負傷、疾病その他の理由により業務遂行に支障がある場合は、速

やかに交替要員を確保すること。 

③ 従事者の労務管理、安全衛生管理等については、関係法令を遵守し適

切に行うこと。 

④ 従事者の資質を高めるため、施設の管理運営に必要な知識及び技術を

習得させる研修等の実施に努めること。 

⑤ 服務規律について、従事者に十分に教育を行うこと。 

（５）市民体育館は、ＡＥＤ設置救急ステーション認定施設のため、次の認定

要件を満たす体制を速やかに整えること。  

① 上級救命講習修了者が１名以上いること。  

② 普通救命講習又はその他の応急救護講習の修了者を、全従業員の７

０％以上確保していること。  

③ 年１回以上、救急訓練を実施していること。 

 

８ 業務概要 

（１）施設設備の維持管理及び保守業務 

① 体育施設敷地内に存する全ての施設設備の維持管理及び保守業務を行

うこと。 

※詳細は別添１「維持管理及び保守点検の基準」を参照のこと。 

② 保守管理や修繕に必要な知識や技術・資格を有しない場合は、市と協

議し、承諾を得て一部を専門業者に委託することができる。 

③ 施設設備を維持管理するため、下記の事項を遵守すること。 

ア 保守管理・点検 

（ア）施設内の設備については、法令を遵守した点検、良好な維持管理

及び故障時の修繕を行うこと。 
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（イ）建物の不具合、雨漏り、壁のひび、附帯設備の故障等、施設を管

理するうえで重大な不具合が発生したときは速やかに市に報告する

こと。 

イ 施設及び設備、備品の修繕 

  施設及び設備、備品の修繕については、指定管理者が行う。ただ

し、年間１５０万円（消費税及び地方消費税を含む。）までとし、１

件が３０万円（消費税及び地方消費税を含む）を超える場合は、市と

協議したうえで行うこと。 

    ウ その他施設の管理に関すること 

   消耗材料等の購入や在庫管理、各種契約などの全ての事務を行うこ

と。 

備品台帳の整備と備品の保守管理を行うこと。 

備品の購入及び廃棄等の異動については市と協議を行うこと。 

（２）施設及び附属設備の使用許可に関する業務 

① 利用者からの申込みに対する受付、使用の許可、利用料金の徴収・減

免・ 返還 

② 使用の不許可、許可の取消し、利用方法の制限、利用の停止等 

③ 利用方法の説明・指導 

④ 許可又は不許可に疑義が生じた場合は市と協議すること。 

（３）接客に関する業務 

① 利用者対応 

ア 利用者の窓口対応、館内案内、電話応対 

イ 体育施設各種問い合わせへの対応 

ウ 負傷者、急病人の対応 

エ 災害時における避難誘導等の対応 

オ 年少者、高齢者、障がい者等の要配慮者への対応 

② トラブル対応 

ア 要望や苦情、トラブル等の迅速かつ適切な処理 

イ 重要事項や指定管理者への要望、苦情等の迅速な報告 
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（４）企画提案事業 

  体育施設において、自らの提案により事業目的、各種 法令、例規等を満

たす範囲において、付加的なサービスを提供するものであって、 指定管理

料の範囲内で行うものとする。 

① 新たな利用者の拡大に向けた取組  

② スポーツの実施率向上に向けた取組  

③ その他施設サービスの拡大に向けた取組 

（５）危機管理に関する業務 

① 自然災害、人為災害、事故及び自らが原因者や発生源になった場合等

のあらゆる緊急事態、非常事態、不測の事態があった場合は、遅滞なく

適切な措置を講じたうえ、市をはじめ関係機関に通報すること。 

ア 火災、事故等の緊急時における利用者に対する避難誘導及び関係機

関（警察署、消防署等）への通報を行うこと。 

イ 停電時における施設の復旧を遅滞なく行うこと。 

ウ その他、利用者に対する対応に万全を期すること。 

エ 状況及び対応内容等を速やかに市へ報告すること。 

② 災害に備え、事前に予防対策を講じること。 

ア 危機管理体制を築くとともに、対応マニュアルを作成し、災害時の

対応について随時訓練を行うこと。 

イ 監督官庁から指摘があった場合は、ただちに改善すること。 

③ 常に利用者を確認し、不審者等の早期発見に努めること。また、施設

を随時巡回し、事故等の未然防止や施設の不備の発見に努めること。 

④ 利用者の万一の事故に備えて適切な保険等に加入するなどの措置を講

じること。 

（６）環境衛生に関する業務 

常に快適な環境を保つため、法令等を遵守し、日常清掃及び定期清掃のほ

か植栽木の維持管理を適切に行うこと。 

（７）利用促進業務 

 ① 宣伝広報業務  

ア 専用ホームページの開設及び公式ＳＮＳの運用  
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イ 企画提案事業の開催に係るポスターやチラシ等の作成  

ウ その他指定管理者が必要と認める宣伝広報業務  

② 利用者ニーズの把握 利用者の意見や要望などを適切に把握するため、

利用者アンケート等を適宜実施し、管理運営に反映させること。 

（８）事業に関する報告業務 

事業計画書、実績報告書、その他市が提出を求める書類等を作成し、それ

ぞれの期限までに提出すること。 

① 年間事業予定表を事業年度開始１か月前までに市に提出すること。 

② 事業計画書（四半期ごとに）を各期１ヵ月前までに市に提出するこ

と。 

③ 業務報告は、月次業務報告及び四半期次業務報告とし、実施後速やか

に市に提出すること。 

④ 次の事項を記載した各事業年度の報告書を、事業年度終了後２か月以

内に市に提出すること。 

ア 管理業務の実施状況に関する事項 

 イ 施設の利用状況に関する事項 

 ウ 施設の使用料の状況 

 エ 管理に係る経費の収支状況 

 オ セルフモニタリング結果 

 カ 前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める事項 

※市は必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行う

ことができる。 

（９）経理に関する業務 

① 経理について 

指定管理に係る業務の収入及び支出は、指定管理者が行っている他の事

業と区別し、明確にすること。 

ア 各種の公共料金、物品購入、役務の対価の支払い等、施設の管理運

営に関する経費の支払い業務 

イ 収支計算等の経理事務 

ウ 利用料金の徴収と日計や統計の作成 
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エ 売上金の適切な処理と収入の整理 

② 指定管理者の収入 

ア 指定管理料 

イ 利用料金（使用料） 

ウ 企画提案事業による収入 

エ 自動販売機収入 

オ その他雑収入 

③ 指定管理者の支出 

ア 人件費（給料・交通費等） 

イ 事務費（消耗品費、光熱水費、燃料費、修繕費、印刷製本費、通信

運搬費、保守点検費、備品費等） 

ウ 事業費（企画提案事業、広告等に関する経費） 

エ 管理費（業務全般の総合調整に関する経費等） 

オ 保険料 

カ 業務管理費（業務全般の総合調整に関する経費等） 

キ 公租公課（事業所税等） 

ク 自動販売機設置に係る費用 

④ 決算報告 

指定管理者は、団体の毎年度の決算が確定してから２ヵ月以内に、団体

の決算書及び関係書類を市に提出すること。 

（10）自動販売機の設置 

  ① 施設利用者の利便性を高めるため、飲料水等の自動販売機を以下の施

設に設置すること。 

ア 山陽小野田市民体育館    ２台 

イ 山陽小野田市武道館     １台 

ウ 山陽小野田市民プール    １台 ※営業期間中のみ 

エ 山陽小野田市野球場     １台 

オ 山陽小野田市厚狭球場    １台 

カ 山陽小野田市岡石丸運動広場 １台 

キ 山陽小野田市高千帆運動広場 １台 
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ク 山陽小野田市小野田運動広場 １台 

ケ 山陽小野田市赤崎運動広場  １台 

  ② 指定管理者は、自動販売機設置に伴い発生するごみを適切に処理する

ため、指定管理者の設置する自動販売機付近に容器回収箱を設置し、ご

みの回収を実施するとともに、整理整頓、清掃を実施すること。 

  ③ 自動販売機の設置に当たっては転倒防止策の措置を施すこと。 

  ④ 自動販売機等の設置に伴う収入は指定管理業務の収入とすること。 

（11）セルフモニタリングの実施 

  指定管理者は、自らの運営業務及び維持管理業務のサービス状況を維

持・改善するよう、セルフモニタリングを実施すること。セルフモニタリ

ングの実施に当たっては、仕様書に示す業務について、具体的な項目や指

標の達成目標を設定し、業務が確実に遂行されているか確認し市に報告す

ること。セルフモニタリングの結果を踏まえて、課題を確認した場合は、

速やかな解決に努めること。 

 

９ 業務実施に関する留意事項 

指定管理者が施設の管理運営に関し、規定や要領等を別に定める場合は、あ

らかじめ市と協議を行うこと。 

なお、各種規定等がない場合は、市の諸規定に準じて業務を実施すること。  

 

１０ 情報の取り扱いに関する留意事項 

（１）個人情報の取扱いについて 

① 業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律に

より適正に取り扱うこと。指定管理者でなくなった後も同様とする。 

② 個人情報の開示等、情報の保護及び管理、情報漏えい時の公表等に関

する事項については協定に定めるところにより遵守すること。 

（２）情報の公開について 

公共施設の管理であることを十分に認識し、その管理運営についての透明

性を高めるよう努めること。 

（３）文書の管理について 
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① 管理業務に当たり作成し又は取得した文書等を適正に管理、保存する

こと。 

② 管理業務に関する帳票及び経理関係書類を整備し、指定期間満了の日

から５年間保持すること。 

（４）守秘義務について 

指定管理業務を行うに当たり、業務上知り得た情報や内容等を第三者に漏

らし、又は自己の利益のために使用してはならない。従事者及び指定管理期

間が満了した後についても同様とする。 

 

１１ 備品の取扱い 

（１）市は現に所有する備品を、指定管理者に無償で貸与する。なお、指定管

理期間中に指定管理業務に必要な備品を指定管理者が指定管理料で購入し

た場合は、市の所有とする。ただし、これにより難い場合は、市の承認を

得て指定管理者の所有物とすることができる。 

（２）指定管理者が自らの費用で備品等を購入した場合は、その所有権は指定

管理者に属する。また備品はあらためて市と協議の上、購入するものとす

る。 

（３）市の所有に属する物品は、備品台帳を備えてその保管に係る物品を管理

し、購入、廃棄等による異動について定期的に市に報告するものとする。 

 

１２ 指定管理者に関する監督 

（１）監督 

市は、指定管理者による体育施設の管理運営の適正を期するため、指定管

理者に対して、当該管理運営の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地

に調査し、又は指示することができる。 

（２）指定の取消等   

① 指定管理者が倒産した場合、指定管理者の財務状況が著しく悪化した

場合又は指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難にな

った場合は、市は指定を取り消すことができる。 

この場合に生じた損害を指定管理者が市に賠償するものとする。 
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② 指定管理者が市の指示に従わないとき、市はその指定を取り消し、又

は期間を定めて管理業務の全般又は一部の停止を命ずることができる。 

③ 天災その他の不可抗力により業務の継続が困難になった場合には、市

と指定管理者の間で協議を行い、その結果事業の継続が困難と判断した

場合は、市はその指定を取り消すことができる。 

④ 前記のほか、事業の継続が困難となった場合の措置については、双方

が誠意を持って協議し決定する。 

（３）監査 

市の監査委員等が市の事務を監査する上で必要があると認める場合、市は

帳簿書類その他の記録を提出させるとともに、監査委員会への出席を求め、

実地に調査することができる。 

 

１３ モニタリング 

（１）モニタリング 

市は、指定期間中の指定管理者の業務の実施状況を把握し、必要なサービ

ス水準を確保するため、以下のとおりモニタリングを実施する。 

① 業務計画モニタリング 

 指定管理者から提出される事業計画書の内容について、仕様書に記載さ

れた事項が満たされているか、確認を行う。計画内容によっては、状況確

認等を行う。 

② 業務報告モニタリング 

 指定管理者は、年１回、自己評価を含む報告書を提出し、市は当該報告

に基づき状況確認等を行う。 

③ 随時モニタリング 

 市は指定管理者から提出される月次報告書等により管理運営状況を把握

するとともに、仕様書等に記載された事項の実施状況によっては、必要に

応じて随時に状況確認を行う。 

 

（２）是正措置等 

モニタリングの結果、指定管理者の業務が仕様書等に示した内容を満たし
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ていないと判断した場合は是正を求め、改善がみられない場合、市は指定管

理料の支払いを停止し、若しくは支払額の減額をし、又は指定管理者の指定

を取消すことができる。 

   

１４ 管理業務に要する費用及び危険負担の範囲 

（１）市が負担する範囲 

① 施設の大規模修繕に要する経費 

② 施設の増改築に要する経費 

③ 業務内容の変更に要する経費 

市の指示により管理業務内容を変更する場合、それに要する費用が当初

の収支予算額を大幅に超える場合は、市の負担とする。 

（２）指定管理者が負担する範囲 

① 管理業務に関し、当初の予算以上の費用がかかっても、市は費用の補

填は行わない。 

② 施設設備及び備品が使用に耐えない場合又は損傷した場合で、その原

因が指定管理者により発生し、重大かつ明白な過失があったと認められ

る場合は、その損害の全部又は一部について賠償するものとする。 

③ 施設及び設備の補修（年間１５０万円以内（消費税及び地方消費税を

含む））については、指定管理者が行う。ただし、１件が３０万円（消費

税及び地方消費税を含む）を超える場合は、市と協議したうえで行うこ

と。 

④ 施設及び設備の保守点検に必要となる消耗品費、作業費等一切の費用

は指定管理者の負担とする。 

⑤ 指定管理者の責めに帰すべき事由により、利用者及び第三者に損害を

与えたときは指定管理者が賠償するものとする。ただし、市が加入する

「全国市長会市民総合賠償補償保険」から保険金の給付を受けることが

できる場合がある。 

⑥ 利用者の事故等に対応するため、適切な保険に加入すること。ただ

し、市が加入している「全国市長会市民総合賠償補償保険」において保

険金の給付がされる範囲においては、指定管理者は別に保険に加入する
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必要はない。指定管理者が施設内で独自の事業を運営する場合は、その

運営上もたらされる賠償責任は市民総合賠償補償保険の給付対象外とな

るため、指定管理者は保険に加入すること。 

⑦ その他、施設の管理運営に伴うリスク分担については、別添２「リス

ク分担表」に定めるとおりとする。 

 

１５ 業務引継ぎについて 

業務の引継ぎは、業務引継者、業務引受者及び市が立会のうえで行わなけ

ればならない。 

（１）業務開始について 

指定管理者は、市の指示により、業務開始前までに業務の引継ぎ及び各業

務の習得を行うこと。ただし、指定期間前の業務引継ぎ等に要する費用は、

次期指定管理者の負担とする。 

（２）業務終了について 

指定管理者は、業務終了（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第１１項の規定による指定を取り消された場合を含む。）に際し、

本業務の終了の日までに、必要な事項を記載した業務引継書等を作成し、市

又は市が指定するものとの間で、円滑かつ支障なく施設の管理業務を実施で

きるよう、適正な業務の引継ぎ等を行わなければならない。また、指定管理

期間終了後は、指定管理者が指定管理料を使用せず、自らの経費で調達した

備品等の撤去を速やかに行い、市へ引き渡すこと。その際、撤去に要した費

用は、全て指定管理者が負担すること。 

（３）業務引継書について 

① 業務引継書には、業務の引継ぎ年月日を記載し、業務引継者と業務引

受者が連署押印しなければならない。 

② 業務引継書を３通作成し、そのうち２通は業務引継者と業務引受者が

各１通を所持し、１通は市に提出しなければならない。 

（４）引継ぎに関する事項 

その他引継ぎに関する詳細については、市が別に定める事項によるものと

する。 
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１６ 協定 

議会が指定管理者を指定した後、市と指定管理者は、申請の際に提出され

た書類等を基に、業務を実施するために必要となる詳細事項を確認し、協定

を締結する。 

（１）協定に定める事項 

① 事業計画に関する事項 

② 市が支払うべき管理費用に関する事項 

③ 管理業務により取得した個人情報の保護に関する事項 

  ④ 事業報告に関する事項 

  ⑤ その他必要と認められる事項 

 

１７ その他 

（１）指定管理業務以外の目的で体育施設を使用する場合は、「山陽小野田市

行政財産使用料徴収条例」等に基づき、年度ごとに市の許可を受けるこ

と。ただし、この場合において、既存施設の増改築は認めない。 

（２）この仕様書に定めのない事項並びに指定管理者の業務の内容及び処理に

関し疑義が生じた場合は、市と指定管理者が誠意を持って協議し、決定す

るものとする。 
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別表１ 使用期間、使用時間 

区 分 使 用 期 間 使 用 時 間 

山陽小野田市民体育館 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前９時から 

午後１０時まで 

山陽小野田市武道館 

（柔剣道場・弓道場） 

１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

午後１０時まで 

山陽小野田市アーチェリー場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

午後１０時まで 

山陽小野田市民プール 

７月の第１日曜日から 

８月３１日まで（毎週

水曜日及び８月１４

日、１５日を除く。） 

午前９時から 

午後７時まで 

山陽小野田市野球場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 

山陽小野田市サッカー場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 

山陽小野田市厚狭球場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 

山陽小野田市下村テニスコー

ト 

１月４日から 

１２月２７日まで 

午前９時から 

日没まで 

山陽小野田市岡石丸運動広場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 

（ただし、夜間照明

使用は午後９時ま

で） 

山陽小野田市高千帆運動広場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 

山陽小野田市小野田運動広場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 

（ただし、夜間照明

使用期間中は午後９

時まで） 

山陽小野田市赤崎運動広場 
１月４日から 

１２月２７日まで 

午前６時から 

日没まで 
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別表２ 使用料金 

山
陽
小
野
田
市
民
体
育
館 

時間区分 
使用区分 

午前９時か
ら正午まで 

正午から午
後５時まで 

午後５時か
ら午後１０
時まで 

使用時間区分帯以外 
（１時間につき） 
午前 午後 

主
競
技
場 

専
用
使
用 

入 場 料
等 を 徴
収 し な
い場合 

アマチュ
アスポー
ツ文化行
事 

２，１００
円 

３，８８０
円 

５，０３０
円 

７３０円 １，３６０
円 

営利を目
的としな
い催物 

８，３８０
円 

１５，５１
０円 

２０，１１
０円 

２，９３０
円 

５，４５０
円 

営利を目
的とする
催物 

３３，５２
０円 

６２，０２
０円 

８０，４６
０円 

１１，７３
０円 

２１，７９
０円 

入 場 料
等 を 徴
収 す る
場合 

アマチュ
アスポー
ツ文化行
事 

４，１９０
円 

７，７５０
円 

１０，０６
０円 

１，４７０
円 

２，７２０
円 

営利を目
的としな
い催物 

１６，７６
０円 

３１，０２
０円 

４０，２３
０円 

５，８７０
円 

１０，９０
０円 

営利を目
的とする
催物 

３３，５２
０円 

６２，０２
０円 

８０，４６
０円 

１１，７３
０円 

２１，７９
０円 

一般使用 
（バドミン
トンコート
１ 面 当 た
り） 

小・中・高
校生 

２２０円 ２２０円 ３１０円   

その他 ３１０円 ３１０円 ５２０円   

会議室 １時間につき ３７０円 ４４０円 ５５０円 
トレーニング室 小・中・高校生 １人１回につき １１０円 

（回数券１２枚綴り １，１００円） 
その他 １人１回につき ２２０円 

（回数券１２枚綴り ２，２００円） 
附属施設及び器具使用料 

品名 単位 金額 品名 単位 金額 
バレーボール器具 １組 ４４０円 バスケットボール

器具 
１組 ５５０円 

バドミントン器具 １組 １１０円 卓球器具 １組 １１０円 
テニス器具 １組 ４４０円 ハンドボール器具 １組 ４４０円 
インディアカ器具 １組 １１０円 パイプ椅子 １脚 １０円 
机 １脚 ２０円 フロアーシート １式 ５，５００円 
移動ステージ １式 １，１００

円 
会議室 冷房 １時間 ４９０円 

放送設備 １式 ２，２００
円 

暖房 １時間 ３３０円 

備考 
１ 専用使用とは、一定時間体育館の主競技場、更衣室及びシャワー室並びに観覧席を

貸切使用することをいい、その他の使用を一般使用という。 
２ １回とは、使用時間区分帯に従いそれぞれ１回とする。 
３ 土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定

する休日に使用する場合は、定額の２割増とする。ただし、一般使用する場合を除く。 
４ 使用時間区分帯以外（１時間につき）欄の使用料は、午前９時前及び午後１０時以

降の使用について適用する。この場合において、１時間未満の端数が生じたときは、
１時間に切り上げて徴収する。 

５ 入場料等を徴収する場合は、最高入場料に５０を乗じて得た額を定額に加算して徴
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収する。 
６ 「入場料等」とは、使用者がその使用に際し、入場者から徴収する入場料、会費又

はこれに準ずるもの（直接会場では徴収しないが、買上額等により招待券を発行する
もの又は整理費名目で徴収するもの等を含む。）をいい、入場料等の金額が明らかで
ないものは、１，０００円の入場料を徴収するものとみなす。 

７ 既設の設備以外に電気を使用する場合は、電気料に相当する額を別に徴収する。 
８ 市外申込者の使用は、定額の５割増とする。 
９ 使用時間が時間区分帯の欄の時間に満たないときの使用料は、使用時間区分帯の欄

の使用料を徴収する。 

 

山
陽
小
野
田
市
野
球
場 

時間区分 
使用区分 

午 前 ６ 時
か ら 午 前
８ 時 ３ ０
分まで 

午 前 ８ 時 ３
０ 分 か ら 正
午まで 

正 午 か ら 午
後５時まで 

午後５時から日
没まで 

入場料を
徴収しな
い場合 

高校生以下 ６３０円 １，０５０
円 

１，３２０
円 

１，０５０円 

一般 １，３６
０円 

２，１００
円 

２，６２０
円 

２，１００円 

プロスポーツ及びス
ポーツ以外の催物 

１０，２
１０円 

１５，７１
０円 

１９，６４
０円 

１５，７１０円 

入場料を
徴収する
場合 

高校生以下 ３，１４
０円 

５，２４０
円 

６，５５０
円 

５，２４０円 

一般 ６，２９
０円 

１０，４８
０円 

１３，１０
０円 

１０，４８０円 

プロスポーツ及びス
ポーツ以外の催物 

４７，１
４０円 

７８，５７
０円 

９８，２１
０円 

７８，５７０円 

備考 １ 入場料を徴収する場合は、上記使用料のほか、最高の入場料、その他こ
れに類する料金に１００を乗じて得た額を加算して徴収する。 

２ 市外申込者の使用は、定額の５割増とする。 
附属施設及び器具使用料 

品名 単位 金額 
放送器具 １日 １，０５０円 

１試合 ５２０円 
スコアーボード  １日 １，０５０円 

１試合 ５２０円 
役員・本部席若しくは審
判控室又はその両方  

冷房 １時間 １６０円 

暖房 １時間 １１０円 

 

山
陽
小
野
田
市
サ
ッ
カ
ー
場
・
運
動
広
場
・

厚
狭
球
場 

時間区分 
使用区分 

午前６時から
午前８時３０
分まで 

午前８時３０
分から正午ま
で 

正午から午後
５時まで 

午後５時から
日没まで 

入 場 料
を 徴 収
し な い
場合 

高校生以下 ２２０円 ３１０円 ４２０円 ３１０円 
一般 ４２０円 ６３０円 ８４０円 ６３０円 
プロスポーツ
及びスポーツ
以外の催物 

３，３００円 ４，９８０円 ６，６００円 ４，９８０円 

入 場 料
を 徴 収
す る 場
合 

高校生以下 １，１００円 １，６５０円 ２，２００円 １，６５０円 
一般 ２，２００円 ３，３００円 ４，４００円 ３，３００円 
プロスポーツ
及びスポーツ
以外の催物 

１６，５００
円 

２４，７５０
円 

３３，０００
円 

２４，７５０
円 

備考 １ 入場料を徴収する場合は、上記使用料のほか、最高の入場料、その他こ
れに類する料金に１００を乗じて得た額を加算して徴収する。 

２ 市外申込者の使用は、定額の５割増とする。 
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附属施設及び器具使用料 
施設名 単位 金額 備考 

夜 間
照明 

小野田運動広場 １時間 １，９８０円 １時間未満の端数が生じたと
きは、１時間に切り上げて計算
する。 

岡石丸運動広場 １時間 ２２０円 

 

山陽小野田市
民プール 
（７月第１日
曜日～８月３
１日） 

時間区分 
使用区分 

午前９時から
正午まで 

午後１時から
午後４時まで 

午後５時から
午後７時まで 

備考 

大人 １１０円 １１０円 １１０円  
小人 ５０円 ５０円 ５０円 中学生以下 

（４歳未満を除
く。） 

 

山
陽
小
野
田
市
武
道
館
（
柔
剣
道
場
・
弓
道
場
）・

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
場 

時間区分 
使用区分 

午前６時か
ら正午まで 

正午から午
後５時まで 

午後５時か
ら午後１０
時まで 

備考 

一般使用 大人 １１０円 １１０円 １１０円 １ 小人とは、高校生（１８
歳未満の者を含む）以下
の者をいう。 

２ 年間使用とは、毎年４
月１日から翌年３月３１
日までの使用をいう。 

３ 柔剣道場及び弓道場を
併せ専用使用する場合
は、所定使用料の倍額を
徴収する。 

４ 市外申込者の使用は、
定額の５割増とする。 

５ １時間未満の端数が生
じたときは、１時間に切
り上げて計算する。 

小人 ５０円 ５０円 ５０円 
専用使用 １時間につき ３３０円 
年間使用 大人 ２，２００円 

小人 １，１００円 

 

山陽小野田市
下村テニスコ
ート 

時間区分 
使用区分 

午前９時から
正午まで 

正午から午後
５時まで 

午後５時から
日没まで 

備考 

一般 １１０円 １１０円 １１０円 市外申込者の使
用料は、定額の３
倍とする。 

小・中・高校生 ５０円 ５０円 ５０円 
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維持管理業務及び保守業務の基準 
 

① 市民体育館 

 １ 維持管理業務 

（１）清掃 

箇 所 ・ 位 置 広さ・ 清掃の頻度 

玄関ホール（１階、２階）※下駄箱スペース含む ６７㎡ 毎日 

トレーニング室 ２６１㎡ 毎日 

トイレ（全箇所） １５０㎡ 毎日 

シャワー室（男女） １５㎡ 毎日 

事務室、湯沸室、健康相談室 ８１㎡ 週５日 

控室・更衣室 １１３㎡ 週５日 

幼児室・テラス ２０㎡ 週５日 

館長室 ２６㎡ 週５日 

会議室（北・南） ７２㎡ 週５日 

障がい者観覧席 １２㎡ 週５日 

ロッカー室（２箇所） ２４㎡ 週５日 

ラウンジ、通路、階段 ７５９㎡ 週５日 

放送室 ２１㎡ 週５日 

玄関ポーチ ２５０㎡ 週５日 

ランニングコース ２９５㎡ 週１日 

２階観覧席 ５００㎡ 週１日 

器具庫 ２０１㎡ 週１日 

倉庫（４箇所） １００㎡ 週１日 

駐車場等屋外、２階屋上、屋上プラザ ８２０㎡ 週１回 

 

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、掃除機掛け、ゴミ・落ち葉拾い 

 

（２）窓ガラス清掃      ※高所ガラス、低所ガラス 

   清  掃  場  所   面積  ㎡   低所 ㎡   高所 ㎡ 

   玄関ロビー ５２ ３１ ２１ 

   事務室 ８ ８ －  

   館長室 ５ ５ －  

   健康相談室 ５ ５ － 
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   トレーニング室 ３６ －  ３６ 

   会議室 １０ １０ －  

   北ラウンジ １０ ７ ３ 

   幼児室 ４ ４ －  

   控え室カウンター １ １ －  

   南ラウンジ ４３ ２９ １４ 

   ポーチ（４ヵ所） ２７ １９ ８ 

   玄関ホール ３５ ２４ １１ 

   〃（南北吹き抜け側） ７５ －  ７５ 

   屋上プラザ ４２ －  ４２ 

   アリーナ（南北） １５４ －  １５４ 

   階段（４ヵ所） １３ －  １３ 

 

掃除内容：年１回の清掃 

 

（３）その他維持管理業務 

作業内容 作業回数  備考  

  体育館敷地 草抜き①   年３回 （５月・８月・１１月）  樹木下 

  体育館敷地 草抜き②   年２回 （８月・１０月）  ﾀｲﾙ目地 

 体育館敷地 樹木剪定   年１回 （１０月～１１月）  

  体育館敷地周辺 溝掃除   年２回 （５月、１０月） 外周  

  体育館アリーナ 特別清掃   年３回 （４月・８月・１２月）  

 

 ２ 体育館トレーニング器具保守業務 

項        目 頻  度 備   考 

 トレーニング器具保守点検   毎日  油圧器・鍵 

 保守点検（専門業者）  年４回  点検調整 

   

  点検対象器具は次のとおりとする。  

     トレーニング器具一覧表 

番号 器具名 数量 

１ コンビネーショントレーナー１３ 

ベンチプレス、レッグプレス、ショルダープレス、 

レッグカール、レッグエクステンション、バタフライ、 

１ 式 
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ラットマシン、ヒップフレクサー、バックハイパー、 

リストロール、リストマシン、  チンニングバー、 

チェストウエイト ※ラットマシン故障中 

２ パッケージベビコン（コンプレッサー） １  台 

３ エアロバイク４２０ １   台 

４ エアロバイク４００ １   台 

５ エアロバイク９００ｕ－ｅｘ １   台 

６ ツイストマシン １   台 

７ バッグストレッチベンチ １   台 

８ バッグハイパー １   台 

９  オスピナレータービクトリアＲＳＴ １   台 

１０ テーブルローラー １   台 

１１ ベルトバイブレーター １   台 

１２ ボードスタンド（２欄型） １   台 

１３ アブドミナルボード（平型） １  台 

１４ アブドミナルボード（山型） １  台 

１５ フラットベンチ １  台 

１６ ステップベンチ １  台 

１７ スクワットラック １  台 

１８ スタンド付きベンチ １  台 

１９ バーベル用プラットホーム １  台 

２０ ユニットバーベル（１０ｋｇ）ペイント １  台 

２１ ユニットバーベル（１５ｋｇ）ペイント １  台 

２２ ユニットバーベル（２０ｋｇ）ペイント １  台 

２３ ユニットバーベル（２５ｋｇ）ペイント １  台 

２４ ユニットバーベル（３０ｋｇ）ペイント １   台 

２５ ユニットバーベル（３５ｋｇ）ペイント １   台 

２６ ユニットバーベル（４０ｋｇ）ペイント １   台 

２７ ユニットバーベル（４５ｋｇ）ペイント １   台 

２８ ユニットバーベルハンガー（１０本用） １   台 

２９ ユニットダンベル（３ｋｇ）ペイント １   組 

３０ ユニットダンベル（５ｋｇ）ペイント １   組 

３１ ユニットダンベル（８ｋｇ）ペイント １   組 

３２ ユニットダンベル（10ｋｇ）ペイント １   組 
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３３ ユニットダンベル（12.5ｋｇ）ペイント １   組 

３４ ユニットダンベル（15ｋｇ）ペイント １   組 

３５ ユニットダンベル（17.5ｋｇ）ペイント １   組 

３６ ユニットダンベル（20ｋｇ）ペイント １   組 

３７ ユニットダンベル（22.5ｋｇ） ペイント １  組 

３８ ユニットダンベル（25 ｋｇ） ペイント １  組 

３９ ダンベルトラック（10 セット用） 〃  １   台 

４０ パワージョグ １   台 

４１  ランニングマシン ３  台 

４２  エアロバイク ２台 

４３  コードレスバイク ２台 

 

３ 保守業務 

（１）機械警備：施錠解錠 随時 

（２）照明器具保守点検：球取り替え随時 

（３）消防設備法定点検：機器点検年２回、点検報告書作成・提出 年１回 

（４）放送設備：保守点検 随時 

 

②－１ 武道館（柔剣道場） 

１ 維持管理業務  

（１）清掃  

箇 所 ・ 位 置 広さ・ 清掃の頻度 

玄 関 ３０㎡ 週１回 

事務室 １７．５㎡ 週１回 

便所（３か所） ３０㎡ 週１回 

男子脱衣所・シャワー室 １０㎡ 週１回 

女子更衣室・シャワー室 １２．５㎡ 週１回 

２階更衣室（２か所） ４３．４㎡ 週１回 

観覧席 ８１．８㎡ 週１回 

階 段 １１．７㎡ 週１回 

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、掃除機掛け、ゴミ拾い 

 

（２）窓ガラス清掃  

掃除内容：年１回の清掃 
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（３）その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

武道館周辺 除草 年３回（５月・８月・１１月）  

武道館周辺 溝掃除 年１回  

花壇整備 年２回  

芝生管理 随時  

武道場内 床特別清掃 年３回（４月・８月・１２月）  

 

２ 保守業務 

（１）機械警備：施錠解錠 随時 

（２）照明器具保守点検：球取り替え随時 

（３）消防設備法定点検：機器点検年２回、点検報告書作成・提出 年１回 

 

②－２ 武道館（弓道場） 

１ 維持管理業務 

（１）清掃 

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

事務室・射場・トイレ、倉庫ほか 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、掃除機掛け、ゴミ拾い 

 

（２）その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

場内芝管理 随時  

場内樹木管理・剪定 年２回（５月、１０月）  

射場管理 随時  

※場内の整地・樹木の剪定については、市と協議のこと。 

※専門業者に委託する委託費は指定管理料に含む。 

 

２ 保守業務 

（１）機械警備：施錠解錠 随時 

（２）照明器具保守点検・電球交換：随時 

（３）消防設備法定点検：機器点検年２回、点検報告書作成・提出 年１回 
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③ アーチェリー場 

１ 維持管理業務 

（１）清掃 

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

事務室・トイレ 随時  

施設内 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、掃除機掛け、ゴミ拾い 

 

（２）その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

場内芝管理 随時  

場内樹木管理・剪定 年２回（５月、１０月）  

射場管理 随時  

 

２ 保守業務 

（１）施設警備、施設保守点検、施錠解錠：随時 

（２）照明器具保守点検・電球交換：随時 

（３）消防設備法定点検：機器点検年２回、点検報告書作成・提出年１回 

 

④ 市民プール 

 市民プール開催前に機械の整備、清掃及び試運転を実施し、運転期間中正常な運転がで

きるようにし、また閉鎖後に機械の整備清掃を行い、次回の運転に支障のないように手入

れをしておくこと。 

 

１ 維持管理業務 

（１）開場前の循環浄化装置の点検、機械の整備、試運転 

（２）開場後の循環浄化装置の点検、機械の整備及び清掃 

 ※各作業終了後、すみやかに報告書を提出すること。 

 

２ 維持管理及び保守業務の基準 

（１）清掃 

箇 所 ・ 位 置 広さ 清掃の頻度 

管理棟（事務室、更衣室、トイレ、シャワー室） 291 ㎡ 随時 

機械室（ポンプ室） 66 ㎡ 随時 
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プール内（幼児、２５ｍ、５０ｍ） オープン前 － 適宜 

プール内（幼児、２５ｍ、５０ｍ） オープン中 － 随時 

プール内（幼児、２５ｍ、５０ｍ） オープン後 － 適宜 

プールサイド（オープン前後） － 適宜 

プールサイド（オープン中） － 随時 

敷地内 13,259 ㎡ 随時 

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

※プール内及びプールサイド等のコケや藻の清掃・除去を含む 

 

（２）その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回（５－６月）  

駐車場管理（清掃・草刈り） 随時  

敷地内及び周辺 溝掃除 年（6 月、10 月）  

 

２ 保守業務 

（１）電気設備施設   保守点検   使用時１ヵ月前に確認 

（２）水道設備      保守点検  使用時１ヵ月前に確認    

（３）放送設備         保守点検  使用時１ヵ月前に確認    

（４）消防設備        機器点検  年２回 

（５）循環装置         保守点検  使用時１ヵ月前に点検・確認 ※委託業者立会 

（６）プール水槽       水質検査  必要回数※専門機関による検査 

 

３ 運営業務  （営業時）   

（１）管理人及び監視員の指導・管理 

（２）施設内の清掃 

（３）入場券の売りさばき（入場使用料徴収） 

（４）遊泳者等の監視及び施設の安全管理 

   ※遊泳者等の監視業務については、プール施設内の他の業務と兼ねないこと。 

（５）水質管理（ポンプ操作及び残留塩素濃度の測定） 

（６）作業日報の作成 

 

⑤ 市野球場 
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１ 維持管理業務 

（１）清掃    

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

役員室、審判室、放送室 随時  

トイレ 随時  

倉庫 適宜  

ベンチ 随時  

更衣室、シャワー室 随時  

スタンド 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

※ 特に試合がある予定の前日から試合終了日の翌日は清掃等を十分に行うこと。 

 

（２）その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  

駐車場管理（清掃・草刈り） 随時  

敷地内及び周辺 溝掃除 年２回  

 

２ 保守業務 

（１）機械警備 使用時間帯以外随時 

（２）保守点検 施設及び設備の保守点検 随時 

（３）照明器具  保守点検、球取り替え    随時 

（４）消防設備  機器点検  年２回  法定点検  ※点検報告書 年１回消防署提出 

（５）水道施設  保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（６）建   物  便所、落書き、破損  修繕      随時 

（７）放送設備  保守点検                     随時 

 

３ 野球場グラウンド内維持管理業務 

（１） 芝生地 

作業内容  広さ  回数  

施肥  １０，６９０㎡  年２回 

薬剤散布（殺虫、殺菌） １０，６９０㎡  年２回 

目土・エアレーション １０，６９０㎡  随時  
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除草剤散布 ７，６９０㎡  年３回  

 

（２）グラウンド 

作業内容  回数  備考  

内野掘り起こし 年１回 年１回 

内野芝高調整 年１回（１２月～翌年２月ま

での間） 

 

内野セーフティーゾーン

整備（芝生サイドカット含

む） 

年４回 

 

黒土補充     随時   

※ グラウンドの調整材（スポーツ用バインダー）の使用については、市と協議のこと。 

 

⑥ サッカー場 

１ 維持管理業務  

（１）清掃   

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

トイレ及び倉庫 週２回以上  

本部席・スタンド 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

※特に試合がある予定の前日から試合終了日の翌日は清掃等を十分に行うこと。 

                   

２ 保守業務 

（１）電気施設     保守点検、球の取り替え    随時 

（２）水道施設     保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）浄化槽       機器点検、清掃年１回以上    専門業者 

（４）建 物       便所、落書き、破損  修繕      随時 

 

３ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

グラウンド整備 

掻越こし、不陸修正、転圧等 
年３回  

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時 年 3,000 ㎏ 
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場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  

敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。(専門業者に委

託・委託費は指定管理料に含む) 

※ 技術者（グラウンド整備士）を定めて、定期的に状況を把握させること。 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 

 

⑦ 厚狭球場 

１ 維持管理業務 

（１）清掃    

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

審判室、放送室 随時  

トイレ 週２回以上  

倉庫 随時  

ベンチ 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

 

２ 保守業務 

（１）電気施設     保守点検、球の取り替え    随時 

（２）水道施設     保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）建 物       修繕                随時 

 

３ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

芝生管理 随時  

グラウンド整備 

掻越こし、不陸修正、転圧等 
年３回  

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時  

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  
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敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

敷地内除草 年２回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。(専門業者に委

託・委託費は指定管理料に含む) 

※ 技術者（グラウンド整備士）を定めて、定期的に状況を把握させること。 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 

 

⑧ 下村テニスコート 

１ 維持管理業務 

（１）清掃    

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

クラブハウス（トイレ含む） 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

 

２ 保守業務 

（１）電気施設     保守点検、電球の取り替え   随時 

（２）水道施設     保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）建  物     修繕                随時 

 

３ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

コート内管理 随時  

グラウンド整備 

掻越こし、不陸修正、転圧等 
年３回  

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時 年 300 ㎏ 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  

敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

敷地内及び周辺除草 年３回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 



14 

 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 
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⑨ 岡石丸運動広場 

１ 維持管理業務 

（１）清掃    

箇 所 ・ 位 置 作業回数 備考 

トイレ及び倉庫 週１回以上  

駐車場 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

特に試合がある予定の前日から試合終了日の翌日は清掃等を十分に行うこと。 

 

２ 浄化槽の保守点検、清掃業務 

（１）運転管理  １回／２月 

（２）機械装置の点検及び運転状況の確認 

（３）消毒剤の補充 

（４）汚泥の調整・接触槽の観察 

（５）その他装置全体の異常箇所の点検 

（６）保守点検の作業が完了後、報告書を提出する。 

   

３ 保守業務 

（１）電気施設       照明設備等保守点検、電球の取り替え 随時 

（２）水道施設       保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）浄化槽         機器点検、清掃年１回以上   専門業者 

（４）建 物         修繕      随時 

 

４ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

グラウンド整備 

掻越こし、不陸修正、転圧等 
年３回  

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時 年 3000 ㎏ 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  

敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

敷地内除草 年３回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。 



16 

 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 

 

⑩ 高千帆運動広場 

１ 維持管理業務 

（１）清掃    

箇 所 ・ 位 置 作業の回数 備考 

トイレ及び倉庫 週１回以上  

駐車場 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

※特に試合がある予定の前日から試合終了日の翌日は清掃等を十分に行うこと。 

 

２ 浄化槽の保守点検、清掃業務 

（１）運転管理  １回／２月 

（２）機械装置の点検及び運転状況の確認 

（３）消毒剤の補充 

（４）汚泥の調整・接触槽の観察 

（５）その他装置全体の異常箇所の点検 

（６）保守点検の作業が完了後、報告書を提出する。 

   

３ 保守業務 

（１）電気施設       保守点検、球の取り替え    随時 

（２）水道施設       保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）浄化槽         機器点検、清掃年１回以上    （専門業者へ委託） 

（４）建 物         修繕                随時 

 

４ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

グラウンド整備（掻越こし、不陸修正、転圧等） 年３回  

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時 年 3,000 ㎏ 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  
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敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。(専門業者に委

託・委託費は指定管理料に含む) 

※ 技術者（グラウンド整備士）を定めて、定期的に状況を把握させること。 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 

 

⑪ 小野田運動広場 

１ 維持管理業務 

（１）清掃  

箇 所 ・ 位 置 作業の回数 備考 

トイレ及び倉庫 毎日  

駐車場 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

特に試合がある予定の前日から試合終了日の翌日は清掃等を十分に行うこと。 

 

２ 浄化槽の保守点検、清掃業務 

（１）運転管理  １回／２月 

（２）機械装置の点検及び運転状況の確認 

（３）消毒剤の補充 

（４）汚泥の調整・接触槽の観察 

（５）その他装置全体の異常箇所の点検 

（６）保守点検の作業が完了後、報告書を提出する。 

 

３ 保守業務 

（１）電気施設       保守点検、電球の取り替え   随時 

（２）水道施設       保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）浄化槽         機器点検、清掃年１回以上    専門業者 

（４）建 物         便所、落書き、破損  修繕     随時 

 

４ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

グラウンド整備 年３回  
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掻越こし、不陸修正、転圧等 

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時 年 3,000 ㎏ 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  

敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。(専門業者に委

託・委託費は指定管理料に含む) 

※ 技術者（グラウンド整備士）を定めて、定期的に状況を把握させること。 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 

 

⑫ 赤崎運動広場 

１ 維持管理業務 

（１）清掃  

箇 所 ・ 位 置 作業の回数 備考 

トイレ及び倉庫 週１回以上  

駐車場 随時  

掃除内容：掃き掃除、拭き掃除、その他掃除箇所に応じて対応のこと。 

特に試合がある予定の前日から試合終了日の翌日は清掃等を十分に行うこと。 

 

２ 浄化槽の保守点検、清掃業務 

（１）運転管理  １回／２月 

（２）機械装置の点検及び運転状況の確認 

（３）消毒剤の補充 

（４）汚泥の調整・接触槽の観察 

（５）その他装置全体の異常箇所の点検 

（６）保守点検の作業が完了後、報告書を提出する。 

 

３ 保守業務 

（１）電気施設       保守点検、電球の取り替え   随時 

（２）水道施設       保守点検、冬場の凍結管破損    随時 

（３）浄化槽         機器点検、清掃年１回以上    専門業者 
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（４）建 物         便所、落書き、破損  修繕     随時 

 

４ その他維持管理業務 

作業内容 作業回数 備考 

グラウンド整備 

掻越こし、不陸修正、転圧等 
年３回  

除草剤散布 年３回  

塩化カルシウムの散布 随時 年 3,000 ㎏ 

場内管理（フェンス・備品） 随時  

場内樹木管理・剪定 年１回  

敷地内及び周辺溝掃除 年２回  

※グラウンド内の整地・草抜き・樹木の剪定については、市と協議のこと。(専門業者に委

託・委託費は指定管理料に含む) 

※ 技術者（グラウンド整備士）を定めて、定期的に状況を把握させること。 

※整備の年間作業工程表を委託者に提出し、常に作業状況を把握すること。 

※作業実施中、疑義が生じた場合は、受託者に協議すること。 

※作業の報告については、作業日誌、作業状況写真を提出すること。 

  

⑬ 市野球場周辺環境整備   ７９，５００ ㎡ 

施  工  箇  所 工   種      

体育館・武道館 

 アーチェリー場・ 野球場 

 ｻｯｶｰ場・ 小野田運動広場 

 

   

除  草  随時  

清  掃   ゴミ収集５回／月 

清  掃 
５月～１０月  除草車の運転 

  月３回×６＝１８回 

雑  工   周辺の溝掃除 年２回 

※作業で出たゴミ・草等の処分費は請負者の負担とする。 

※作業で必要な道具・燃料についても請負者の負担とする。 

※作業報告は毎月１回作業内容と作業状況写真を提出すること 

※作業完了月の翌月１０日までに提出すること。 

 

 



別 添 ２  

リ ス ク 分 担 表  

項 目 内 容 
負 担 者 

市 指定管理者 

募集手続き 

公募に関して市が公表した資料の誤り、

変更に関するもの 
○  

応募費用に関するもの  ○ 

物価変動 人件費、物件等物価変更に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

周辺地域・住民

及び施設利用者

への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理、運営業務に対する住民及び施

設利用者からの反対、訴訟、要望、苦情

への対応 

 ○ 

環境 

市の要求に起因する環境問題 

（騒音・振動）など 
○  

指定管理者が行う管理に起因する環境

問題 
 ○ 

法令の変更 

施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制度の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

一般的な税制制度  ○ 

事業中止・変更 

市の指示、議会の不承認等による事業の

中止・延長など（予算の不承認、政策変

更等） 

○  

上記以外の事由による事業の中止・延期

など（不可抗力※を除く） 
 ○ 

事務内容変更 

市の指示による業務内容の変更による

もの 
○  

上記以外の要因による業務内容の変更  ○ 

書類の誤り 
仕様書等市が責任を持つ書類の誤りに

よるもの 
○  



事業計画書等指定管理者が提案した内

容の誤りによるもの 
 ○ 

資金調達 

市の指定管理者の対する経費の支払い

遅延によって生じた事由 
○  

指定管理者の業者に対する経費の支払

い遅延によって生じた事由 
 ○ 

施設・設備の 

損傷 

経年劣化による、１件３０万円以下で年

間１５０万円までのもの。（消費税及び

地方消費税を含む） 

 ○ 

経年劣化による、１件３０万円を超え、

年間１５０万円までのもの。（消費税及

び地方消費税を含む） 

双方の協議による 

経年劣化による、年間１５０万円を超え

るもの。（消費税及び地方消費税を含む） 
○  

第三者の行為から生じたもので相手が

特定できないもの 

（極めて小規模なもの） 

 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手が

特定できないもの 

（上記以外のもの） 

○  

維持管理費 

市の指示による維持管理の増大 ○  

市の指示以外の要因による維持管理費

の増大 
 ○ 

許認可 

事業実施にあたり市が取得すべき許認

可の遅延、失効など 
○  

事業実施にあたり指定管理者が取得す

べき許認可の遅延・失効など 
 ○ 

資料等損傷 

管理者としての注意義務を怠ったこと

によるもの 
 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手が

特定できないもの（極めて小規模なも

の） 

 ○ 

第三者の行為から生じたもので相手が ○  



特定できないもの（上記以外のもの） 

第三者への賠償 

管理者として注意義務を怠ったことに

より損害を与えた場合 
 

○ 

ただし、市が加

入している「市

民総合賠償補償

保険」の保険給

付対象となる場

合があります。 

市の責任に帰すべき理由による事故に

より与えた損害 
○  

安全の管理 警備不備による情報漏洩、犯罪発生  ○ 

利用者数の変動 

利用者数の変動による収入の変動（不可

抗力※を含む大幅な利用者の減少に伴

う収入の減少以外のとき） 

 ○ 

事業評価 
事業内容が市の要求する水準に達しな

い 
 ○ 

事業終了の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又

は期間途中において業務を廃止した場

合における事業者の撤収費用 

 ○ 

運営リスク 

大幅な利用者の減少に伴う収入の減少

（不可抗力※を含む） 

両者の協議により経費及

び損害額を算定し、負担割

合を決める。 

不可抗力※に伴う、施設、設備の修復に

よる経費の増加及び事業履行不能 
○  

不可抗力※による指定管理者所有の設

備、備品等の損害 
 ○ 

※不可抗力・・・暴風、豪雨、洪水、地震、火災、感染症の蔓延等、市または指定管理者

のいずれの責めにも帰すことのできない自然的または人為的な現象 

 

 

 































































自 至

Ⅰ　サービス履行の確認

Ⅱ　サービスの質の評価

Ⅲ　サービスの安定性の評価

3

3

2

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2 必要な資格は保有しているが、資質向上の研修を行ってもらいたい。

修繕は適切に行われたか

備品や文書の管理は適切に行われたか 3 適切に対応している。

3

3

3

3

3

3

感染症対策等の衛生管理は適切に行われたか 3 適切に対応している。

現金の管理は適切か

個人情報の管理は適切か

2 利用者への影響はないが、計画的に対応する必要がある。

2

人
員
配
置
等

人員配置は適切か

職員の資質向上を図る取組（職員研修）は適切に行われたか

労働法令の遵守や雇用・労働条件は適切か

必要な有資格者は適切に配置されているか

2

3

公募

未実施

事故、苦情及び緊急時の対応は適切であったか

外構や植栽等の管理は適切に行われたか

保安警備業務は適切に行われたか

清掃業務は適切に行われたか

事故、苦情及び緊急時の市への連絡は適切であったか

コメント欄

3 市の方針に従い、適切に対応した。

3 適切に対応している。

1次 2次

2 定期的な管理ができていない施設がある。

3 適切に対応している。

指 定 期 間

施 設 所 管 課

評 価 年 月 日

文化スポーツ推進課

R5.6.22

定期的に実施している。3

3

3

選 定 方 法

利 用 料 金 制 度

3 適切に配置されている。

3 規定に基づき対応している。

3 適切に対応している。

3 適切に対応している。コロナ対応による情報も適切に管理している。

適切に対応しているが、遅れるときもある。

3 適切に対応している。

3 適切に対応している。

3 適切に対応している。

減免申請に対する取扱いは適正か

2 別①に詳細を記入してください

各種報告書等は遅滞なく提出されたか

指 定 管 理 料

指 定 期 間

有

指 定 管 理 者

施 設 名

H31.4.1 R6.3.31

41,447,000円 税別

評 価 対 象 年 度

山陽小野田市体育施設

株式会社晃栄

5.0 年

令和４年度

ア ン ケ ー ト

3 苦情などの報告を受けていない。

3 適切に対応している。

別②に詳細を記入してください

別③に詳細を記入してください

3 サービス向上に努めているが、新たな利用者増の取組を図りたい。

感染防止対策は必要であるが、自主事業の取組が必要。

コロナウイルス感染防止対策など安心して利用できる取組は行っている。

1 利用者の声を聴く機会をもっと設けてもらいたい。

3 利用に関する要望については、対応している。

項　　　目

事
業
実
施 1 スポーツ活動の促進につながる自主事業は実施できていない。

事業計画どおりに事業が実施されたか 2 自主事業の計画があったが、実施できていない。

1次 2次 コメント欄

利用状況はどうか（前年及び計画との比較）

経費節減の取組は行われたか 3 2 オートモアの導入により一部で管理の省力化を図っているが、全体的な外注費が増えている。

支出の状況はどうか（前年及び計画との比較）

2 コロナ対策など安心して利用しやすい対応を行っている。

2

指　定　管　理　者　評　価　表

項　　　目 1次 2次 コメント欄

利用者増加のための取組をしたか 2

項　　　目

管
理
運
営
の
状
況

サ
ー

ビ
ス
向
上

利
用
状
況

接客態度は良いか

アンケート等により利用者ニーズの把握に努めているか

保守管理業務は適切に行われたか

開館日数及び開館時間は適切か

利用者の満足度は高いか

特定の利用者を有利又は不利に扱っていないか

利用者の苦情・要望を反映させる取組を行っているか

施設の設置目的に沿った自主事業を行ったか

ＨＰ等による広報活動は効果的に行われたか 3 コロナによる施設の利用中止など、適切に情報発信している。

利用者サービスの向上を図る取組は行われたか 3

2

収
支
状
況

収入の状況はどうか（前年及び計画との比較）

収入増加の取組は行われたか



別①　人員配置について

別②　利用状況について

別③　収入状況について

別③　支出状況について

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績

12,434 16,615 43,000 28,462

総合評価

施設利用件数

山陽小野田市体育施設令和４年度

前年度

計　画

実　績

総括責任者１名、運営状況監査役１名、施設管理責任者１名、
屋内施設管理・清掃５名、屋外施設・緑地管理２名、夜間作業３名（交代）

総括責任者１名、運営状況監査役１名、施設管理責任者１名、
屋内施設管理・清掃６名、屋外施設・緑地管理２名、夜間作業３名（交代）

総括責任者１名、運営状況監査役１名、施設管理責任者１名、
屋内施設管理・清掃６名→Ｒ４．１０月より４名、屋外施設・緑地管理２名、夜間作業３名（交代）

施設所管課で記入してください

利用料金 4,501,149 5,648,730 8,636,363

合　　計 12,434

R4　実績

7,081,689

指定管理料 41,447,000 41,447,000 41,447,000 41,447,000

評価

利用評価

1

備考 令和４年度は、プールについて一部利用を制限しながら営業した。

16,615 43,000 28,462

対前年比

71.3%

0.0%

R4　計画内　　訳 R2　実績 R3　実績 対前年比

雑収入 987,585 1,096,224 3,181,818 1,337,148 22.0%

25.4%

評価

備考
税別。
利用件数が増えたことで、利用料金収入が少し改善した。

収入評価

1
合　　計 46,935,734 48,191,954 53,265,181 49,865,837

人件費 15,797,933 18,247,690 16,836,363 16,436,899 ▲ 9.9%

内　　訳 R2　実績 R3　実績 R4　計画 R4　実績 対前年比 評価

需用費 8,692,791 11,036,684 13,454,545 14,885,891 34.9%

4,478,635 18.9%

施設維持管理費（委託料等） 14,894,318 12,471,949 20,681,809 17,401,179 39.5%

使用料及び賃借料 3,109,315 3,765,510 2,245,418 支出評価

2
45,521,833 53,218,135 53,202,604合　　計 42,494,357

備考
税別。
維持管理に係る経費が増大している。

81 /127



　

　

R1～R5 R6～R10

指定管理料 指定管理料

（単年度当たり） （単年度当たり）

41,447 50,205 8,758

10,720 9,700 ▲ 1,020

52,167 59,905 7,738

17,998 21,539 3,541

34,169 38,366 4,197

52,167 59,905 7,738

山陽小野田市体育施設　指定管理料の算定について （消費税及び地方消費税を含まない）

(単位:千円）

前回管理料との
比較

増減理由

【収入】

指定管理料 需用費（光熱水費の高騰）・人件費の増額、修繕料の増額

使用料収入ほか 提案事業収入等の実績に応じた減少

支出　計

　

収入　計

【支出】 　

人件費 賃金を前回（H30年度）積算時から増額。

管理費
光熱水費の高騰に伴う増額、修繕料の増額
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